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令和５年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和５年６月９日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １４番   山  科  正  仁  議員    １５番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   小  野  周  一  議員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １３番   伊  藤  健  一  議員 

 

 欠 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

市 民 課 長 伊 藤 リ カ  環 境 課 長 岸     聡 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 

健 康 課 長 佐 藤 朋 子  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀 



- 16 - 

学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 伊 藤 幸 枝 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 大 江   周 

選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 今 田   新 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 叶 内 敏 彦 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

総 務 主 査 笹 原 佳 子  主 任 小 松 真 子 

主 事 秋 葉 佑 太    

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和５年６月９日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第５号一般財団法人新庄市スポーツ協会の経営状況の報告について 

日程第 ４ 報告第６号令和４年度新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 報告第７号令和４年度新庄市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

日程第 ６ 報告第８号令和４年度新庄市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

   （上程、提案説明、採決） 

日程第 ７ 議案第３５号新庄市教育委員会委員の任命について 

日程第 ８ 議案第３６号新庄市監査委員の選任について 

 

   （一括上程、提案説明、採決） 

日程第 ９ 議案第３７号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１０ 議案第３８号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１１ 議案第３９号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１２ 議案第４０号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１３ 議案第４１号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１４ 議案第４２号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１５ 議案第４３号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１６ 議案第４４号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１７ 議案第４５号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１８ 議案第４６号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１９ 議案第４７号新庄市農業委員会委員の任命について 
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日程第２０ 議案第４８号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２１ 議案第４９号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２２ 議案第５０号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２３ 議案第５１号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２４ 議案第５２号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２５ 議案第５３号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２６ 議案第５４号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２７ 議案第５５号新庄市農業委員会委員の任命について 

 

   （一括上程、提案説明、採決） 

日程第２８ 議案第５６号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２９ 議案第５７号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第３０ 議案第５８号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

   （上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第３１ 議案第５９号財産の取得について 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第３２ 議案第６０号新庄市消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第６１号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第３４ 議案第６２号新庄市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

日程第３５ 議案及び請願の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第３６ 議案第３３号令和５年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

日程第３７ 議案第３４号令和５年度新庄市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

佐藤卓也議長 改めまして、皆さん、おはようご

ざいます。 

  ただいまの出席議員は17名です。欠席通告者

は伊藤健一さんの１名です。 

  これより令和５年６月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

ときには上着を脱いでも構いません。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より議長において、亀井博人さん、髙橋富美子

さんの両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

佐藤卓也議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長八鍬長一さん。 

   （八鍬長一議会運営委員長登壇） 

八鍬長一議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員長の八鍬でございます。向こう

２年間、議員の皆様方の御協力よろしくお願い

申し上げます。 

  議会運営委員会における協議の経過と結果に

ついて、私より報告申し上げます。 

  去る６月１日午前10時から議員協議会室にお

いて議会運営委員６名出席の下、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求め、議会運営委員会を開催し、本日招集され

ました令和５年６月定例会の運営について協議

いたしました。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付しております

令和５年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月20日までの12日間に決定いたしました。 

  また、会期中の日程につきましても、日程表

のとおり決定いたしましたので、よろしくお願

い申し上げます。 

  このたび提出されます案件は、報告４件、補

正予算２件、議案28件、請願３件の計37件でご

ざいます。 

  案件の取扱いにつきましては、本日、報告４

件の後、議案第33号から議案第34号までの補正

予算２件につきましては、本日は提案説明のみ

にとどめ、委員会への付託を省略して、６月20

日、最終日の本会議において審議をお願いいた

します。 

  議案第35号から議案第58号までの議案24件に

つきましては、人事案件でありますので、議案

説明の後、委員会への付託を省略して直ちに審

議をお願いいたします。 

  次に、議案第59号の議案１件につきましては、

提案説明の後、委員会への付託を省略して直ち

に審議をお願いいたします。 

  議案第60号から議案第62号までの議案３件に

つきましては、本日の本会議に上程し、議案説

明の後に総括質疑を行い、所管の常任委員会に

付託して審査していただきます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期
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定例会の一般質問通告者は11名であります。し

たがいまして、１日目６名、２日目５名に行っ

ていただきます。なお、質問時間は、質問、答

弁を含めて１人50分以内といたします。質問者

並びに答弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。

よろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月

20日までの12日間にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月９日から６月20日までの12日間と決

しました。 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表  

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ６月９日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。報告（４件）の説明。人事案

件（２件）の上程、提案説明、採

決。人事案件（19件）の一括上程、

提案説明、採決。人事案件（３件）

の一括上程、提案説明、採決。議案

（１件）の上程、提案説明、質疑、

討論、採決。議案（３件）の一括上

程、提案説明、総括質疑。議案及び

請願の常任委員会付託。補正予算

（２件）の一括上程、提案説明。 

第２日 ６月10日 土 
休      会  

第３日 ６月11日 日 

第４日 ６月12日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

渡部正七、辺見孝太、小嶋冨弥、 

山科春美、鈴木啓太、 

坂本健太郎の各議員 

第５日 ６月13日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

田中功、亀井博人、髙橋富美子、

伊藤健一、佐藤悦子の各議員 

第６日 ６月14日 水 常任委員会 

総 務 文 教

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託請願の審査 



- 20 - 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第７日 ６月15日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第８日 ６月16日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 ６月17日 土 
休      会  

第10日 ６月18日 日 

第11日 ６月19日 月 休      会 本会議準備のため 

第12日 ６月20日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

各常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（２件）の質疑、討

論、採決。 

 

 

日程第３報告第５号一般財団法人

新庄市スポーツ協会の経営状況の

報告について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第３報告第５号一般財団法人

新庄市スポーツ協会の経営状況の報告について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ６月定例会、御応招、誠にありがとうござい

ます。 

  それでは、報告第５号一般財団法人新庄市ス

ポーツ協会の経営状況の報告について御説明申

し上げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定により、同協会の令和５年度

事業計画及び予算について、議会に報告するも

のであります。 

  なお、令和４年７月１日に、同協会は県及び

近隣スポーツ団体との整合性を図るとともに、

より身近で親しまれる団体となるため、「一般

財団法人新庄市体育協会」から「一般財団法人

新庄市スポーツ協会」へと名称を変更しており

ます。 

  このたび御報告いたします令和５年度事業計

画及び予算につきましては、同協会の令和４年

度第４回理事会におきまして議決されたもので

あります。 

  令和５年度の事業計画といたしましては、別

冊の令和５年度事業計画書・予算書の１ページ

目にありますとおり、スポーツを通して市民の

健康づくりを推進するため、スポーツ振興事業

を一層充実させるとともに、施設利用者の安全

確保と市民ニーズに対応した施設管理運営事業

を行うこととしております。 

  これらの事業に必要な費用として、総額１億

7,875万6,000円の予算を計上しております。 

  事業計画、予算等の詳細につきましては、別

冊の事業計画書・予算書を御覧ください。 

  以上、一般財団法人新庄市スポーツ協会の経

営状況の報告とさせていただきます。 

佐藤卓也議長 ただいまの報告は、地方自治法第

243条の３第２項の規定による報告であります

ので御了承願います。 
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日程第４報告第６号令和４年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第４報告第６号令和４年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第６号令和４年度

新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて御説明申し上げます。 

  去る３月定例会におきまして、令和４年度予

算の一部を今年度に繰り越して使用することが

できる経費の限度額を御決定いただきましたが、

これらの事業に関し繰越額が確定いたしました

ので、繰越明許費繰越計算書により御報告する

ものであります。 

  令和４年度一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついてでありますが、３款民生費の公立保育所

施設整備事業や８款土木費の道路長寿命化事業

など計10事業であります。 

  いずれも関係機関との協議に時間を要したこ

とや、施工に当たり不測の日数を要したことな

どにより繰越しとするものであり、繰越総額は

２億2,544万5,594円であります。 

  財源につきましては、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費補助金、社会資本整

備総合交付金、道路メンテナンス事業補助金な

どの国・県支出金、保育所建設事業債、流雪溝

整備事業債などの地方債のほか、農地等災害復

旧事業分担金を充当するとともに、一般財源と

して前年度繰越金を充当するものであります。 

  以上につきまして、地方自治法施行令第146

条第２項の規定により御報告いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまの報告は、地方自治法施

行令第146条第２項の規定による報告でありま

すので御了承願います。 

 

 

日程第５報告第７号令和４年度新

庄市水道事業会計予算繰越計算書

の報告について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第５報告第７号令和４年度新

庄市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第７号令和４年度

新庄市水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市水道事業会計において建設改

良費の一部を今年度に繰り越す必要があるため、

公営企業法第26条第３項の規定に基づき、議会

に繰越計算書を報告するものであります。 

  令和４年度新庄市水道事業会計予算繰越計算

書でありますが、繰越しをいたしますのは１款

資本的支出１項建設改良費の指野浄水場受変電

設備改修工事の１事業であります。 

  本事業につきましては、機器製作に時間を要

したことにより、令和４年度内での完成が困難

となったため繰り越すものであります。 

  繰越総額は6,198万5,000円で、財源につきま

しては当年度損益勘定留保資金を充当するもの

であります。 

  以上、御報告といたしますので、よろしくお

願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまの報告は、地方公営企業

法第26条第３項の規定による報告でありますの

で御了承願います。 
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日程第６報告第８号令和４年度新

庄市下水道事業会計予算繰越計算

書の報告について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第６報告第８号令和４年度新

庄市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第８号令和４年度

新庄市下水道事業会計予算繰越計算書の報告に

ついて御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市下水道事業会計において建設

改良費の一部を今年度に繰り越す必要があるた

め、公営企業法第26条第３項の規定に基づき、

議会に繰越計算書を報告するものであります。 

  報告第８号令和４年度新庄市下水道事業会計

予算繰越計算書についてでありますが、繰越し

をいたしますのは、１款資本的支出１項建設改

良費のうち管渠建設改良（汚水補助）の荒小屋

地区汚水管渠布設工事並びに管渠建設改良（雨

水補助）及び管渠建設改良（雨水単独）の升形

川２号雨水幹線雨水排水路整備工事の２事業で

あります。 

  荒小屋地区汚水管渠布設工事につきましては

入札不調となったことにより、また升形川２号

雨水幹線雨水排水路整備工事（第２工区）につ

きましては排水構造物の製品作製に日数を要し

たことにより、令和４年度内での完成が困難と

なったため、繰越しとするものであります。 

  繰越総額は6,897万4,000円で、財源につきま

しては社会資本整備総合交付金、下水道事業債

及び当年度損益勘定留保資金を充当するもので

あります。 

  以上、御報告いたしますので、よろしくお願

い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまの報告は、地方公営企業

法第26条第３項の規定による報告でありますの

で御了承願います。 

 

 

日程第７議案第３５号新庄市教育

委員会委員の任命について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第７議案第35号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第35号新庄市教育

委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員４名のうち１

名の方が令和５年９月30日をもって任期満了と

なることから、新たに任命するに当たり、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を得る必要があ

るため、御提案申し上げるものであります。 

  任命しようとする方は奥山京子氏で、任期は

令和５年10月１日から令和９年９月30日までの

４年間であります。 

  参考として経歴を添付しておりますが、本市

の教育行政を推進していただく上で誠にふさわ

しい方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

35号は、会議規則第37条第３の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、
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本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１８分 休憩 

     午前１０時１９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第８議案第３６号新庄市監査

委員の選任について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第８議案第36号新庄市監査委

員の選任についてを議題といたします。 

  ここで、地方自治法第117条の規定により、

小野周一さんの退席を求めます。 

   （１７番小野周一議員退席） 

佐藤卓也議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第36号新庄市監査

委員の選任について御説明申し上げます。 

  本案は、議員のうちから選任する監査委員を

新たに選任するため、御提案申し上げるもので

あります。 

  去る４月10日、監査委員に選任する議員につ

きまして、議長に推薦をお願い申し上げました

ところ、小野周一議員の御推薦をいただきまし

た。この推薦に基づきまして、小野議員を監査

委員に選任いたしたく、地方自治法第196条第

１項の規定により、議会の同意をお願い申し上

げるものであります。 

  小野議員は、平成15年に市議会議員に初当選

され、現在６期目であり、これまで市議会議長

をはじめとする数々の要職に就かれるなど大変

経験豊富な方であります。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

36号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２２分 休憩 
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     午前１０時２３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま監査委員に選任されました小野周一

さんに御挨拶をお願いいたします。 

   （１７番小野周一議員登壇） 

１７番（小野周一議員） ただいま議会選出の監

査委員に選任されました小野周一でございます。 

  監査委員として、監査基準にのっとり、最後

まで職務に邁進したいと思いますので、どうか

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

 

議案１９件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第９議案第37号新庄市農業委

員会委員の任命についてから日程第27議案第55

号新庄市農業委員会委員の任命についてまでの

議案19件を会議規則第35条の規定により一括議

題としたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号新庄市農業委員会委員の任命につい

てから議案第55号新庄市農業委員会委員の任命

についてまでの議案19件を一括議題とすること

に決しました。 

  ここで、農業委員会会長浅沼玲子さんの退席

を求めます。 

  暫時休憩いたします。 

   （浅沼玲子農業委員会会長退席） 

 

     午前１０時２５分 休憩 

     午前１０時２６分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第37号から議案第

55号までの新庄市農業委員会委員の任命につい

て御説明申し上げます。 

  本案は、令和５年７月19日をもって新庄市農

業委員会委員の任期が満了するため、農業委員

会等に関する法律第８条第１項の規定により、

新たな農業委員の任命について御提案申し上げ

るものであります。 

  新たに任命をしようとする方は下山秀一氏外

18名であります。 

  任期は、法第10条の規定により３年となり、

令和８年７月19日までであります。 

  参考といたしまして各人の経歴を添付してお

りますが、本市の農業を推進していただく上で

誠にふさわしい方々であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

37号から議案第55号までの各議案については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会へ

の付託を省略したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号から議案第55号は直ちに採決するこ

とに決しました。 

  初めに、議案第37号新庄市農業委員会委員の

任命については、これに同意することに御異議

ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号はこれに同意することに決しました。 

  議案第38号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号はこれに同意することに決しました。 

  議案第39号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号はこれに同意することに決しました。 

  議案第40号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号はこれに同意することに決しました。 

  議案第41号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号はこれに同意することに決しました。 

  議案第42号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号はこれに同意することに決しました。 

  議案第43号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号はこれに同意することに決しました。 

  議案第44号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号はこれに同意することに決しました。 

  議案第45号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号はこれに同意することに決しました。 

  議案第46号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号はこれに同意することに決しました。 

  議案第47号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号はこれに同意することに決しました。 

  議案第48号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号はこれに同意することに決しました。 

  議案第49号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号はこれに同意することに決しました。 

  議案第50号新庄市農業委員会委員の任命につ
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いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号はこれに同意することに決しました。 

  議案第51号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号はこれに同意することに決しました。 

  議案第52号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号はこれに同意することに決しました。 

  議案第53号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号はこれに同意することに決しました。 

  議案第54号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号はこれに同意することに決しました。 

  議案第55号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３４分 休憩 

     午前１０時３５分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第28議案第56号新庄市固定資

産評価審査委員会委員の選任についてから日程

第30議案第58号新庄市固定資産評価審査委員会

委員の選任についてまでの議案３件を会議規則

第35条の規定により一括議題としたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号新庄市固定資産評価審査委員会委員

の選任についてから議案第58号新庄市固定資産

評価審査委員会委員の選任についてまでの議案

３件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第56号から議案第

58号までの新庄市固定資産評価審査委員会委員

の選任について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市固定資産評価審査委員会委員

の３名の方の任期が本年６月23日をもって満了

となることに伴い、地方税法第423条第３項の

規定により、市税の納税義務者または固定資産

の評価について、学識経験を有する者のうちか

ら委員を選任することにつきまして、議会の同

意を得る必要があることから御提案申し上げる

ものであります。 

  選任をしようとする方は、新たに選任する方

として岡野市朗氏、また引き続き選任する方と

して矢口雅彦氏及び佐藤正弓氏であり、任期は

令和８年６月23日までの３年間であります。 
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  参考といたしまして３名の方々の経歴を添付

しておりますが、知識、経験とも豊富であり、

本委員会を適正に運営していく上で適任の方々

であると考えております。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

56号から議案第58号までの各議案については、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号から議案第58号は直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号はこれに同意することに決しました。 

  議案第57号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号はこれに同意することに決しました。 

  議案第58号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第３１議案第５９号財産の取

得について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第31議案第59号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第59号財産の取得について御

説明申し上げます。 

  本案は、消防ポンプ積載車を取得するに当た

り、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により提案

するものであります。 

  取得する財産は、軽四輪駆動小型動力ポンプ

積載車４台であり、積載車の更新計画に基づき

取得するものであります。 

  契約方法は指名競争入札による物品購入契約

とし、本市に本店または営業所を有する業者及

びこれまで本市で納入実績のある業者を含む７

者を指名し入札を行った結果、新庄市五日町

1279番地の５、近藤防災株式会社から2,554万

8,089円で取得するものであります。 

  御審議いただき、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

59号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま
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した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号財産の取得については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第32議案第60号新庄市消防団

条例の一部を改正する条例についてから日程第

34議案第62号新庄市農業集落排水処理施設の管

理に関する条例の一部を改正する条例について

までの議案３件を会議規則第35条の規定により

一括議題にしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号新庄市消防団条例の一部を改正する

条例についてから議案第62号新庄市農業集落排

水処理施設の管理に関する条例の一部を改正す

る条例についてまでの議案３件を一括議題とす

ることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第60号新庄市消防

団条例の一部を改正する条例について御説明申

し上げます。 

  消防団員の報酬につきましては、消防団を中

核とした地域防災力の充実強化に関する法律の

規定により「国及び地方公共団体は、消防団員

の処遇改善を図るため、出動、訓練その他活動

実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給が

なされるよう必要な措置を講じるものとする」

とされております。 

  これを受けて、本市においても、消防団員の

報酬などにつきまして、県内各市の状況を勘案

しながら市消防団と検討を重ねてまいりました。 

  本案は、これまでの検討の結果を踏まえ、本

市の消防団員の報酬の引上げを行うため、必要

な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、年額報酬につ

きまして、団員にあっては１万7,000円を３万

万6,500円に引き上げるとともに、班長にあっ

ては２万3,000円を３万8,000円に、部長にあっ

ては３万3,000円を４万2,000円に、分団長にあ

っては５万円を６万7,000円に、副団長にあっ

ては８万1,400円を９万6,000円に、団長にあっ

ては11万4,000円を13万円にそれぞれ引き上げ

るものであります。 

  これにより、本市の消防団員の報酬は、県内

13市において、団員及び班長につきましては最

上位、その他の階級につきましても上位の水準

に位置することとなります。 

  あわせて、災害等の現場に出動した場合の出

動報酬及び訓練等に従事した場合の訓練等報酬

につきましても、国の基準等を勘案し、支給の

単位及び金額について必要な改正を行うもので

あります。 

  施行日は公布の日とし、改正後の条例規定は
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令和５年４月１日から適用することといたしま

す。 

  次に、議案第61号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本案は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少した世帯に属する第１号被保険

者の保険料の減免を行う場合におきまして、減

免申請書の提出期限の特例の対象となる保険料

の範囲を拡大するため、必要な改正を行うもの

であります。 

  改正の内容といたしましては、減免申請書の

提出期限の特例の対象とする保険料として、第

１号被保険者に係る令和４年度分の保険料のう

ち、令和５年４月１日から令和６年３月31日ま

でに納期限が定められた保険料を追加するもの

であります。 

  施行日は公布の日とし、令和５年４月１日か

ら適用することといたします。 

  次に、議案第62号新庄市農業集落排水処理施

設の管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて御説明申し上げます。 

  本案は、農業集落排水処理施設の使用料につ

きまして、現行の使用人数に応じた使用料体系

から公共下水道と同様の使用水量に応じた従量

制の使用料体系とするため、必要な改正を行う

ものであります。 

  使用水量に応じた料金体系につきましては、

県内で農業集落排水事業を実施する10市のうち

７市において採用されております。 

  本市におきましても、公共下水道の使用者と

の負担の公平性の確保及び人口減少社会におけ

る事業経営の影響を考慮し、使用水量に応じた

使用料体系に移行することにつきまして、令和

３年度に新庄市下水道事業運営審議会に諮問し、

使用料体系の見直しを「適当」とする答申をい

ただいたところであります。 

  使用水量に応じた使用料体系には令和５年10

月１日から移行することとし、使用者の負担の

軽減を図るため、令和５年11月分から令和８年

10月分までとして徴収する使用料につきまして、

特例措置を設けるとともに所要の経過措置を設

けることといたします。 

  本市の下水道事業につきましては、令和２年

度に地方公営企業に移行し、上下水道事業に共

通する業務の連携を強化するため、水道部門と

下水道部門の統合を行うとともに、農業集落排

水処理施設の使用料につきまして賦課徴収を水

道部門と統合するなど、事務の効率化及び経費

の削減を図ってまいりましたが、引き続き経営

の安定化に努めてまいりたいと考えております。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案３

件について、総括質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第62号新庄市農業

集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を

改正する条例についてお伺いします。 

  使用料を公共下水道の使用料と同じにすると

いうことでした。受けるほうというか、実際の

市民の状態はどうなのかということで、具体的

にお聞きしたいと思います。 

  まず、６人世帯の場合で45立方メートル使っ

ている世帯は、現在は幾らで、これが上がった

場合、公共下水道になった場合、どのぐらいに

なるのかということでお聞きしたいと思います。 

佐藤卓也議長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

矢作宏幸上下水道課長 議長、矢作宏幸。 

佐藤卓也議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 
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矢作宏幸上下水道課長 ただいまの議員の質問で

すが、大変申し訳ございません、手元に具体的

な数値を持ち合わせていないところでありまし

て、はっきりした数値を言えないところである

んですが、大きな考え方として、これまでは定

額制ということで、１人当たりに対して300円

という使用料の体系となっています。 

  それに対して、公共下水道につきましては、

使った使用分を頂く、使用水量に応じた従量制

の料金体系という形になります。 

  基本使用料としましては1,650円となります。

その1,650円の内訳としましては、10立方メー

トル分を含んだ形の基本使用料となっています。

11立方メートルから超えたものに関しては、30

立方メートルまでに対しては180円、30立方メ

ートルを超えたものについては190円という形

で、使った分に応じた料金という形になります。 

  そういった形で、質問に対してはっきりお答

えできないところがありますが、あくまでも使

用人数に対してのこれまでの使用料体系から、

使った分に応じた、公共下水道と同じ従量制と

いう形で考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 公共下水道と同じに、

公平にというお考えでやるということになりま

すが、農業集落排水処理施設に関わる方々は農

家の方が多く、田んぼなどを守っている方々が

多いわけです。そういう方々に対しても、排水

処理をきれいにして、田んぼに行くかもしれな

い水などもきれいにして、環境もよくしてと考

えてこれをやってきて、特別な使用料体系で今

まで守ってきたんだと感じております。 

  ６人世帯で45立方メートルを使う場合どうな

るかというのを私なりに計算してみました。

1,800円プラス６人掛ける300円をやりますと

3,600円かなと思います。これが一月当たりの

下水道料金です。これが今度公共下水道と同じ

になりますと、10立方メートルを超えた部分は

180円掛ける20で3,600円、30立方メートルを超

えた部分、45まで、190円掛ける15ということ

で2,850円、基本料金の1,650円を足しますと

8,100円になるようなんです。 

  そうしますと、今までは3,600円という下水

道料金というか、排水料だったんですが、今度

8,100円になるということで、この世帯は4,500

円も上がることになります。 

  現在、上下水道料金だけでなく、電気料金は

大幅に上がり、またガス代も上がり、様々農家

をやる上での費用も上がりで、市民の皆さんは

悲鳴を上げている状態なんです。ここにさらに

追い打ちをかける、このような5,000円近くも

の毎月の出費が、下水道料金が上がるというこ

とは市民にとって非常に苦しいもので、説明会

などもやったと思うんですけれども、そこで市

民の皆さん、関係者の皆さんはどのように受け

止められていたのか、声をお聞かせいただけれ

ばと思います。 

矢作宏幸上下水道課長 議長、矢作宏幸。 

佐藤卓也議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 初めに、農業集落排水に

つきましてのこれまでの使用料体系、人数に応

じた定額制をさせていただいたところですが、

一番古いところで５地区あるうち昭和地区が一

番初めとなっています。その際なんですが、水

道施設そのものが当時整っていないということ

がありまして、公共下水道と同じように使った

分を使用料として頂く従量制に対応することが

できなかったという背景があります。そのため、

使用人数に応じた定額制という形をこれまで取

ってきたところです。 

  そういった中で、近年、人口減少が進んでい

る中で、定額制での使用料体系でありますと人

口減少に応じて使用料収入も比例する形で減少
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する状況になってくるところです。 

  そういった中で、令和３年度から上下水道事

業運営審議会の委員の皆様へ御説明をさせてい

ただいて、「適当」という形で答申をいただい

たところでもあるんですが、これまで地元説明

会なども重ねてきた中で分かったこととしまし

ては、使用料体系を変えることによって６割の

方が負担が増える、増額となる形となります。

４割の方がこれまでの定額制より使用料が下が

るという結果も出ているところです。 

  そういった中で、このたびの条例の改正とし

ましては、特例措置という形を取らせていただ

きまして、３年間の中で段階的に使用料を改正

させていただいて、緩やかに公共下水道と同じ

使用料へ持っていきたいという考えもございま

して、そのような附則を設けているところでご

ざいますので、御理解いただければと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 農家の方々のうちが多

いということで、世帯の人数も多かったりする

方が少なくないわけです。そういう方の中で使

用料がこのように5,000円も上がるというのは、

生活する上で非常に苦しいというか、そういう

市民の声を反映せねばならないんじゃないかな

と私は思うんです。電気料も上がるわけですし、

こういう苦しいときに上げるという、これほど

月5,000円も上がる状況が見えるというのは、

とても市民はつらいだろうと思うんです。 

  そういう意味で、私は、この値上げは中止し

て、経済がよくなる、あるいは農業経営などが

よくなっている、そういう状況になっているの

であればいいんですけれども、残念ながら、皆

さん御存じのように、農業経営は厳しくて、米

作りも赤字という方が少なくないわけです。そ

ういう中でこのように生活基盤が上がるという

のは、とても苦しいというか、大変だろうなと

思うので、私は、これは値上げは賛成できない

と思います。 

矢作宏幸上下水道課長 議長、矢作宏幸。 

佐藤卓也議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 先ほどの答弁と同じよう

な形になってしまうところもありますが、これ

まで地元説明会を重ねてきた中で、特に議員お

っしゃるとおり5,000円上がる方、それ以上の

方も若干いるところです。その方々に対しまし

ては個別に説明をさせていただきまして、御理

解をいただいてきたという経過もあります。 

  また、上下水道事業運営審議会の委員の方々

から、そういった部分、現在の物価高騰の折、

当然ながら丁寧な説明をしなければ理解を得る

ことは難しいでしょうという意見もいただいて

いるところです。そういったところも踏まえて

令和３年度から丁寧な説明に努めてきたところ

でもあります。 

  そういった中で、特例措置という形で、３年

間ですが、段階的に従量制使用料については緩

和措置なども設けているところでもありますの

で、御理解いただければと思います。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

 

 

日程第３５議案及び請願の各常任

委員会付託 

 

 

佐藤卓也議長 日程第35議案及び請願の各常任委

員会付託を行います。 

  議案及び請願の委員会付託につきましては、

お手元に配付してあります付託案件表により所

管の委員会に付託いたしますので、よろしくお

願いいたします。 
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令 和 ５ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表  

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

○請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、大増税反対について

の請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（３件） 

請願（２件） 

○議案第６０号新庄市消防団条例の一部を改正する条例について 

○議案第６１号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議案第６２号新庄市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の

一部を改正する条例について 

○請願第２号食料・農業・農村基本法の見直しに関する請願につい

て 

○請願第３号食料・農業・農村基本法の見直しに関する請願につい

て 

 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０２分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第36議案第33号令和５年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）から日程第37

議案第34号令和５年度新庄市下水道事業会計補

正予算（第１号）までの補正予算２件を会議規

則第35条の規定により一括議題としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号令和５年度新庄市一般会計補正予算

（第１号）から議案第34号令和５年度新庄市下

水道事業会計補正予算（第１号）までの補正予

算２件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第33号令和５年度

新庄市一般会計補正予算及び議案第34号令和５

年度新庄市下水道事業会計補正予算について御

説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第33号令和５年度

一般会計補正予算でありますが、歳入歳出それ

ぞれ４億8,567万円を追加し、補正後の予算総

額を195億6,467万円とするものであります。 

  ５ページの第２表におきましては、国庫補助

金の内示等に伴い、地方債の金額を変更するも

のであります。 

  ８ページからの歳入についてでありますが、

15款国庫支出金では、新型コロナウイルスワク

チン接種に係る負担金や補助金を増額するとと

もに、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援

給付金支給事業などといった物価高騰対策事業

の財源として地方創生臨時交付金を増額補正し

たほか、子育て世帯生活支援特別給付金事業に

係る新型コロナウイルス感染症セーフティネッ

ト強化交付金を新たに計上しております。 

  さらに、16款県支出金におきましては、地域

消費喚起推進事業費補助金を新たに計上してお
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ります。 

  11ページからの歳出では、３款民生費に住民

税非課税世帯を対象とした電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金支給事業、子育て世

帯を対象とした子育て世帯生活支援特別給付金

を給付するための費用をそれぞれ計上したほか、

障がい・福祉サービス事業所及び介護サービス

事業所を対象とした物価高騰などに対する支援

として給付金を支給するために必要な費用を新

たに計上しております。 

  また、13ページ、４款衛生費では、春と秋の

新型コロナウイルスワクチン接種に必要な費用

を補正しております。 

  14ページ、６款農林水産業費では、畜産農家

を対象とした物価高騰対策として畜産経営継続

支援給付金を支給するための費用を新たに計上

したほか、県営土地改良事業費において令和４

年度の国の補正によって前倒しした分を減額補

正しております。 

  15ページ、７款商工費には、物価高騰対策と

して、市民生活の支援及び地域経済の活性化の

ため、市独自の物価高騰対策生活応援商品券支

給事業に必要な費用を新たに計上しております。 

  16ページ、９款消防費には、消防団員報酬の

増額に必要な費用を増額補正しております。 

  物価高騰に対する支援も含め、本市の今年度

の事業が効果的に展開できるよう国・県の動き

に呼応するなど適切な対応を要する補正内容と

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

  議案第34号下水道事業会計補正予算につきま

しても、今年度の事業の執行に必要な予算の補

正を行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

に説明させますので、御審議いただき、御決定

くださいますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 財政課長小関 孝さん。 

   （小関 孝財政課長登壇） 

小関 孝財政課長 それでは、私から、議案第33

号一般会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ４億

8,567万円を追加し、補正後の総額は195億

6,467万円となります。 

  各款、各項の補正予算並びに補正後の額につ

きましては、２ページ、３ページの第１表歳入

歳出予算補正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページ、第２表地方債補正でござい

ます。 

  令和４年度の豪雨災害により被災した升形地

区の災害復旧工事に対する市債として20万円を

追加しております。また、国の補正によりまし

て、令和４年度に前倒しで行った事業の減額や

国庫補助金の内示額に合わせての減額など、県

営土地改良事業負担、その他の地方債の変更を

行ってございます。 

  続きまして、８ページからの歳入について御

説明いたします。 

  初めに、15款国庫支出金でございます。 

  １項２目新型コロナウイルスワクチン接種対

策費負担金につきましては、国から示された春

と秋のワクチン接種に係る費用の増額補正に合

わせまして負担金の額を増額するものでござい

ます。これにつきましては、９ページの２項３

目新型コロナワクチン接種対策確保事業費補助

金も同様の理由となるものでございます。 

  ８ページに移りまして、２項１目総務費国庫

補助金の地方創生臨時交付金につきましては、

歳出で説明いたします電力・ガス・食料品等価

格高騰重点支援給付金支給事業をはじめとした

各種物価高騰対策事業の財源に充てることとし

ております。 

  続いて、２項２目民生費国庫補助金につきま

しては、子育て世帯生活支援特別給付金事業費

に係る新型コロナウイルス感染症セーフティネ
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ット強化交付金を増額補正しております。 

  ９ページ、２項６目土木費国庫補助金の社会

資本総合整備交付金は、国の内示に合わせて増

額補正しております。 

  16款県支出金２項４目農林水産業費県補助金

の各種補助金につきましては、県の内示に合わ

せて増額補正してございます。 

  ２項５目商工費県補助金の地域消費喚起推進

事業費補助金につきましては、歳出で御説明申

し上げます原油価格・物価高騰対策事業費に充

てることとして新たに計上してございます。 

  10ページに移りまして、20款繰越金につきま

しては、このたびの補正予算に充てる一般財源

といたしまして、前年度繰越金4,411万円を増

額補正してございます。 

  続きまして、11ページからの歳出について御

説明申し上げます。 

  初めに、３款１項１目社会福祉総務費につき

ましては、住民税非課税世帯などに給付する電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金１

億800万円を新たに計上してございます。 

  次に、３款１項３目障害者福祉費及び12ペー

ジの３款１項３目老人福祉費につきましては、

物価高騰に対する支援としまして、各サービス

提供事業所などに給付金を支給するための費用

を新たに計上してございます。 

  12ページ、３款２項２目児童母子措置費につ

きましては、児童扶養手当受給者などに給付し

ます子育て世帯生活支援特別給付金、独り親世

帯分でございますが、3,000万円を新たに計上

してございます。 

  また、３款２項５目子育て世帯生活支援特別

給付金給付事業費につきましては、児童手当ま

たは特別児童扶養手当を受給し、住民税が非課

税である世帯などに給付します子育て世帯生活

支援特別給付金、独り親世帯以外の分でござい

ます。2,750万円を新たに計上しております。 

  13ページ、４款１項１目保健衛生総務費、新

型コロナウイルスワクチン接種事業費9,248万

円でございますが、こちらは国から示された春

と秋の接種に必要な経費を増額補正するもので

ございます。 

  14ページ、６款１項４目畜産業費、畜産経営

継続支援給付金につきましては、畜産農家の物

価高騰に対する支援として給付金を支給するた

めの必要な予算を新たに計上しまして、６款１

項５目農地費の県営土地改良事業費は、地方債

の部分でも説明しましたけれども、国の補正に

よりまして、令和４年度に前倒しで行った事業

分を減額するものでございます。 

  15ページ、７款商工費でございます。 

  １項２目商工振興費におきましては、全市民

の方に3,000円の商品券を配布する事業としま

して、このたび１億1,698万5,000円を新たに計

上してございます。 

  なお、こちらにつきましては、国の地方創生

臨時交付金のほか、県の地域消費喚起推進事業

費補助金を活用して実施するものでございます。 

  続きまして、８款土木費２項２目道路維持費、

橋梁長寿命化事業費、２項３目道路新設改良費

の２つの事業、それから16ページの６項２目、

金沢地区ほか流雪溝用水導入事業費、こちらに

つきましては国庫補助金の内示額に合わせまし

て増額するものでございます。 

  また、16ページ、８款５項１目住宅管理費の

定住促進住宅改善事業費、こちらは国の補助金

の内示を受けまして、新たに計上するものでご

ざいます。 

  ９款消防費につきましては、消防団員報酬の

改定に必要な費用を補正するものでございます。 

  17ページ、10款２項から４項までの各学校保

健費は、学校給食物価高騰対策支援事業費補助

金をそれぞれ補正するものでございます。物価

高騰対策としまして、学校給食運営委員会に対

しまして補助金を交付し、保護者負担の軽減を

図ろうとするものでございます。 
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  最後になります。18ページ、10款４項１目学

校管理費の明倫学園学校づくり協議会負担金に

つきましては、令和４年度の学校林の売却益の

一部を施設整備に活用するものでございます。 

  以上で一般会計補正予算の御説明を終わりま

す。御審議いただき、御可決賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

   （矢作宏幸上下水道課長登壇） 

矢作宏幸上下水道課長 私からは、議案第34号令

和５年度新庄市下水道事業会計補正予算（第１

号）につきまして、別冊の令和５年度新庄市下

水道事業補正予算書により御説明申し上げます。 

  １ページを御覧ください。 

  第２条収益的支出の補正、農業集落排水事業

の第１款下水道事業費用につきましては、既決

予定額8,713万8,000円に補正予定額250万8,000

円を増額し、計8,964万6,000円といたします。 

  これは、農業集落排水処理施設使用料体系の

改正に伴います料金システム改修業務委託料の

増額であります。 

  なお、２ページには補正予算の実施計画を記

載しております。 

  以上、議案第34号令和５年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明申し

上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました補正予

算２件につきましては、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号から議案第34号までの補正予算２件

については、委員会への付託を省略し、６月20

日火曜日、定例会最終日の本会議において審議

をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ６月12日月曜日午前10時より本会議を開きま

すので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

     午前１１時２８分 散会 

 



- 37 - 

令和５年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和５年６月１２日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １４番   山  科  正  仁  議員    １５番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   小  野  周  一  議員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １３番   伊  藤  健  一  議員 

 

 欠 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

市 民 課 長 伊 藤 リ カ  環 境 課 長 岸     聡 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 
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事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

総 務 主 査 笹 原 佳 子  主 任 小 松 真 子 

主 事 秋 葉 佑 太    

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和５年６月１２日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 渡 部 正 七  議員 

２番 辺 見 孝 太  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 山 科 春 美  議員 

５番 鈴 木 啓 太  議員 

６番 坂 本 健太郎  議員 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和５年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 渡 部 正 七 

１．「休日の部活動の地域移行」について 

２．市民スキー場ゲレンデＡコース斜面崩壊箇所の復旧に

ついて 

３．市道の機能維持・整備について 

市 長 

教 育 長 

２ 辺 見 孝 太 
１．新庄まつりについて 

２．新庄開府400年記念事業について 

市 長 

教 育 長 

３ 小 嶋 冨 弥 

１．学校教育について 

２．奥羽本線太田踏切について 

３．健康・福祉都市宣言の新庄市として 

市 長 

教 育 長 

４ 山 科 春 美 

１．結婚支援について 

２．空き家対策について（管理不全空き家の対応につい

て） 

３．選挙について 

市 長 

選 挙 管 理

委 員 会 

委 員 長 

５ 鈴 木 啓 太 
１．本市の子育て支援について 

２．２つの道の駅事業について 

市 長 

教 育 長 

６ 坂 本 健太郎 

１．新庄インターチェンジ付近の「道の駅」について 

２．地域を担う人づくりについて、学校教育における取り

組みについて 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  欠席通告者は伊藤健一さんの１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めてまいります。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

ときは上着を脱いでも構いません。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は11名です。質問の

順序は、配付しております一般質問通告表のと

おり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内としております。 

  本日の質問者は６名です。 

 

 

渡部正七議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは、初めに渡部正七さん。 

   （１０番渡部正七議員登壇） 

１０番（渡部正七議員） おはようございます。 

  ６月定例会最初に一般質問いたします、新

政・結の会、議席番号10番の渡辺正七です。 

  新人議員として、本日初めての質問となりま

すので、ただいま緊張しています。お聞き苦し

い点も多々あると思いますが、ひとつよろしく

お願いします。 

  さて、昨日の日曜日と土曜日、私の趣味の一

つであります盆栽の展示会、愛好会の皆さんと

一緒にゆめりあで行ったところでありますが、

新型コロナの感染症の位置づけが５類になった

ということで、久々に県内外の愛好家の方が非

常に集まっていただきました。そこで、いろい

ろお話ししたんですが、「新庄近くなったや。

車で来たらばあっという間よ。何か今日おいし

いもの、帰りゆっくり余裕できたから、食べて

いくかな」とか、「どっか観光するとこないん

かなあ」、そんな話で久々に話が盛り上がった

ところでありました。やはり、東北中央自動車

道が福島のジャンクションから新庄までつなが

ったということは、非常に時間的にも余裕がで

きましたし、これまでと違って、またこの地域

に期待されるストック効果とか、地域の活性化

に改めてつなげていかなければならないと、そ

ういうふうに昨日は感じたところでありました。 

  今日は、後ろの傍聴席に、私の母校でありま

す萩野学園の生徒さんも見学に来ております。

先輩として恥じないように頑張って、後輩の元

気なパワーをもらいながら、発言通告に従いま

して質問したいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  初めに、休日の部活動の地域移行についての

お伺いをしたいと思います。 

  中学校の部活動の地域移行について、スポー

ツ庁と文化庁は、公立中学の休日の部活動を地

域団体等に移行する達成目標を2025年度末まで

という目標を設定していたわけでありますが、

やはりなかなか進まないということで、地域の

実情に応じて、可能な限り早期の実現を目指す

と、そういうふうな方向転換をしております。 

  部活動の地域移行は、中学教員の働き方改革

を進めるためや、少子化によって生徒数が大幅

に減りまして、これまでのような学校単位での

活動が困難になっているという側面もあります。
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これまで、当たり前のように学校での部活動を

してきたわけですが、なかなかこれからは大変

な時期、変革期を迎えようとしていますので、

これから学校での部活動を行うに当たって課題

となっていたものも少しずつ改善されると思い

ますが、やはり改革というものについては、当

然メリットとデメリットはあると思います。 

  そこで、学校外への移行ということで、これ

までとは異なる部活動に対して変化する事柄も

多くなると思いますので、これからその幾つか

の課題についてどのように捉え、考えておられ

るのかをお伺いしたいと思います。 

  まず、１番目に地域移行に関する進捗状況に

ついてですが、休日の部活動の地域移行の検討

委員会をつくって、いろいろと御協議なされて

いるようですが、現在の進捗状況、どのように

なっておられるかをお伺いしたいと思います。 

  ２番目は、保護者、児童生徒の周知度につい

てですが、これまで地域移行については、いろ

いろ説明会を実施したと聞いております。しか

しながら、まだまだよく理解されていない方も

多くいるようですので、今後の周知についてど

のようにお考えなされているのかをお伺いした

いと思います。 

  ３番目は、これが一番大変なことだと思うん

ですが、受皿となる組織の受入れ体制の整備に

ついてです。部活動で行われるスポーツに対応

できる環境は、非常に地域差が大きいと言われ

ます。地域のスポーツ団体は、部活動の移行先

となりますので、やはり協力や連携は非常に不

可欠なものだと思います。前例がない地域移行

をスムーズに行うためにも、既に地域移行に取

り組んでいる組織や、いろんな事例、情報を共

有するなど、受皿となる組織への支援の検討と

か予算の確保など、支援体制もしっかりとこれ

から整備する必要があると思います。 

  現在、受皿として考えている組織は、どのよ

うな団体を考えているのか、また受皿となる組

織への支援体制や進捗状況をお伺いしたいと思

います。 

  ４番目に、スポーツ指導員の質、量の確保の

方策についてですが、これまで学校内の教員の

指導によって行われてきた部活動とは、今度は

異なる場所とか指導者の下で実施されるように

なるわけです。やはり、本当にいろんな問題、

検討すべき問題が出てくると思います。また、

これまでは競技経験のない教員が穴埋めとして、

知識がないのにもかかわらず顧問に任命される

というようなケースもあったと思いますが、例

えば、これからはＪＳＰＯ、これ日本スポーツ

協会ですけれども、日本スポーツ協会ですと、

競技団体が主催する大会においては、やはりき

ちんとした公認スポーツ指導者の習得を義務づ

けて、その大会をする、そのような方向でやっ

ていますが、やはりこれからは、その競技に精

通した指導者がチームを担当するということで、

指導者の質という面では大いに解決はできると

思います。今後の指導者資格の習得や研修の実

施の促進、人材バンクや指導者の確保のための

支援や方策についてお伺いしたいと思います。 

  ５番目に、地域移行により、これまでとは違

って移行先への会費の納入とか指導料、また送

迎など、これまでかからなかった負担も増えて

しまうことが懸念されます。子供たちが、地域

移行しても安心して活動できますように、また

生徒とか指導者がけが等しても十分な補償を受

けられるようにする必要があると思いますが、

費用負担の補助や支援についてどのように考え

ているのかをお伺いします。 

  最後になりますが、地域クラブ等への完全移

行のスケジュールについて、どのように進めて

いくのか、またいつ頃をめどにしているのかを

お伺いします。 

  以上、休日の部活動の地域移行についての質

問となりますので、よろしくお願いします。 

  次に、市民スキー場ゲレンデＡコースの斜面
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崩壊箇所の復旧についてお伺いします。 

  皆さん御存じのように、新庄市民スキー場は、

平成12年12月に開設されて以来、ファミリーゲ

レンデとしてスキーヤーやスノーボーダーに親

しまれ、シーズン中は多くの家族連れでにぎわ

っております。令和４年度は、入場者数が約１

万1,000人、輸送人員、これはリフトに乗った

人数なんですが、約８万3,000人の利用があっ

たと聞いております。また、新庄市内の小学校

のスキー授業、鮭川や戸沢小学校のスキー授業

も行われまして、子供たちは本当にクラスの仲

間たちと雪国ならではの授業を楽しんでいるよ

うです。 

  このようなスキー場ですが、残念なことに、

平成30年８月５日のこの最上地区を襲った大雨、

豪雨によりまして、ゲレンデのＡコース斜面に

おいて、管理道路から約50メートルぐらいの部

分なんですが、斜面が崩壊しまして、道路は寸

断され、照明灯の電気ケーブル等がむき出しに

なるような大変危険な状態に被害があったとこ

ろであります。現在、管理道路は復旧されまし

て、大型土のうを積んで管理道路への土砂の流

出を塞いでいますが、依然Ａコースは崩れたま

ま放置されている状態であります。また、中間

停留所の上のリフトの鉄塔付近にも、横に亀裂

が見られまして、今大変危険な状態が続いてお

ります。 

  冬期間のスキー場の営業中は、保護ネットを

設置し、Ａコースを閉鎖していますが、滑走禁

止区間にも限らず、そこへ入っていく危険な行

為も見受けられますし、大変不安を感じている

ところであります。 

  ゲレンデのＡコース約300メートル、斜度21

度、中級のコースです。私も、これまでスキー

授業で、講師や指導者として子供たちと一緒に

スキー授業をしてきましたが、子供たちが１段

レベルアップして、喜びや楽しみを実感するた

めにも非常に有効なコースであると思います。

また、スキー連盟の皆さんからもいろいろ話が

あったと思いますが、スキー検定のコースとし

て使われた経過もありますので、ぜひこのコー

ス、大切にしていきたいなと思っています。 

  今、市民スキー場は、東北自動車道の開通な

どによりまして、非常に村山地方や、また庄内

方面からの来客が多くなっているそうです。ま

た、小中学校の無料化によって、本来収益が減

るはずなんですが、それまでの過去の収益バラ

ンスより今は上がっているというような施設で

もありますし、Ａコースの復旧、多くの市民、

利用者の方が早期の復旧を望んでいると思いま

すので、Ａコースの復旧についてどのように考

えているのかをお伺いしたいと思います。 

  最後の質問になります。市道の機能維持・整

備についてお伺いします。 

  第５次新庄市総合計画では、住みよさを形に

して、市民一人一人が心の豊かさを実感できる

まちづくりを目指そうとしています。道路の舗

装については、路面を介して歩行者、自転車、

自動車など、道路を利用する市民全ての人たち

が直接接しておりまして、快適かつ安全に移動

できる道路環境が整備されていることが望まし

いと思います。 

  私も、４月の市議会議員の選挙期間中、選挙

運動用の自動車で市内をくまなく回ったわけで

すが、非常に市道のひび割れやポットホールが

多く見られ、路面の損傷にタイヤの衝撃や振動

が与えられ、車両への損傷とか、またアスファ

ルト混合物の飛散による事故や被害を起こして

しまうんじゃないかなと、非常に不安を感じた

ところであります。また、歩行者もポットホー

ルによってバランスを崩して、足のけがや転倒

のリスクもありますし、転倒した場合、頭部の

損傷の可能性とか、高齢者の方の場合は、やは

り身体能力の低下を早めるようなことにもなる

と思います。 

  道路の維持・修繕については、舗装予算も
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年々増加しているようですし、パトロールによ

る舗装の損傷の確認状態とか、路線の重要性を

考慮し、補修の優先を決定しながら適正な整備

を実施してくださっているとは思いますが、市

民の方は、管理道路体制の現状について、不安

や不満を持っている方も非常に多いと思います。 

  道路管理に対する今後の取組、維持・修繕工

事の実施時期とか、箇所等の予定についても、

市民の方に分かりやすく情報を提供していくこ

とも大切なことだと思います。また、このこと

で、より適正な管理を推進する上での有効な手

法となりまして、より市民の皆様の理解を得る

ことが可能になると思います。新庄市舗装長寿

命化修繕計画による舗装の道路の現状の把握と

進捗状況、道路管理に対する取組についてお伺

いしたいと思います。 

  以上、休日の部活動の地域移行について、市

民スキー場のゲレンデＡコース崩壊箇所の復旧

について、市道の機能維持・整備について、３

つの一括質問となりますが、よろしくお願いし

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、６月議会、初めて最初

の一般質問をいただきました、渡辺正七市議の

御質問にお答えさせていただきます。 

  部活動の地域移行及び市民スキー場につきま

しては、教育長から答弁させますので、よろし

くお願い申し上げます。 

  それでは、市道の機能維持・整備に関する御

質問についてお答えさせていただきます。 

  現在、本市が管理する市道延長は309キロメ

ートル、うち260キロメートルが舗装道路とな

っております。市道の管理体制につきましては、

職員による全路線の定期的なパトロールを行い、

直営作業班によるシーズンごとの維持作業と不

良箇所の迅速な補修を実施しております。また、

老朽化の進む路線については、国の補助金や有

利な起債事業などを積極的に活用して更新工事

を実施しております。この工事等に係る実施時

期や予定箇所の情報提供につきましては、実施

する工事範囲や期間ごとに、当該地区の区長を

通じて関係者に説明を行っております。年次的

な工事予定につきましては、工事の難易度や補

助金等の状況によって大きく変化することもあ

るため、事業化が決まり次第、情報提供をして

まいります。 

  道路の現状把握と今後の道路管理の取組の御

質問でありますが、令和３年度に実施しました

全路線の路面性状調査により、舗装の劣化状況

とその要因について現状把握を行ったところで

あります。この調査結果を踏まえ、路線ごとの

重要度や緊急度を勘案した事業計画を策定し、

舗装の補修事業を行っております。現在、緊急

自然災害防止対策事業債を活用し、直近３年間

で、福田工業団地の重要物流道路や、県立新庄

病院脇の市道３号線、北本町南本町線などの30

路線、延長にして約20キロメートルの改修を実

施し、５億3,000万円ほどの予算を執行してお

ります。 

  市道の維持管理につきましては、市民が安全

安心に通行できるよう、危険箇所を日常的に点

検しながら、適正な管理に努めているところで

あります。今後も、学校周辺の主要な路線や住

宅地なども含め、市道の適切な維持管理を行い、

市民生活の安全確保に努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 おはようございます。 

  それでは、休日の部活動の地域移行について

の御質問にお答えします。 

  初めに、地域移行に関する進捗状況につきま

しては、令和４年に教員、児童生徒、保護者、

部活動に関係する競技・文化団体を対象とした
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地域移行に関するアンケートを実施いたしまし

た。その結果を受けて、昨年11月より、中学

校・義務教育学校の校長と保護者の代表者、地

区高等学校の代表、各競技・文化団体代表、市

スポーツ関係の代表などを委員として、休日の

部活動の地域移行検討委員会を３回開催してお

ります。その中で、本市の方向性として、休日

の部活動の地域移行を令和８年度に完全実施す

ることとし、令和５年度から７年度までの３年

間を移行期間として整備を進めていくこととい

たしました。 

  今年度も、受皿となる競技・文化団体の現状

や、スポーツ少年団、スポーツクラブ等を地域

クラブとして運営する上での課題などについて

検討委員会の場で協議を重ね、実施に向けて進

めてまいります。 

  次に、保護者、児童生徒への周知につきまし

ては、小学校、中学校、義務教育学校の保護者

や、児童生徒、学校関係者、各競技・文化団体

を対象として、令和５年３月22日及び23日に、

中学校の休日の部活動の地域移行に向けた説明

会を開催し、周知に努めたほか、各学校におい

ては、ＰＴＡ総会や部活動保護者会などにおい

て、休日の部活動の地域移行について市の考え

を考え方を説明していただいております。 

  次に、受皿となる組織の受入れ体制の整備に

つきましては、各競技・文化団体を対象にアン

ケートを行い、各団体として受入れが可能か、

どのような形で地域移行していくことができそ

うか、また課題となる点について整理を行って

おります。 

  今年度は、各校の部活動ごとに、現段階でど

のような形での地域移行を考えているか、また

可能な選択肢について調査し、必要とされる受

皿について整備してまいります。また、それぞ

れのニーズに合った地域クラブを選択できるよ

う、地域クラブを市へ登録制にし、情報を発信

していきたいと考えております。 

  次に、スポーツ指導者の質、量の確保の方策

につきましては、現在あるスポーツクラブやス

ポーツ少年団等が休日の部活動の受皿となるこ

とが考えられるため、その指導者がそのまま指

導を行うことを想定しております。また、休日

の活動について、地域移行した後も指導を希望

する教員については、地域の指導者として活動

に参加し、指導を行うことも可能となっており

ます。また、兼職兼業届を出すことで、謝金を

受け取ることも可能になるものであります。 

  また、なお学校単位での受皿の確保が難しい

種目につきましては、各部が合同練習のような

形で活動できるよう、競技団体に依頼してまい

ります。 

  次に、費用負担の補助や支援につきましては、

国や県から補助金が支給される予定であり、具

体的な内容については今後の動向を注視してま

いりますが、補助や支援については、一時的な

ものではなく継続的に行うことが重要であると

考えておりますので、補助の対象なども含め、

支援の在り方について慎重に検討してまいりま

す。 

  次に、地域クラブ等への完全移行スケジュー

ルにつきましては、先ほども述べましたが、今

年度から３年間を移行期間として準備を進め、

令和６年度から実際に休日の部活動を廃止いた

しますが、令和６年度・７年度は、整備が整わ

ない部活動については学校に運営主体を置いた

部活動を認め、地域クラブ等へ移行準備ができ

次第移行してまいります。 

  今後も、令和８年度のスムーズな完全移行に

向け、検討委員会での協議を基に移行整備に努

めてまいります。 

  次に、市民スキー場についての御質問にお答

えします。 

  新庄市民スキー場は、平成12年の開場以来、

スキーヤーやスノーボーダー、またちびっこ広

場では子供たちが雪に親しむ場として、多くの
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市民に利用いただいております。平成30年８月

の豪雨により、Ａコースの一部が大きく崩落し

たため、現在は管理用道路に沿って土留めを行

い、シーズン中はコースに進入できないように

し、ＢコースとＣコースのみ利用者に提供して

おります。Ａコースにつきましては、斜度がき

つく、盛土をしても再度崩れる危険性もあるた

め、利用者の安全を確保できる方法を検討して

おります。 

  また、リフトの安全管理につきましては、シ

ーズン中に安全管理点検を専門業者に委託して

おり、運行に関する指摘事項などがある場合は

随時対応しておりますが、リフト鉄塔に関する

指摘はございません。なお、オフシーズンにお

いても亀裂等の点検を継続して行っております。 

  市民スキー場は、初心者や小さな子供でも楽

しめるファミリーゲレンデとして楽しんでいた

だいているため、今後も安全を優先に施設管理

を行ってまいります。 

  以上であります。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 今いろいろと質問に対

してお答えいただきました。 

  まず、市道の機能維持については、やはり本

当に定期的な点検とか予防保全の適切な実施に

よって、快適かつ安全に移動できる道路環境整

備について、本当によろしくお願いしたいと思

います。 

  また、休日の部活動の地域移行についてです

が、やはり本当に受皿等、これから令和８年ま

でというと、本当に短い時間でのいろんな問題

を解決していかなければならないと思います。

私もできるだけ協力できることは協力したいと

思いますし、またそういう気持ちを議員の皆様

もお持ちだと思います。本当に地域移行、これ

から土日だけ休日なんですけれども、いずれは

国の方針としては平日まで部活動の地域移行を

ステップアップしたいという位置づけになって

おりますので、子供たちが本当に楽しみしてい

る部活動、持続可能な活動にしていくためにも、

学校や保護者の方、また地域の方としっかり連

携を取って、本当に子供たちが置き去りになら

ないように、そのことをしっかりと考えていた

だきたいと思いますし、またこの改革が、生徒

たちにとっても、教職員にとってもよいものに

なりますように、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  最後の市民スキー場の件ですが、やはり本当

に今、不測の事態とかそういうのに、危機管理

に備えて安全と安心が求められる時代だと思い

ます。やはり、安全というのは設置管理者が提

供しまして、安心というのは利用者、あそこの

スキー場は安全だよ、そういうふうに判断され

ると思います。やはり、市民スキー場は公共の

施設であるわけですから、利用者の満足度、そ

ういうものがきちんと図られることが大切であ

ると思います。また、利用者のニーズにやっぱ

りしっかり的確に対応していただきたいと思い

ますし、安全確保をより充実したサービスの提

供をしていただきたいと思います。スキー場に

ついては、やはり体育施設でもありますし、教

育を行う場所でもありますので、本当にＡコー

スの復旧、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で、私の質問を終了となります。ありが

とうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時２９分 休憩 

     午前１０時３９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

辺見孝太議員の質問 
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佐藤卓也議長 次に、辺見孝太さん。 

   （９番辺見孝太議員登壇） 

９ 番（辺見孝太議員） おはようございます。 

  本定例会、本日２番目に質問をさせていただ

きます、議席番号９番、新政・結の会、新人の

辺見孝太です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  まずは、このたびの新庄市議会議員選挙にお

きまして、市民の皆様の温かい御声援と御支持

をいただき、この場に立たせていただいており

ますことに感謝申し上げます。若輩者ではござ

いますが、これまでのまちづくり活動とビジネ

スでの経験を生かして、市民のため、新庄市の

ために全力を尽くしてまいります。先輩議員の

皆様、執行部の皆様、そして職員の皆様、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

  まず、初めに新庄まつりについてです。 

  ここ新庄市に長きにわたって受け継がれてき

た新庄まつりは、現代においては新庄市を代表

する祭りであり、住民同士の連帯性を培うとと

もに、郷土意識やまちづくりへの参画意識の源

にもなっています。しかし、新庄まつりは、令

和２年度、2020年に新型コロナウイルス感染症

の影響により戦後初めて中止となり、翌令和３

年度も規模を大幅に縮小しての開催となり、新

型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに従

い、県外在住者の参加を制限して行うなど、満

足な開催ができませんでした。そして、昨年令

和４年度は、新型コロナウイルス感染症の対策

を講じた上での通常開催となり、通常に近い形

での開催となりました。 

  そこでお聞きいたします。令和５年度の新庄

まつりは、コロナ禍前と同様の規模で通常開催

とお聞きしておりますが、昨年度との開催方法

の違いをお伺いいたします。市民の皆様にも分

かりやすく、具体的にお答えいただければと思

います。 

  また、安定的な財源確保に悩む山車若連にと

って、主たる収入は市負担金と、いわゆる花も

らいがあります。しかし、花もらいについては、

市民の方々や一部の山車関係者の間でも賛否が

あり、新庄まつりの伝統の一部であるという意

見もある一方、外部からの評価を気にして、メ

ンツが悪いと考える人もいます。今後、花もら

いも含めて、時代に合わせた様々な収入源を模

索していくに当たって、市としてまつり運営の

財源について、市民の意見を求める考えはある

かお聞きいたします。 

  さらに、今後は経費削減、比較的人手やお金

のかからない山車づくりという考え方も必要か

と思います。新庄まつり百年の大計・第４期計

画に、高騰する山車制作費にかかる経費に対し、

人形、山車装飾等を現物支給するなど、その支

援方法を検討するとありますが、現時点で検討

されていることについてお聞きいたします。 

  次に、新庄開府400年記念事業についてお聞

きいたします。 

  令和７年に、新庄開府400年記念事業を行う

とお聞きしております。新庄の歴史や文化の継

承と有効活用を考えるよい機会になるだろうと、

大変期待しております。また、こうした事業を

通して郷土への愛着を育むことが、まちづくり

への参画意識の醸成につながり、地域をより活

性化させると思っております。 

  そこでお伺いいたします。開府400年記念事

業では、どういった事業を行うのかをお伺いい

たします。また、城下町新庄として栄えてきた

この地を発信する上で、新庄には観光資源とし

ての文化や遺産がどのくらいあるのかをお伺い

いたします。最後に、周辺自治体との観光連携、

400年記念事業においての連携はお考えでしょ

うか。 
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  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、辺見市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、新庄まつりについて、昨年度との違

いについての御質問であります。 

  昨年の新庄まつりは、新型コロナウイルス感

染症も終息傾向でありましたが、一部規模を縮

小して開催したところであり、具体的にはアビ

エス有料観覧席の設置を見送り、山車行列を一

部自主運行とし、飾り山車は町内展示にしたも

のであります。 

  今年の新庄まつりにつきましては、新庄まつ

り実行委員会において、コロナ禍前の令和元年

度と同様に、全てのまつり催事を通常開催で実

施することが決定されており、本市でも新庄ま

つり実行委員会への支援を通じ、通常開催に向

けての準備を進めてまいります。 

  次に、まつりの運営に係る財源についての御

質問でありますが、花もらいについては、関係

者間で賛否あることは承知しているところであ

り、新庄まつりの運営においては、安定した財

源の確保が重要な課題の一つでありますので、

今後につきましても、新庄まつりの実施主体で

ある新庄まつり実行委員会をはじめ、関係団体

から幅広く意見を伺ってまいります。 

  次に、山車づくりへの支援につきましては、

これまで山車小屋建設、山車資材保管施設整備

などの補助制度を設け、さらに市からの負担金

につきましては50万円から100万円へと増額す

るなど、山車製作・運行への支援を行ってまい

りました。昨年度策定した新庄まつり百年の大

計・第４期計画においても、新庄まつりの現状

の支援策のほか、新たな視点での支援策も必要

との考えから、各若連や関係団体などが負担す

べき経費を再確認した上で、人形や山車装飾な

どの現物支給も含めた支援方法を検討するとし

たところでありますので、今後関係団体と協議

を重ねながら議論を深めてまいります。 

  次に、新庄開府400年記念事業についての御

質問でありますが、具体的な事業につきまして

は教育長より答弁させますので、よろしくお願

いします。 

  城下町新庄の観光資源としての文化や遺産に

つきましては、現在本市には、ユネスコ無形文

化遺産である新庄まつり山車行事のほか、国指

定史跡の新庄藩主戸沢家墓所、エコロジーガー

デンとして親しまれている国登録有形文化財の

旧農林省蚕糸試験場新庄支場などをはじめ、

国・県・市の指定文化財として66件登録されて

おります。これらのほか、昔からの手法でつく

られた伝統料理、やまがた百名山に数えられる

自然豊かな山々など、数々の観光資源があると

認識しております。さらには、歴史的風致維持

向上計画においては、市内各地の歴史ある建造

物や民俗的な活動を維持向上すべき歴史的風致

として掲げており、新庄城址の再整備をはじめ、

本市の歴史文化遺産の保存活用、町並み景観の

保全、まちなか周遊機能の向上などをさらに進

め、歴史的風致を生かした観光振興につなげて

いきたいと考えております。 

  次に、400年記念事業をきっかけにした周辺

自治体との観光連携についてお答えします。 

  本市では、県と最上８市町村、観光関係の35

団体で組織されている最上地域観光協議会に平

成13年の発足当時から加入しており、最上地域

全体の効果的な情報発信や戦略的な観光の売り

込み、来訪者の受入れ企画の実施、受入れ体制

の整備などを柱として、滞在型観光の推進を図

っております。 

  令和７年度に迎える新庄開府400年記念事業

をきっかけに、観光関係者のみならず市民も巻

き込みながら、新庄市の魅力、観光資源につい

てさらに理解を深めるとともに、周辺町村の観
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光資源を相互に補完し合いながら、さらに連携

を強化してまいります。 

  以上、私からの壇上からの答弁とさせていた

だきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、新庄開府400年記念

事業についてお答えします。 

  この事業は、新庄藩祖戸沢政盛公が、今の最

上公園に城を構え、藩政をしいてから、令和７

年で400年を迎えることを記念し、歴史文化の

再認識と次世代への継承、交流人口・関係人口

の拡大の基本方針の下、ふるさと新庄のよさを

見詰め直し、新たなまちづくりにつなげていく

ことを目的に実施するものであります。 

  これまでの取組といたしましては、令和３年

度に市内の商工振興や歴史文化に携わる団体の

方々により実行委員会を組織し、令和７年度ま

でのプレ事業として、キャッチフレーズやロゴ

マークの制定のほか、歴史文化を学ぶ講座の開

催など、ふるさと意識の醸成に取り組んでまい

りました。 

  今年度につきましては、本年２月に国より認

定を受けました新庄市歴史的風致維持向上計画

の認定記念も兼ね、歴史まちづくりシンポジウ

ムや、ふるさと新庄の歴史文化を学ぶ講座や企

画展を継続して開催するほか、指定文化財など

歴史文化遺産を紹介するハンドブックの作成に

取り組む予定としております。 

  また、令和７年度においては、記念式典をは

じめ、市民団体による公募事業の実施や、開府

400年を記念する商品の開発、販売なども検討

していきたいと考えております。 

  以上であります。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） ありがとうございます。 

  本年の新庄まつりの開催につきまして、アビ

エスの観覧席の復活であったりとか、飾り山車

が復活するということをお聞きして、コロナ禍

前の新庄まつりというところを今思い出してい

たところでございました。 

  それでは、幾つか再質問させていただきたい

と思います。 

  まず、安定的な財源確保というところなんで

すが、私山車若連の方と話をする機会がすごく

多いんですが、やはり多くの方が不安な思いを

抱えながら山車行事に取り組んでいるという現

状があります。それは、財源だけではないんで

すが、大きなところとして、花もらいというも

のが安定的な財源とは考えられなくなってきた

というところもあります。 

  新庄まつりのすばらしいところというのが、

江戸時代のときに飢饉に耐えて、官民一体とな

って祭りを催したと、それが現代まで続いてい

て、市民総参加で、そして行政の方の力も借り

ながら今に続いていると。そうしたことが、す

ごくすばらしいことで、ユネスコの無形文化遺

産登録にもつながっていると私は思っているの

ですが、逆にそのユネスコに登録されたことに

よって、ちょっと外部からの評価が気になると、

新庄まつりがどんなふうによそから見られるの

か気になるという方も多くいらっしゃいます。 

  ここでお伺いしたいのが、新しい収入源とい

うものを模索していくに当たって、ユネスコに

登録されているので、こういうことはやっちゃ

駄目だとか、何かこう制限のようなものはある

のかどうかお聞きしたく、よろしくお願いいた

します。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ユネスコ登録に関わる制

限等々という御質問でございますけれども、基

本的に登録時点で、ほかの大きなお祭りのとこ

ろで、スポンサー的な収入源等々ございますが、

そういうものがないという前提でユネスコ登録
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がされておりますので、基本的にはそういう形

のところの部分については、ちょっと難しいの

かなというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） ありがとうございます。 

  財源に関しては、本当に工夫しながら、また

御理解をいただきながら模索していかなければ

ならないのだなと感じました。 

  百年の大計に記載されている現物支給という

部分について、これから検討するということで

先ほど御答弁いただいたのですが、これからの

新庄まつりも、次世代へ継承するということで、

大変たくさんの問題を抱えております。その中

でより重要になるのが、横の連帯といいますか

若連同士の連帯であったり、行政と若連、ある

いはそのほかの団体、企業との連携というとこ

ろかと思います。 

  現物支給という枠組みにちょっと入るのかど

うか分からないのですが、物の貸し借りであっ

たり、人の貸し借りというとあれなんですけれ

ども、融通、協力体制というか、そういったも

のを構築していくというのも一つの経費削減と

いうことにつながるのかなと思っております。

例えば、山車人形の衣装なんか作ると、大変お

金もかかるんですが、なかなか同じ題名をしな

いと次に使う機会が10年後だとか、そういった

面もあります。可能であれば、ある程度定番の

歌舞伎の演目の衣装などをどこかでそろえて、

有料でいいので借りられたりとか、そういった

ことをやっていくと、経費削減、あるいは使っ

ていない衣装をもっとこう若連同士借りられる

ような体制ができると、逆に収入源というとこ

ろにもなってくるのかなと思います。こういっ

たことを、じゃあ当事者同士で進めればいいで

はないかと、なぜ議会で言うんだという考えも

あるかと思いますが、ちょっとお聞きすると、

やはり山車づくりというものはライバル関係に

もあるので、当事者同士、当事者だけではちょ

っと解決できない、進まないというような部分

もありまして、そういった行政が全部主導する

ということではないのかもしれないのですが、

誰かに入ってもらいたいという面も山車関係者

の間ではあるというところです。そうした体制

整備というものは、どのようにお考えでしょう

か。どうぞよろしくお願いいたします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 ただいまの御質問でござ

いますが、基本的には各若連独自のコミュニテ

ィー、それから各町内のつながりの核というふ

うな形で、山車作りそれから山車運行というの

は認識してございます。そちらのほうなんです

が、当然今議員のほうからありましたとおり、

率先して行政がすべからく主導していくもので

はないのではないかというふうに考えてござい

ます。自らそこのところは、新庄まつり実行委

員会であったり山車連盟であったり、各若連の

ほうが率先してしていただくのが第一義的な形

であろうかと思いますが、当然行政といたしま

しては、実行委員会の一員でございますし、担

当課といたしましては事務局という形で、事務

局のほうを仰せつかってございますので、そう

いう観点もありますので、一緒にそういう部分

については支援、検討させていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） ありがとうございます。 

  先ほども申し上げましたが、やはり新庄まつ

りの伝統というのは官民一体となって、もうす

ぐ270年ですか、続けてきたというところがあ

ると思います。新庄まつりにとって、行政の力

というのは物すごく重要な力だと思います。引
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き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、新庄開府400年記念事業についてお聞

きいたします。 

  先ほど、400年記念事業について御説明して

いただきました。調べたところ、ほかの自治体

でも400年記念事業というのは行われていて、

シンポジウムであったりハンドブックだったり

ということを製作されているようでした。ぜひ、

新庄藩ならではの特色といいますか、そういっ

たことを教えていただければと思います。 

伊藤幸枝社会教育課長 議長、伊藤幸枝。 

佐藤卓也議長 社会教育課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝社会教育課長 それでは、開府400年の

関連する事業について説明をさせていただきま

す。 

  今年度、まず７月１日に歴史まちづくり推進

シンポジウムを行う予定であります。こういっ

たところで、講演会であったりパネルディスカ

ッション、こういったところで市民の皆様の意

識を高めていきたいなというふうに思っており

ます。 

  あと、新庄市の大きな特徴といたしましては、

記念事業の実行委員会がございますが、そこに

総合アドバイザーとして今村翔吾先生に委嘱、

お願いをしておりますので、今年度、今村先生

自身も発掘調査専門員だったということもござ

いまして、新庄城二の丸跡地の発掘調査と併せ

て、地元の中学校との交流、そういったことも

今年度秋に進めてまいりたいと考えております。 

  また、本番に向けまして、ダンスであったり、

そういった新しい部分、そういったところも考

えて事業を進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） ありがとうございます。 

  今村先生、私もお会いしたことがあるのです

が、大変新庄市に思いを寄せてくださっている

直木賞作家の先生でございますので、間違いな

く新庄の特色、新庄ならではの開府400年記念

事業になるのかなと思いました。 

  先ほど、観光資源がどのくらいあるのかとい

うことでお答えいただいたのですが、やはり歴

史的経緯から、ちょっとほかの町に比べて文化

財が失われたり、数があんまりないのかなとい

うふうに、残っていないのかなと受け取ってい

ました。すばらしいものはまだ、神社であった

り新庄まつりであったりというものはもちろん

あるのですが、やはりどうしても戦争で焼けて

しまったという経緯があるのかなと思います。

なので、先ほど今村先生とのコラボということ、

あるいはそれ以外にも今後新しいものとの融合

ということで、数を増やしてではないんですが、

盛り上げていっていただければと思います。 

  最後に、周辺自治体との観光連携というとこ

ろなんですが、これ400年記念事業が終わった

後に何が残るのかなというところで、ここをき

っかけに、やはり盛り上がって継続していくべ

きだと私は思っておりますので、そのときだけ

のイベントで終わるのではなくて、何かこうそ

の先の展望もあるかと思いますので、そちらの

ほうをお答えいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 周辺自治体との観光連携

という御質問でございましたので、私のほうか

らお答えさせていただきます。 

  御存じのとおり、通年型のキラーコンテンツ

と呼べる観光資源が、この当地域においては乏

しいのかなというふうに考えてございますので、

周辺自治体との連携は非常に重要になってくる

ものと考えてございます。 

  周辺自治体との観光資源の連携につきまして

は、先ほど市長答弁のほうにもありましたとお

り、以前より最上地域観光協議会におきまして
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実施してきたところでありますので、さらなる

連携強化を図っていきたいというふうに考えて

ございます。 

  具体的に申し上げますと、最上地域観光協議

会のほうで実施してございます旅行プラン造成

支援事業によりまして、昨年度のツアー催行の

実績が10社24本、472人の招致となってござい

まして、一昨年度の令和３年度の比較と比べま

して、108名ほどの増加というふうな結果とな

ってございます。そのほか、広域的な連携につ

きましても、ユネスコ登録されております東北

の山・鉾・屋台の行事のスタンプラリーとか、

それから奥の細道をテーマとした庄内地方との

観光スタンプラリーなど、広域的な連携も既に

実施してございますので、さらなる連携強化を

図ってまいりたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太さん。 

９ 番（辺見孝太議員） ありがとうございます。 

  今年の新庄まつり、そして令和７年の開府

400年記念事業、大変楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  これで、私の一般質問を終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、小嶋冨弥さん。 

   （１８番小嶋冨弥議員登壇） 

１８番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  令和５年６月定例議会一般質問初日、午後一

の質問をさせていただきます、議席番号18番、

新政・結の会の小嶋冨弥であります。どうかよ

ろしくお願い申し上げます。 

  任期満了の４月の市議選において、再度市民

の皆様方より負託をいただきましたので、原点

に立ち止まり、市民生活に寄与すべきことを心

にして、これからの任期を務めてまいりたいと

思いますので、執行部の皆さん、議員の皆さん、

重ねてよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、通告に従いまして質問してまいり

たいと思います。 

  私が通告いたしました発言事項は３点であり

ます。 

  初めに、学校教育についてお伺いいたします。 

  １つ目は、少子化への対応や教職員負担軽減

などを目的に、国は公立中学校の部活動の地域

移行を昨年度から始まったスポーツ庁の推進事

業が自治体に委ねられ、おのおの市町村では実

践と模索が広がり、また、国が当初の３年間の

改革集中期間をなくしたことで、改革の進み具

合が地域ごとに差が出ておることの懸念が生じ

ておるとの指摘もございます。 

  私は、昨年の９月定例議会質問で、これらに

ついて一般質問をいたしました。教育長より、

これらに関して、関係者による地域移行検討会

を発足し、丁寧な説明や周知を図るとの答弁を

いただきました。当局では御難儀しておると思

いますが、当市におけるロードマップについて

お尋ねいたすものであります。 

  この件に関しましては、同じ会派の渡辺正七

議員が、さきに休日の部活動移行について質問

しておりますので、簡にして要を得た御答弁を

いただければありがたいと思います。 

  次に、児童生徒の不登校、いじめについてお

伺いいたします。 
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  令和２年度における児童生徒の問題行動、不

登校生徒指導の諸課題に関する調査結果により

ますと、小中学校の不登校児童の数が約19万

6,000人等で、子供の数が減少しているにもか

かわらず、不登校児童生徒の数は増加しており

ます。そこでお尋ねいたしますのは、当新庄市

の現状についてと、予防対策はどのように取組

がなされておるのかお聞かせください。 

  また、当市におけるいじめ問題についてお伺

いいたします。例えば、友達から何かをされた

り、言われたりしたことが、児童生徒が嫌だと

感じた場合などもいじめに該当するとされてお

ります。そこでお伺いいたしますのは、市内の

児童生徒の間で、いじめ問題があるのか、ない

のか。あるとすれば、それらの対策はどのよう

になされておるのか、お聞かせ願うものであり

ます。 

  次に、発言事項の２つ目は、奥羽本線太田踏

切の改良についてであります。 

  通告書にもありますように、今回で３回目の

質問であります。この案件で、最初に一般質問

は、令和３年の６月定例議会で行いました。申

すまでもなく、新たな小中一貫校明倫学園の開

校により、北辰小に通学しておった太田地区方

面の児童生徒が、明倫学園に通うために奥羽本

線太田踏切を渡る通学路になりました。踏切に

関する道路は、旧羽州街道の元国道13号線で、

現在は県道313号線になりますが、既に述べて

おりますとおり、国の改良が待たれる大きな政

治課題でもあります。 

  この案件に対しては、担当課を中心として進

捗に向け交渉しておると思いますが、道路管理

者との県の協議は現在どこまでなされておるの

でしょうか。一部関係者の声を聞くと、これら

について、県の今年度予算に一部調査費がつい

たとの声がありますが、奥羽本線太田踏切改良

について、再度お伺いいたすものであります。 

  発言事項３つ目の、新庄市における健康・福

祉都市新庄に関しての質問であります。 

  人生100年時代、健康で寿命の延伸を図るこ

とは、地域の誰もが活躍でき、元気に過ごせる

ことが、誰でも願うものであります。そのため

にも、少子高齢化が進行中の中で、社会保障の

担い手を確保するため、健康予防づくりは、申

すまでもなくとても大切なことであります。 

  新庄市では、平成６年６月に、市民が健康で

充実した生涯が送れる健康・福祉都市新庄を創

造することを目的として、全ての市民の決意と

して宣言いたしました。その当時とすれば、す

ばらしい発想であり、市民の皆様方からも期待

されておるまちづくりであったと思います。 

  さきに厚生労働省が、市町村別に調べた2020

年度の平均寿命調査を５月に公表いたしました。

その結果において、新庄市の数値は、男性が

79.9歳、女性が86.8歳でありました。この数値

は、男性も女性も、新庄市の市民の平均寿命が

県内の平均より低いのであります。なぜでしょ

うか。多くの市民の皆さんは、健康で健やかな

暮らしを求めております。これらを勘案し、健

康・福祉都市新庄としての取組の検証と、これ

からの市民一人一人の健康長寿についてどのよ

うにお図りになるのか、お伺いいたすものであ

ります。 

  以上、３点につきましての質問です。御答弁

よろしくお願い申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  学校教育についての質問につきましては、教

育長より答弁させますので、よろしくお願いし

ます。 

  初めに、奥羽本線太田踏切の踏切道改良につ

いての御質問でありますが、太田踏切につきま

しては、昨年６月に実施しました国土交通省と



- 53 - 

山形県への要望活動により、踏切道改良促進法

に基づく改良が必要な踏切として候補となり、

同年７月に開催された山形県踏切道改良協議会

合同会議の中で、県内の踏切対策の一つとして

協議されたところであります。 

  踏切改良の手順につきましては、踏切道改良

促進法の法指定を受けた後、踏切道改良検討会

が地域ごとに設置され、改良方法の決定、改良

計画の作成、改良の実施という手順で進められ

ることとなりますが、道路管理者である山形県

におきましては、今年度この法指定に向けた準

備を進めるため、踏切を管理するＪＲ東日本と

の協議のための資料作成を実施していると聞い

ております。 

  昨年度は、踏切手前に転落防止措置や滞留ス

ペースを設けるなどの安全措置を実施し、児童

生徒の登下校時に安全に通行できるよう配慮し

ていただいたところであります。地域の見守り

隊による御協力の下、安全指導をしていただい

ておりますが、今後も道路管理者であります県

や関係機関による山形県踏切道改良協議会合同

会議に対し、歩行者が安全安心に通行可能とな

るよう、踏切道改良の早期実現に向けてしっか

りと要望してまいります。 

  次に、健康・福祉都市宣言についての御質問

でありますが、平成６年６月に健康・福祉都市

を宣言してから、この６月で29年が経過いたし

ました。この間、本市の平均寿命は、男女とも

２歳ほど延びた結果となっております。 

  厚生労働省が算出した日本人の令和２年の平

均寿命は、男性が81.49歳、女性が87.60歳であ

り、令和元年の健康寿命は男性が72.68歳、女

性が75.38歳となっております。また、平成17

年以降、健康寿命の延びは平均寿命の延びを上

回っている状況でありますが、今後も平均寿命

と健康寿命を延伸するとともに、双方の差を縮

める対策を推進していくことが重要と考えてお

ります。 

  本市では、平成30年度に「いきいき健康づく

り新庄21 第二次計画中間評価」を策定し、生

活習慣改善による疾病の予防と重症化予防、市

民主体の健康づくりの推進、健康寿命の延伸な

どを基本方針として掲げ、健康づくりを推進し

てまいりました。健康は市民一人一人の願いで

あり、高齢になっても健康で生き生きと暮らす

ためには、若い世代から生活習慣病の予防や自

主的な健康づくりが重要であると考えて、取組

を進めております。また、疾病を早期に発見し、

重症化を予防するため、各種健康診査を実施す

るとともに、生活習慣の改善を図るための保健

指導を継続して実施しております。さらに、運

動習慣の定着に向けては、令和３年度から新庄

かむてん健康チャレンジ事業を開始し、運動習

慣導入の動機づけと継続を支援することで主体

的な健康づくりの推進を強化しており、令和４

年度のかむてんチャレンジ事業の参加者数は、

令和３年度と比較し約２倍に増加しております。 

  国においては、令和６年度から開始される国

民健康づくり運動プランを間もなく公表すると

予定しております。このプランは、全ての国民

が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会

の実現を目指し、国民健康づくり運動を進める

上での基本方針を定めるものであります。 

  今後も、これらの国の基本方針を踏まえなが

ら、本市の健診の受診率向上に向けた取組と生

活習慣改善の保健指導を強化するとともに、新

庄かむてん健康チャレンジ事業につきましても、

より活用しやすい事業となるよう工夫すること

で、幅広い年代で日常の運動の習慣化を促進し、

さらなる健康寿命の延伸を目指してまいります。 

  私からは、以上壇上からの答弁とさせていた

だきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、初めに部活動の地域

移行に関する進捗状況についての御質問にお答
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えします。 

  議員より、令和４年９月定例会において、指

導者の一貫性や保護者負担の経費問題について

御質問をいただいておりました。令和４年11月

より行った、休日の部活動の地域移行検討委員

会において、本市の目指す方向性や移行のイメ

ージ、スケジュール等議題以外にも、指導者の

一貫性や保護者負担などの経費問題について協

議を行ったところであります。また、各市町村

間の地域移行の進み具合に差が生じることや、

市内では活動が難しい競技が出ることが想定さ

れることにつきましては、地域移行検討委員会

や地区教育長会においても、他町村との情報交

換や連携することの必要性が確認されたところ

であります。 

  令和８年度からの完全実施に向けて、今年度

から３年間を移行期間とし、準備を進め、令和

６年度からは実際に休日の部活動を廃止いたし

ますが、令和６年度・７年度は、整備が整わな

い部活動については学校に運営主体を置いた活

動を認め、地域クラブ等への移行準備ができ次

第、移行してまいります。 

  今後は、令和８年度の完全移行に向けて、各

競技団体や地域クラブを中心に移行を進めてま

いるとともに、検討委員会において必要な支援

を協議してまいります。 

  次に、不登校児童生徒といじめ等の問題の現

状と対応についてお答えいたします。 

  まず、初めに本市における不登校児童生徒数

についてでありますが、過去３年間を見ますと、

令和２年度は小・中・義務教育学校を合わせて

30人、令和３年度は29人、令和４年度は34人と

なっており、全体としてやや増加傾向にあり、

特に小学校で増えている傾向にあります。不登

校の要因といたしましては、無気力、不安が小

中ともに一番多くなっており、ほかに学業の不

振、親子の関わり方などが挙げられております。

一昨年からのコロナ禍の影響もあり、人と関わ

る機会が少なくなったことで、人間関係のトラ

ブルをうまく解決できないことも、不登校ある

いは不登校傾向の要因になっていると考えてお

ります。また、家庭環境に起因したケースもあ

ることも認識しております。 

  これらの対応についてでありますが、新庄市

教育委員会では、教育相談員を３名配置し、不

登校や学校でのトラブル、保護者を含む悩みな

どの相談窓口を開設しております。また、児童

生徒本人や家庭の状況に応じて、相談員が学校

へ訪問しての別室指導を行ったり、適応指導教

室を開設し、なかなか登校できない児童生徒の

学びの場を保障し、学校復帰の足がかりとして

おります。また、コロナ禍で希薄化していった

コミュニケーション能力を高めていくために、

集団で一つのことに取り組む活動や、異学年や

地域の方と交流する活動など、他者と関わり合

う活動がようやく最近になって実施可能となっ

てまいりました。これらの取組を、今後積極的

に取り入れていくよう求めているところであり

ます。 

  次に、本市のいじめの状況についてでありま

すが、令和４年度の認知件数は、小・中・義務

教育学校合わせて269件となっており、令和３

年度の認知件数の229件から増加しております。

いじめの様態としては、冷やかしやからかい、

軽くぶつけられる、遊ぶふりをしてたたかれる、

が小学校で約70％、中学校で約45％と割合が高

くなっております。認知件数が多いことについ

ては、これまでもいじめゼロではなく、いじめ

見逃しゼロを目指していたことから、各校で、

今まで見逃しがちであった小さな出来事もいじ

めと認知し、丁寧に初期対応を行ってきた結果

と捉えております。適切な対応により、いじめ

の解消率は昨年度の時点で約90％と高くなって

おります。一方で、いじめに対する指導を続け

ているにもかかわらず、認知件数が増えている

現状がございます。 
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  今後、いじめの未然防止対策として、発達段

階に応じた具体的指導や、学校での子供の居場

所づくりの促進を、いじめの未然防止としてよ

り一層進めてまいります。本市のいじめ問題対

策連絡協議会や、いじめ問題対策専門委員会に

おいて、各機関や専門家から、市の現状や課題

に対する御意見などをいただきながら、課題解

決に向けて取り組んでまいります。また、市単

独予算で、小学校及び義務教育学校を中心に個

別学習指導員や特別支援教育支援員を配置し、

一人一人にきめ細やかな対応ができるようにし

ております。さらには、全ての中学校及び義務

教育学校にはスクールカウンセラーが配置され、

様々な児童生徒の悩みに対して相談活動を進め

ているところであります。 

  また、本市においては、小学６年生より中学

１年生によるいじめの件数が多くなっておりま

す。これは、小学校から中学校に進学するに当

たって、学校生活の中で定期テストや部活動が

始まることなど、様々な環境の変化へのストレ

スが影響を与えていることも要因として考えら

れますが、義務教育学校の７年生においては、

いじめの件数が非常に少なくなっております。

なお、義務教育学校においては、７年生の不登

校による長期欠席者もゼロ人となっております。

これは、義務教育学校における発達段階に応じ

た学年ブロック制や、９年間を見通した教育課

程の実施が功を奏しているものと捉えておりま

す。他の小中学校におきましても、月１回実施

しております中学校区ごとの小中合同研修を通

じて、これまで以上に学習面・生活面での情報

交換や研修などを積極的に行い、スムーズな小

中連携を行ってまいります。こうした多方面か

らの対応を行いながら、いじめや不登校の未然

防止や解決に今後も努めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上であります。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） 多岐にわたる御答弁い

ただきました。 

  最初に、教育長のほうにお伺いしますけれど

も、移行はやはり方向性としては令和８年度か

ら完全移行だと。その前に、いろいろ課題が大

変あると思うんです、やっぱり。問題は、この

指導者不足が、確保が課題だと、課題の数ある

中で。先生が、今まで無償で行ってきた指導者

の代わりに探すハードルが高いのではないかな

と。顧問による体罰の問題もあり、指導者の質

の確保がとても大事だと。また、あと指導者と

すれば、やはり有償だと思うんですね。その辺

の経済的は、受益者負担の立場から子供たちが

請け負うのか、それともある程度国でも出すみ

たいなお話、県も出すみたいなお話だけれども、

その財源のほうはどのような、今後の課題と思

うんですけれども、どのようにお考えになって

いるのかなということをまずお聞きしたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、ただいまの議

員の質問にお答えいたします。 

  まず、指導者の問題についてでございますけ

れども、現在、昨年度検討委員会を３回、小委

員会も含めますと５回の協議を持ちながら、児

童生徒、保護者、そして教員等も含めアンケー

トを取りながら、最終的に年度末に説明会も行

ってまいりました。そういったこともございま

して、現在受皿となり得るようなスポーツ団体

またはスポーツ協会において、受皿としてどの

ようなことができるかということを前向きに検

討いただいております。そういったこともござ

いますので、指導者につきましては、現在その

ような、今あるスポーツ団体またはスポーツ協

会のほうで、受皿となりながら指導者もそのま

ま配置いただけるというように考えているとこ
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ろでございました。 

  また、ほかにも今現在学校の部活動を基に、

保護者が中心となってクラブという活動を行っ

ている団体もございます。そこについても、地

域の指導者が入っておりますので、そのような

形で進んでいくのではないかなと思っていると

ころでございました。 

  ２つ目の、様々なクラブを経営していく中で

の経費についてでございますが、こちらについ

ては検討委員会の場でも、また説明会の場でも

多く質問がございました。基本的に、例えば指

導者への謝金等についても、これまでどおり今

後習い事となっていくのであれば、受益者負担

というのが基本とはなるとは思いますが、ただ、

やはりここにかかる経費というのは、そう安い

ものではないというような意見が出されました。 

  そこで、現在国や県のほうから、そういった

補助金について提案もなされてまいりましたが、

これにつきましては令和７年度までの限定的な

移行期間における補助金というふうな部分が中

心でございました。これでは、なかなか持続可

能な地域スポーツとはなっていくことが難しい

ところがございます。また、こちらについて市

単独で全てを持つということも現実的ではござ

いません。先日の県の課長会等でも申し上げま

したが、ぜひ県のほうから国のほうへ、持続可

能なそういった補助金等についても強く要望し

ていただきたいということでお願いしてきたと

ころでございます。 

  今後、こちらについても、本年度も検討会を

進めてまいりますので、どれぐらいの経費がか

かるのか、そういった部分も含めて検討してま

いりたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） まさに悩ましいと私も

認識しております。先般新聞で見ましたけれど

も、４月26日付の山新なんですけれども、市町

村の教育長課題指摘問題ということで新聞記事

が出ました。その中で、新庄市の高野教育長は、

中学校だけの改革にとどまらず、小学校や高校

などを含めた大局的な考え方が必要とし、山形

県として、競技力の子供たちの生涯スポーツを

どう考えているのか、そのビジョンが見えない

と指摘されておりました。まさに、私も、教育

長頑張っているなと、やはりそういうことだな

と思って、私はこの新聞記事取って、今日皆さ

んにも御披露したんだけれども、やはり教育長

さすがだ、やっぱり新庄のことを考えてくれて

ありがたいなと思っておりますので、今後とも

まずひとつ御尽力お願いしたいと思います。 

  その中で、県の幹部に聞くと、これ新聞見ま

したけれども、やはり部活動改革、丁寧に議論

なんて。任せっきりなんだ、県も国も地方自治

体のほうにやはり、自治体のほうはやはり大変、

杉沼課長も一生懸命お答えいただいたけれども、

悩ましいな、実際ね。でも、やっぱり今子供た

ち、一つの学校でよ、部活できねえもんだから、

これを合わせてしねんねなんていうのは、なか

なか大変だけれども、でもスポーツはやはり子

供たちを育てていく健全教育のために大事なこ

とで、勝ち負けよりもやっぱりそういう親しん

で慣れるというふうなこともあっぺし、片っぽ

は勝たねきゃ意味ねえな、なんていうような部

活の指導もあると思いますので、ひとつ時間を

かけながら検討会を開くというふうなことで、

何も新庄独自のやり方でもいいんじゃねえかな、

あんまり全部満遍なくするということも、新庄

方式みたいな部分で特化するって、難しいけれ

ども、何かこうしていく時代で、あれもこれも

というのはもう大変な時代じゃねえかなと思う

んだけれども、ここでいかがかなと聞いても、

検討しますということしかないと思うんだけれ

ども、まあそういった意味で私のほうの希望と

してお願いしたいと思います。 
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  次、不登校の問題も出ました。いろんなやっ

ぱりお聞きしますと、子供たちの不安、学力、

また無気力、親の関係というのは、非常に今の

社会を反映しているようなことだと思うんです

ね。でも、やはり学校さ行って楽しくねえと、

子供たちもおもしくねえなんねえかなというこ

となんですけれども、この相談員３名というの

は、これ常時学校に在駐しているわけじゃない

んでしょう。どういうふうな、この相談員の

方々は、問題起きれば回るんだけれども、相談

員の大体現状を教えてければありがたいなと思

うんだけれども、いかがでしょうか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  今ありました教育相談員といいますのは、新

庄市教育委員会の中に、教育相談室ということ

で３名の相談員を常駐させております。活動と

いたしましては、基本的にシャイニング教室と

申しまして、適応指導教室、なかなか学校のほ

うに登校できない児童生徒、またはそういった

不登校傾向を持つ児童生徒について、場所を学

校から変えまして、月・水・金と３日間、そち

らのほうで学習するような形を取っています。

これについては、学びの場を保障するというこ

とで、例えばなかなか学校に行けなくなって、

よし、じゃあ学校に行こうとなった際に、勉強

していなかったがために、また学校での授業が

つらくなるということもありますので、そのよ

うなことのないようにしっかり学びの場を設け

ております。それ以外に、火曜日・木曜日はも

ちろんでございますが、月曜から金曜まで１週

間、何か保護者のほうから相談があれば、その

相談に乗ったり、また学校の相談があれば学校

の相談に乗ったりということで対応させていた

だいて、例えば学校と保護者の間に入って３者

で問題を解決するなど、そういった実績を持っ

て今取り組んでおります。よろしくお願いいた

します。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） やはり、学校さ行かね

えと親も心配だ、やっぱり。頭いい、悪いはこ

れしようがねえけども、やっぱりまず学校さ行

くことをまず、俺があれでも行って頑張ってく

れっかなというようなことで、やっぱりこれ親

もね、家庭でやっぱりこう学校に行かないひき

こもりというふうなことは、口になかなか出せ

ない保護者が多いと思うんですけれども、やは

りそういったものも、これは新庄だけの問題じ

ゃなく全国的に増えているというお話の中で私

も申し上げているんですけれども、やはり学校

に行って楽しくして、みんなと仲よく運動した

り、勉強したり、給食を食べたりというような

ことが一番やっぱり大事なことでないかなと思

うんですので、ひとつ不登校なんていうふうな

この、事情はあるけんども、やはり相談員の皆

さん方からも頑張っていただいて、やっぱり子

供たちも不登校になってこないように、やっぱ

り受け入れるような、ひとつ新庄市の学校づく

りであってほしいなと思います。 

  あと、いじめの件、お話しいただきました。

残念ながら、229件から269件に増えたというよ

うなことで、今までは何か学校ではゼロじゃな

くて、やはり見逃しなんかしないでというよう

なことで変わってきたということで増えたんじ

ゃないかなというんですけれども、これほとん

ど解決してんでしょ、こういった冷やかしとか

からかいというふうなことも含めながら。 

  あと、もう一つ今お聞きして、よく中１ギャ

ップってありましたね、中１ギャップ。新庄市

では、萩野学園と明倫学園が小中一貫となって、

７年生が要するに中１になるんだけれども、な

くなった、少ないなというふうなことは、これ

はやはり一つのこのメリットというか、効果が
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あったなと思うんです。やはり、そういった意

味で、この小中一貫校のよさというのが出てき

たと思うんだけれども、その辺もう１回、やは

りこの一貫校の、これメリットというか、これ

はどうなのか、やはり確実にそういった傾向が

あるというふうなこと、どげだべ。お答えして

いただけますかな。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  義務教育学校９年間の効果の部分でございま

すが、まだまだ始まったばかりのところでござ

いますので、現状の中での効果としか申し上げ

ることができませんが、ただ実際に中学１年世

代のいじめや不登校の数を見たときに、義務教

育学校の生徒のいじめの数、不登校の数が極端

に、他の中学校と比べると低いということは実

際に言えるところでございます。我々も、義務

教育学校をここまで通して見てくる中で、やは

り子供たちが小学校から中学校に変わるという

のは非常に大きな心の揺れを招くようなものが

あって、例えば授業一つとっても、今までの授

業からスタイルが変われば当然不安になったり、

または先生方もどんな人がいるか分からない、

中学校３年生、ゴールの姿もよく見えていない

というところが、義務教育学校になることによ

って、小中の教員が授業スタイルというものを、

授業研究の中で授業を改善しながら同じような

流れを持つことができるようになったり、また

は６年生までの児童が中３、９年生の姿を見る

ことによって、中学校のイメージをしっかり持

つことができるというふうなことが大変ある。

そういった部分では、非常に不安感がなくなる

のではないかなと思ったところでした。 

  先日、山形大学の大学院生と講座、授業をさ

せてもらうことがあったんですけれども、やは

り大学生も同じように、中学校への不安という

ものがこれでなくなる部分もあるのではないか、

などという話もいただいたところでした。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） はい、分かりました。

ぜひ、ひとつメリットを十分に活用していただ

いて、子供の健全成長をお願いしたいと思いま

す。 

  太田踏切の件につきまして伺いました。県で

調査費ついたということで、協議のほうはこの

辺に関して、市ではどのように認識しておりま

すかな。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 奥羽本線太田踏切の踏切

道の改良の件につきましては、これまでも御質

問いただきながら、地域の要望活動についても

御協力いただきまして、本当にありがとうござ

います。 

  実際、今年県のほうで予算化をして、踏切道

改良に向けたＪＲとの協議のための資料作成と

いうことで、今実際に実施しているというふう

なことで伺っております。その内容につきまし

ても、一度ＪＲとは協議したというふうな経過

も伺っていますので、これから、なお、その細

かいところで協議は進んでいくものと認識して

いるところでございます。この協議を踏まえま

して、先ほど市長からの答弁にもありました踏

切道改良の合同会議という中において、今後の

進め方について具体的に示されていくものだろ

うというふうに認識しておりますので、今後も

合同会議の中でも要望してまいりたいと思って

おります。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） ちょっと時間かかると
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思うんです。全国的な問題、踏切問題だけれど、

でもこれ根気よくよ、根負けしねえでお願いし

たいと思うのよ。課長さんお願いします。 

  次、健康都市宣言についてに移ります。これ

平均寿命、県でよ、県の平均が男が81.4、おな

ごが87.4。新庄市の男がよ、79.9、女の方が

86.8。ずっと見て、俺もちょうどここさ当ては

まる年齢になったもんで、特に関心があるんだ

けれども、これ新庄市、男よ、一番少ない。な

してだべ。おなごもよ、おなごって言ってはい

けないな、女性って言わないと。女性の方も決

していぐねえ。なしてだべ、教えてけろ。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 本市の健康寿命の数値につき

まして、県平均より下回っている、県平均より

も本市の平均寿命が下回っているとの御質問で

ございます。議員御指摘のとおり、県内平均と

比べまして、男性ではマイナス1.5歳、女性で

は0.6歳、県の平均より下回っている状況でご

ざいます。 

  本市におきましても、疾病上の死因の要因と

しまして、がんですとか心臓疾患、脳血管疾患

などを起因とします死亡要因として亡くなられ

る方がおられると認識しております。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） いろいろあると思うん

だけれどもよ、でも、これいろいろあっけんど

も、新庄さ住んで、やっぱり山形県より平均少

ねえとがくっとくるぞ、はっきり言って。やっ

ぱり、それは様々、命だから様々あんだけんど

も、健康とはよ、老いと向き合いながら現状維

持することだと、そのためには今の状況を保ち

つつ、今よりどう生きるか、生き生き明るく生

活できることが大切だということだと思うんで

すけれども、新庄市、これ都市宣言して、都市

宣言すればいいわけでもないべさ。した限りは

やはり、このとおりやっぱりしていってもらわ

ねんね、やっぱり。 

  んだら話変わっけんどもよ、山形はなしてい

いかなと思って、ちょっと俺なりに調べてみた

らよ、山形では特別に、山形は人口24万8,000

人ぐらい、25万だけれど、違うんだけれども、

健康推進課というふうな専属の課設けてて、す

ごく健康づくり推進してんだよね。新庄市でい

えば、前は健康指導員の方がいたというんだけ

んども、今いねえという。なしていねくなった

んだべやと思うんだけれど、いかがでしょうか。 

佐藤卓也議長 暫時休憩します。 

 

     午後１時４０分 休憩 

     午後１時４１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

健康福祉推進員の件での御質問だと思いますが、

健康福祉推進員ですけれども、住民への健康福

祉活動の啓発や推進員の研修活動を行っており

ましたが、各行政区町内での成り手不足等がご

ざいまして、今年の４月30日をもちまして推進

員を廃止している経緯がございます。そういう

経緯で廃止させていただいております。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） じゃあ、これ山形のこ

とで大変申し訳ない、山形のほう俺調べてみた

んですけれども、健康づくり任せている推進員

ってのはよ、これすごいんだ。ただ、健康は運

動だけでねくてよ、これ食生活改善推進員とか
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よ、運動普及員とかって、養成講座して、ボラ

ンティアで講座やって、そして特に山形の場合

はよ、スクスク運動っていってこれと一緒にし

てよ、このポイントやっている。新庄にも、や

っているんだけんども、このあれが、やり方も

使い方もスマホでするのも、ちょっと難しいな。

これ山形ではよ、このスクスクって、参加する

人がよ、１万人突破しているんだ。人口24万

8,000人、25万ぐらいいるんだけんども。新庄

市、じゃあ振り返って、この健康づくりのポイ

ントカード作っている人、市長はよ、倍だとい

うけんどもよ、実際この数、何ぼの人いて、何

ぼになって倍になったのかちょっと教えてもら

うとありがてえな。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 本市で実施しておりますかむ

てん健康チャレンジ事業の参加者についてでご

ざいますが、令和３年度は136名、令和４年度

は251名の方々に参加していただいております。

令和４年度の取組としまして、働き世代の方々

をターゲットにしまして、献血会場ですとか、

わらすこ広場におきまして、参加勧誘を実施さ

せていただいた成果になっていると思っており

ます。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） 136名から251名になっ

たというふうなことは、これですぺ、これこれ。

これで募集。んだらよ、んだらよって言葉は申

し訳ねえけれども、私スマホでやって、参加し

てみてえなと思ったけんども、難しいでこりゃ。

もう少しこう分かるようにしてよ、山形と比べ

て悪いけんども、山形はきめ細かい。ポイント

では、例えばよ、グラウンドゴルフさ行ったと

か、ポイント重なるとかよ、ちょこっとボラン

ティアしたでもポイントになるとかよ、物すご

くきめ細かいし、何か景品もよ、物すごくポイ

ントたまって、抽せんでくれるんだけど、例え

ばラーメンとかそば屋さんさ行って券くれると

かよ、非常に買物行くとかって、市に協力して

いる事業所みたいだけども、やはりそういった

やっぱりきめ細かいことして、やっぱり１万人、

片っぽ100人台だべ。やっぱりこれじゃあ健康

なんて、長生きできないんじゃないかなと。も

ちろん、これは個人の問題で行政で全部しろっ

ていったって無理だから、行政はやっぱり動機

づけ、市民の方々に動機づけしてくんねえと駄

目だと思うんです。 

  新庄市にもこの、国からやって、いきいき健

康づくり新庄21、いきいき新庄みんなが主役だ、

平成31年３月、これは全国的にやっていて、こ

れ１年間延びたけんども、このとおり数値は変

わらない。ほとんど新庄市の場合はよ、この全

国的な数値に恐らく行ってねえと思うんだけん

ども、その辺は今日は求めませんけれども、求

めませんけれども、健康都市宣言してよ、いか

がかなあと。何のために健康都市宣言したんだ

べ。その後もしねえで、新庄市では平和都市宣

言とか無雪都市宣言とかってやって、大変その

心意気は、無雪都市だって大分、それこそ除雪、

前２億、３億が、今十四、五億かけて、市民に

大変ありがたく思っているんだけんども、せっ

かく健康と福祉の都市宣言したって、これ課長

変わると全然この意義が薄れてくんなんねべか。

これもう少し頑張っていただきたいなと思うん

だけんども、市長はまず、このずっと継続して

いくために、一番健康大事だもんだ。まず市長、

どう思いますか。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

佐藤卓也議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 健康づくりの点でありますけれ

ども、これまでも都市宣言をしてきたという経

過もございますので、市としても健康課サイド

からと、あと成人福祉課サイドからの両面で取
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り組んできたところであります。 

  それで、健康寿命、寿命が県平均より低いと

いう部分でありますけれども、一般的に言われ

ているのが、喫煙率が新庄市も含め、最上地域

で高いというところが指摘されているところで

あります。あと、そのほか塩分の摂取量が多い

ということで、それらの関係で、生活習慣を改

善する必要があるというようなことは、内外か

ら指摘されている部分であります。 

  このようなことから、市としては健康課の保

健師を中心として、出前講座とか、あとこつこ

つ体操とか、あとそのほか動機づけとしまして、

全然運動習慣のない人にどうやって意識を持っ

てもらうかというのは非常に大切な視点になっ

てきますので、議員御質問のマイレージカード

の事業での取組というところで進めているとこ

であります。 

  他市と比べてメニューが少ない部分について

は、参加して楽しめる事業にしていきたいと思

いますので、手法とか、メニューを増やして、

市としても動機づけを進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥さん。 

１８番（小嶋冨弥議員） ぜひ、ひとつね、新庄

最低なんて数でねくて、やっぱりいろいろある、

雪が降ったり、やっぱり今言ったみたいにしょ

っぱいもの食べると。でも、それを打破して、

住みよい町さ住まねえとよ、新庄さ生きたかい

ないべ。やはりね、我々住民と自治体が、人生

100年時代、健全で健康に迎えるためには、や

っぱり行政の皆さん大変だけんども、種まき、

動機づけがやはり必要となってくると思うんで

すので、いろいろ、私は何回も言うけんども、

新庄市の職員はシンクタンクだと思っています

ので、ぜひもう一度健康を、皆さんでそうなる

ように、楽しく、新庄に住んでいかったとなる

ために、ぜひひとつ御配慮お願いしたいなと思

います。 

  健康課長、新庄市のよ、健康・福祉都市宣言

の内容分かりますね。ちょっと読んでけんねか

な。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 健康・福祉都市宣言。 

  市民一人ひとりが、かけがえのない生涯を豊

かに送るため、自らの心身の健康に関心をもち、

常に健康を維持する努力が必要であります。 

  また、すべての市民が、住みなれたこの新庄

市でともに生活していくために、市民一人ひと

りが福祉について理解をもち、おもいやりの心

を持って行動する市民となる必要があります。 

  新庄市は、このような自覚と認識にたち、市

民が健康で充実した生涯が送れる「健康・福祉

都市 新庄」を創造することを、すべての市民

の決意としてここに宣言いたします。 

  平成６年６月７日制定でございます。（「あり

がとうございました」の声あり） 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後２時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） こんにちは。 

  ６月定例会の４番目に質問させていただきま

す、議員番号７番、新政・結の会の山科春美で

ございます。 
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  また議場にて一般質問をさせていただく機会

をいただきましたことに、心より感謝いたしま

す。負託いただきました４年間を、市民の皆様

の声をお伝えするとともに、市勢発展のために

精いっぱい頑張ってまいりたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。 

  １つ目の質問です。結婚支援についてという

ことです。 

  2022年度の国内出生数が79万9,728人で80万

を切ったと、３月１日に新聞各紙で報道されま

した。社人研の2017年の推計では、80万人割れ

は2033年としており、想定より11年早く少子化

が進んだということですが、その背景には、コ

ロナ禍での結婚の減少が要因の一つと言われて

います。また、県の結婚に対する意識調査によ

ると、30代から40代の未婚者が独身にとどまっ

ている理由の第１位が、適当な相手に巡り会わ

ないからということだそうです。 

  当市においても、平成25年は171組の婚姻数

がありましたが、令和２年には115組と年々減

少傾向にある現在、家庭の支え合いによる子育

てしやすい環境づくりを推進している当市にお

いて、今後の結婚支援の取組も強化していく必

要があると思いますが、市のお考えをお伺いい

たします。 

  １つ目、本市の直近５年間の婚姻数について。

２つ目、本市の結婚活動支援事業、また最上広

域婚活事業の取組と成果、課題について。３つ

目、新庄市独自で結婚支援室の立ち上げや結婚

応援隊としての仲人の伴走支援の立ち上げの予

定について。４つ目、今後の結婚支援の進め方

について、を質問させていただきます。 

  そして、大きな２つ目です。空き家対策につ

いて（管理不全空き家の対応について）という

ことです。 

  この質問は、２年前から何回も質問させてい

ただいて、またの質問になりますけれども、よ

ろしくお願いいたします。 

  管理不全空き家の対応について、昨年の12月

議会でも質問しましたが、建物の所有者に対し

て助言、指導、勧告を行ったり、危険な状態に

なったときは応急措置を行ったり、それでも改

善にならなかった場合は、時間はかかりますが

略式代執行や財産管理人制度での解体の方法が

あるという回答をいただきました。しかし、危

険空き家の近隣に住む住民にとっては、倒壊や

通学路の安全などの不安を抱えながら、この問

題が早く解決し、地域の安全安心が確保される

ことを強く望んでおられます。例えば、空き家

所有者だけでなく、近隣住民や町内会などが解

体に対応した場合の補助などの支援策の可能性

についてお伺いいたします。 

  大きな質問の３つ目、選挙についてです。 

  今年は、県議会選挙から始まり、市議会議員

選挙、また９月には市長選挙が行われます。全

国的に投票率の低下が取り沙汰されていますが、

当市において、前半の２つの選挙を終えて、投

票率、投票した人の年齢層の分析を通して分か

った傾向や、それを受けて今後の投票率向上に

向けての課題と方策についてお伺いいたします。 

  また、２つ目として、現在市長の５期目の出

馬表明が、もう何か新聞では行われたようです

けれども、行われるかということが市民の一番

の関心事になっております。市長選まであと３

か月ですが、市長の御出馬の御意思をお聞かせ

いただきたく思います。 

  以上です。お願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  選挙についての前段につきましては、選挙管

理委員会委員長より答弁させますので、よろし
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くお願いいたします。 

  初めに、結婚支援についての御質問でありま

すが、１点目の本市における直近５年間の婚姻

数につきましては、平成30年は133件、令和元

年140件、令和２年115件、令和３年108件、令

和４年99件であり、年々減少する傾向となって

おります。 

  次に、本市の結婚活動支援に関する取組につ

きましては、現在最上８市町村と県により組織

する最上広域婚活実行委員会において、希望す

る方々に出会いの機会の提供を行っております。

昨年度は、少人数制の婚活イベントやセミナー、

交流パーティーなどを合計４回開催し、結婚を

希望する方の出会いの場の提供やきっかけづく

りを支援したところであります。また、そのほ

かの結婚活動支援事業として、結婚新生活に係

る経済的負担の軽減を図るために、新婚世帯を

対象に住宅取得費用や家賃、引っ越し費用につ

いて、最大60万円を補助する事業を行っており

ます。昨年度は、市の独自事業として、結婚を

希望する未婚者やその親族を対象とした婚姻個

別相談会を３回実施いたしました。しかしなが

ら、結婚個別相談会への参加者が非常に少ない

状況であったことから、今年度においては結婚

個別相談会の実施に代えて、県が主体として運

営するハッピーサポートセンターと連携し、マ

ッチングシステムＡｉナビやまがたの登録相談

会を実施する予定としております。 

  次に、本市における結婚活動の支援につきま

しては、現在のところ市独自の組織を立ち上げ

る予定はございませんが、市民の結婚活動を支

援する窓口として、県で組織しているボランテ

ィア仲人「やまがた縁結びたい」と積極的に連

携を図ることで対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  最後に、これからの結婚支援の進め方につい

てでありますが、結婚活動への理解を促進する

とともに、結婚活動への意欲を高めるための情

報提供を積極的に行ってまいります。また、最

上８市町村で連携して、マッチングシステムＡ

ｉナビやまがたへの最上地域の登録者を増やす

ことで、より多くの出会いにつなげていきたい

と考えております。 

  今後も、県や最上広域婚活実行委員会と連携

しながら、結婚を希望する方々への思いが最高

の結果となるよう、意識啓発や結婚に関する相

談体制の整備に努めてまいります。 

  次に、管理不全空き家の対応についてお答え

します。 

  議員御指摘のとおり、管理不全空き家の様々

な問題については、地域の安心安全の確保のた

めの重要な課題であると捉えております。現在

市が行っている管理不全空き家の対応につきま

しては、地震や豪雪、暴風時のパトロールを行

うとともに、市民の方からの情報提供があった

場合には、現地を確認した上で、所有者に必要

な措置を講ずるよう、早期解決に向けた助言や

指導を行っております。特に、倒壊等著しく保

安上の危険を伴うなど、人命等に係る緊急の場

合は、迅速な対応による応急措置を行っており

ます。 

  また、空き家の除却に対する支援策につきま

しては、本市においても今年度より実施してお

り、一定の要件を満たす場合には上限100万円、

または上限10万円を、所有者や相続人に対して

助成する制度となっております。 

  なお、近隣住民や町内会などが解体に応じた

場合につきましては、どのような対応ができる

のか、全国の先進事例なども参考にしながら、

より有効な空き家対策を進めていきたいと考え

ております。 

  次に、私に対する質問でありますが、私は平

成19年９月に初就任いたしましたが、当時は、

まずは財政再建が大きな課題でありました。

「人行きかうまち」「人ふれあうまち」「人学び

あえるまち」の理念の下、「障がい者にやさし
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いまちづくり」を進め、あれから15年余りが経

過し、間もなく今期の任期が終わろうとしてお

ります。 

  これまでの市政を振り返り、そして次の４年

間にどう立ち向かうのか、私自身の気力、体力、

心の整理が必要であり、これまでと異なった意

思の表明となりました。くしくも、某マスコミ

より、後援会役員会の話を切り出され、正式に

は議会の場で表明したいと伝えたところであり

ます。一般質問での問いかけがなければ、最終

日にと考えておりました。 

  結論から申し上げますと、９月の選挙に出馬

し、市民の判断を仰ぎたいと思っております。

既に２名の方が表明しております。県議選、市

議選、そして市長選と、多くの方が堂々と自ら

の考えを訴え、市民の判断を仰ぐことはとても

尊く、民主主義の原点でもあり、その志に心か

ら敬意を表したいと思います。また、成り手が

いない、無投票と言われる昨今、新庄市の状況

は大きな注目の的であります。 

  私自身、これまでの市政を振り返ってみます

と、１期目、２期目は財政再建、東日本大震災

に奔走しました。一方、財政難の中でもお金の

使い方を工夫し、さらにソフト事業を中心に、

まちづくりは人づくりに邁進してまいりました。 

  私は常々、昭和は成長の時代、平成は成熟の

時代、令和は文化創造の時代であると述べてお

ります。新型コロナウイルスが２類から５類に

なった今、社会全体が大きく動き出しました。 

  一方、歴史は繰り返すと言われております。

愚かな指導者の行いが、ロシアのウクライナ侵

攻となり、人権を侵害し、さらには世界中に多

くの影響を及ぼしております。 

  そのような中にあっても、日本の魅力に、イ

ンバウンドの復活で、多くの外国人が訪日して

おります。しかし、その受入れも、コロナの影

響も含め、人材不足で苦戦していると言われて

います。本市においても、担い手、人材不足は、

各事業、各企業でも苦戦している状況にありま

す。 

  人口減少の流れを今すぐ止めることはなかな

かできません。人口減少による地域経済の縮小

をいかに食い止めるか、それぞれの地域の知恵

が試され、地域間競争にさらされております。

平成元年の最上郡の人口は10万2,544人、就任

当時、平成19年には８万8,150人、令和５年５

月１日現在では、郡全体で６万6,476人、その

うち新庄市３万2,655人、郡部が３万3,821人と

なっております。近い将来、市と郡部の人口が

逆転すると思われます。この事実をしっかり受

け止めなければなりません。 

  これからのまちづくりのキーワードは、コン

パクトシティーであると考えております。また、

公共事業も慎重にしなければ、将来の負の遺産

となることは必定であります。新たにではなく、

あるものを生かすことが大切。そこで私は、ま

ちの姿として、新庄の歴史文化を大切にしたま

ちづくりを進めてまいりました。新庄まつりの

重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産登

録、エコロジーガーデン、雪の里情報館の登録

有形文化財、既に指定されている矢作家住宅、

戸沢家墓所、鳥越八幡神社、さらにお堀のある

新庄城跡などを核として、さらに歴史文化に磨

きをかけたまちづくりこそが未来につながり、

また訪れたくなるまちであると確信しておりま

す。 

  よく観光客の誘致と言われますが、その要素

は、見る、食べる、そのために行ってみたくな

る、そして買う、また泊まる、そういう流れが

あります。宿泊することがないと、企業の皆様

から御意見をいただきます。そのことも大変重

要なことであり、関係者と協議していかなけれ

ばならない課題であります。雪が降るからこそ

おいしい水があり、おいしい食べ物がある新庄

市、訪れる人は皆、新庄の食べ物はおいしいと

言います。これは自慢です。全てに前向きに捉
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えるところは、そのまちの魅力です。 

  市長になって、味覚まつり、そばまつりをス

タートさせました。その前に、とりもつラーメ

ンを仕掛け、若い経営者たちがさらに磨きをか

け、新たな顧客やリピーターを獲得しているの

は、皆様御承知のとおりであります。 

  令和７年、新庄開府400年を迎えます。新庄

まつりを生み出したこの歴史を検証することは、

先人たちに敬意を表するとともに、未来につな

げる大きな一歩と考えております。そのために、

歴史的風致維持向上計画にのっとって、新たな

取組でまちなかの活性化を図りたいと思います。 

  市民の多くの皆さんはまちの顔として、また、

最上郡内の皆様も市内の顔として駅前通りのに

ぎわいを期待し、自慢したいというふうなとこ

ろであります。エコロジーガーデン、まゆの郷、

道の駅、戸沢家墓所、松岡俊三と今和次郎のゆ

かりの雪の里情報館、そして最上公園と、点か

ら面へとつながり始めました。いよいよ駅から

お城まで、キャッスルロードとして歩いて楽し

めるストリートにする大きなチャンスが到来い

たしました。新庄市を訪れる人たちに、なるほ

どという仕掛けを持って迎え入れる時が来まし

た。歩いて、自転車で、乗り物で、バスでつな

ぎ、新庄駅から行ける道の駅はＪＲも注目して

おります。結果、滞留時間を延ばし、宿泊支援

など様々な取組が生まれてまいります。途中に

はのくらしがあり、町内を巻き込んだよろず市

も見どころです。南本町の角には、高校生グル

ープの活動場所があり、新庄東高が駅前通りに

サテライト教室をオープンさせ、企業が空きビ

ルを活用しようと動き出しております。今、そ

の流れを後押しする大きな役割を果たさなけれ

ばなりません。人が人を呼ぶと言われています。

そんなまちをのぞいてみたい、訪れてみたい、

そんなまちづくりに挑戦する大きなチャンスと

考えております。これまで培った人脈や、大学

の先生方のアドバイスなどを生かしながら、若

者の未来につなげてまいりたいと思います。 

  おかげさまで、この夏、昨年に引き続き、大

正大学の野球部八十数名が合宿に来てくれるこ

とになりました。これも、新庄まつりの山車派

遣による大きな成果と考えております。また、

新庄での宿泊の楽しみは、夜の文化も貢献して

おります。しかし、あけぼの町のお店も空き家

が目立ちます。また、危険でもあります。公衆

トイレは直しましたが、お店の方も早急に修理、

修繕を行わなければなりません。今、あけぼの

町一帯を伝統建造物の登録文化財に指定し、歴

まちの補助金を活用し、さらに入り口のアーチ

看板も復活し、訪れる方々が安心して立ち寄れ

る場所にしてまいりたいと考えております。 

  駅なかからまちなかへの流れをつくり、ラン

ドマークである新庄城址につなげ、いずれは隅

櫓復元への道筋をつけたいと考えております。 

  新庄の持つよさを守りつつ、新たな取組で元

気な夢のあるまちづくりの旗振り役としてしっ

かり取り組んでまいります。 

  少子高齢、人口減少、子育て、健康福祉、教

育、基幹産業農業支援、雇用の場の確保、克雪

など、多くの課題は市民生活そのものでありま

す。全てに市民生活が優先する姿勢が基本中の

基本であります。まちづくりには、最低30年は

かかると言われております。その折り返し期に

当たり、次の４年を未来につなげる礎となるよ

う、全身全霊を込めて今後とも努めてまいるこ

とをお誓いし、皆様方の絶大なる御支援をお願

い申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

  以上、私からの壇上からの答弁とさせていた

だきます。 

武田清治選挙管理委員会委員長 議長、武田清治。 

佐藤卓也議長 選挙管理委員会委員長武田清治さ

ん。 

武田清治選挙管理委員会委員長 選挙についての

御質問でありますが、この４月に執行いたしま

した県議会議員選挙、市議会議員選挙を終えて
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の分析と、投票率向上に向けた課題と方策につ

いてお答えします。 

  12年ぶりの選挙となりました県議会議員選挙、

新庄市選挙区の投票率につきましては、前回の

平成23年が70.34％に対し、今回は58.34％とな

りました。また、市議会議員選挙につきまして

は、４年前の平成31年の投票率60.7％に対し、

今回は61.01％と若干前回を上回る結果となっ

ております。しかしながら、８年前の市議会議

員選挙につきましては62.02％でありましたの

で、双方の選挙とも投票率は低下傾向にあると

考えております。 

  投票者の年齢層の分析についてでありますが、

県議会議員選挙、市議会議員選挙ともに、この

12年間の動きを見てみますと、高齢者層の投票

率の低下が課題として挙げられます。また、今

回の市議会議員選挙の特徴といたしましては、

30歳代から40歳代の投票率が、前回の４年前と

比較して２ポイントほど上昇した結果となって

おります。 

  今後の投票率の向上に向けましては、近年期

日前投票による投票が増加していることから、

これまでの分析も踏まえ、有権者にとってより

投票しやすい環境となるよう調査や分析等を進

めてまいります。また、出前講座や街頭啓発活

動など、様々な啓発活動につきましても引き続

き取り組んでまいります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  また、市長から出馬の御意思を議場にて語っ

ていただきました。ありがとうございます。こ

の表明を受けて、現在ほかにお二人の方も表明

されているようですけれども、本当に新庄市の

未来をつくっていく首長選挙であります。市民

の皆様は、すごくいろいろ首長選挙に対して、

候補者の方々のその熱い情熱、思い、新庄をよ

くしていきたいというその思いを本当に聞きた

いと思っておりますので、存分に語っていただ

きたいなと思います。ありがとうございます。 

  それでは、ちょっと最初の質問の再質問をさ

せていただきたいと思います。 

  結婚支援事業ということです。直近の５年間

の結婚数、本当にこうだんだん下がってきてい

て、令和４年度は100人を切ったということを

聞いて、何かちょっとすごく寂しいなというふ

うに思った気がいたします。やはり、本当に結

婚というのは、まず個人の意思というところも

ありますので、なかなかこう支援というのも大

変なんだなということも分かりました。でも、

今回の結婚支援の窓口ということで、県のいろ

んなシステムにつなげる窓口ということをちょ

っと検討するということなんですけれども、そ

れは総合政策課内に置く形でしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

結婚活動について、支援についてお答えしたい

と思いますけれども、窓口を設置するというふ

うなことではございませんで、昨年単独の相談

会を実施いたしましたけれども、ちょっと集ま

りがなかなか悪くて、単独での相談会につきま

しては、少しちょっとお休みをさせていただい

て、県のほうのマッチングシステムのほうと、

あと最上広域の８市町村で行う実行委員会のほ

う、そちらのほうをまず中心として連携してや

っていくこととしたいというふうな形で、そち

らのほうに、総合政策課窓口となるかと思いま

すけれども、相談に来られた方いらっしゃれば、

そちらのほうにおつなぎしていきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ、やっぱり結婚、
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これも本当に、市としてやっぱり結婚支援に対

して思っているんだなというところが、やっぱ

り市民の皆さんも分かるかと思うんですけれど

も、何かほら結婚のことで、いろんなところに

つなげますので、ちょっとここに連絡ください

みたいな、そういったところもあってもいいん

じゃないかなというふうに思います。 

  その出会いのところなんですが、やまがた出

会いサポートセンターというのもあって、また

そのＡｉナビやまがたとか、縁結びたいとか、

また今年度県のほうでも結婚支援コンシェルジ

ュというのを、新しくそういった方も配置して、

各市町村に対しての結婚の取組への助言支援企

業などもやっていくみたいな取組もあるようで

す。 

  あと、すごく思うんですけれども、本当にこ

の新庄市の、それは県の事業なんですけれども、

新庄市の駅前にやまがた出会いサポートセンタ

ーということで、県内４つのそのセンターがあ

るんですけれども、その最上郡内のセンターと

いうことで、駅前にその事務所があるんですよ

ね。そして、木曜日と金曜日と土曜日、10時か

ら19時まで常駐しているんですよね、そのコー

ディネーターの方が常駐していて、そういった

そのマッチングシステムとか、Ａｉナビやまが

たなどへの登録の案内もしてくれるので、本当

にこの新庄市にそういうのがあるということが、

すごくありがたいことだなというふうに思って

いるんですよ。あと、その結婚相談会というの

も、月に１回その場所で予約すればできるとい

うところもありますので、ちょっと市単独では

なかなか厳しいのであれば、そういったところ

と連携して、本当に新庄市内にあるわけですか

ら、そういった方も常時いらっしゃるわけです

から、ぜひつなげるという形でやっていただき

たいなというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 今議員御質問ありました

とおり、ハッピーサポートセンターの最上支所

といいますか、駅前のほうにございますので、

今議員おっしゃったとおりなんですけれども、

本当に単独ではなかなか難しい、ましてや最上

地区は人口が少ないので、なかなかそういう出

会いというふうなところに参加される方々も当

然少ないというふうな、分母が少ないですので、

そうなってきますと、やはり身元がなかなか、

うまくいかなかったときにばれるのがちょっと

恥ずかしいとか、そういった部分がありまして、

やはり人口が多い地区から比べますと、なかな

か何をするにしても集まりというのが悪いとい

うふうなところが課題というふうに認識してお

ります。 

  そういった部分で、県のほうで、行政が行う

そのマッチングシステムなんかも、やはりそう

いう、今はやりといいますかそのデジタル的な

感じでそのサポート、行政が安心してやってい

けるサポートのシステムもありますし、そうい

ったところに、私たち市といたしましては、県

そして最上８市町村の実行委員会でやっている

様々な取組のほうにつないでいければなという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 分かりました。今すぐ

はちょっと、そういうふうにはいかないんです

けれども、でも、やはりこの結婚支援というの

は、本当にこう、昔でしたらその仲人というこ

とで、職場の上司の方が世話するとか、近所の

方が世話するみたいなのがあって、やっぱりそ

ういったことがなくなってきている現在、やっ

ぱり本当に、ここは結婚支援というのはなかな

か、地方自治体が入っていくのもちょっと厳し

いところであるんですけれども、でも何か仲人



- 68 - 

支援、そういうのをやりますと、ちょっとね、

心意気みたいな感じなんですけれども、そうす

ると、結構60代とか70代とか50代の方で、そう

いうのならこうやってみたいという方も、ちょ

っと市民の方にでもいらっしゃるんじゃないか

な、なんていうふうにも思うんです。 

  例えばなんですけれども、そういった結婚支

援のほうをもうちょっとこう深めていくために、

地域おこし協力隊の方とか、結婚支援のほうの

支援室の立ち上げで、例えば地域おこし協力隊

の方に御夫婦とかで来てもらって、当市におい

て一番結婚支援の形を調査研究、立ち上げなど

をしていただくみたいな、そういったことはい

かがでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 結婚支援としての地域お

こし協力隊の活用というふうな御質問でござい

ますけれども、室のほうの立ち上げというふう

なところまで行くかどうかというふうなところ

は非常に難しい課題と思っておりますけれども、

協力隊につきましては、ちょっと考え方、今あ

りましたので、そういった部分については、取

組を検討していくことは非常にいい御意見とい

うふうに伺って感じております。ただ、協力隊

の募集につきましては、相手があることですの

で、なかなか募集をかけても応募がならないと

いうふうなところのミスマッチが全国的にもあ

りますので、そういった課題さえ解決できれば、

そういったところの取組も可能であるなという

ふうに、今伺って感じているところでございま

す。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ちょっともう一つなん

ですが、やっぱりその結婚についての相談窓口

ということで、新庄市では困りごと・悩みごと

相談窓口一覧ということで、本当にきめ細やか

にこういったものをつくってくださって、これ

を見ればいつでも、何か電話かけられるんだな

みたいなところもあるんですが、ここにやっぱ

りこうちょっと、結婚についてのお困り事みた

いな形で、例えばそういったところもできるよ

うな相談体制とかあればいいなと思っているん

ですが、２年前だか、総務文教委員会で視察に

行った会津美里町というところでは、結婚・子

育てコンシェルジュということで置いて、結婚

から子育てまで相談できる体制をつくっている

ようなところもあったんですよ。ですので、そ

ういったこうプロの相談員とまでいかなくても、

やっぱりそういった研修も受けていただいて、

相談体制なども検討していただくこととかは可

能でしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 ちょっと本日といいます

か、先ほど来御答弁申し上げておりますけれど

も、やはり単独としてはなかなか難しいと感じ

ている部分ありまして、昨年度やってきた結婚

相談会も、準備にはある一定程度の時間と手間

をかけてしてきても、１回当たり１人来るか来

ないかみたいな状況でございますので、単独で

やっていくというふうな部分、コンシェルジュ

を置いてとかいうふうな部分は無理だといたし

ましても、先ほど今御質問といいますか御意見

出されましたその相談窓口のほうに、うちの総

合政策課のほうで、全体的な相談の入り口ベー

スとして受付しておりますよというふうなこと

で盛り込むことは可能かと思っておりますので、

そういった形で今後ちょっと対応のほうを検討

していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） やっぱり、若い方でも



- 69 - 

本当に出会いがないとか、結婚したいという思

いがあっても１人では決められないという方も

いると思います。あるちょっと、縁結びたいの

すごいベテランの方の声なんですけれども、や

っぱり結婚という自分の人生に最も大事な決断

を、誰かの力を借りることも大事であるんじゃ

ないかというふうに言っていて、あと、その縁

結びたいの方が、「結婚しなさい」ってこう勇

気を与えることも私たちの仕事ですというふう

に、こう言っていたんですけれども、やっぱり

すごく、そういったことも、やっぱり人を通し

て、背中を押してあげるということも大事であ

ると思いますので、いい形でやっぱり結婚に踏

み切れるようにやっていただきたいなというふ

うに思います。 

  それでは、次の空き家対策についてというと

ころなんですけれども、やっぱり本当に地域の

区長さんとかでも、ちょっと管理不全空き家が

ある場所があるんですけれども、やっぱりどう

したらいいのかと、どのようにしたらいいのか

とすごく困っていて、そして、市のほうでこう

いう制度、解体の今回、今年４月に新しくでき

ましたけれども、こういった制度もありますと

話したら、でも自分たちでも何かできることが

ないかみたいな感じで、区長さんのほうからち

ょっとおっしゃっていたところもあったので、

やっぱりその近隣住民や町内会の方も、解体に

対応したいというその意思が少しでもあるとき

に、本当に市のほうでもこの補助みたいな支援

策について、ないかということでちょっとお聞

きしたんですけれども、例えばなんですが、お

隣の秋田県の大仙市なんですけれども、令和３

年の４月１日から始まった制度で、大仙市危険

空き家等解体補助金、自治会向けということな

んですけれども、倒壊危険が高い空き家の解体

費を、地域の自治会が補助する方針を決めたと

いうことで、所有者が解体費を負担できずに、

自治会が解体の同意を所有者から得た場合に、

市が費用を９割補助するという事業なんですけ

れども、やっぱりその大仙市の場合も豪雪地帯

で、雪が降ったらもう壊れそうで大変だという

ことで、やっぱりいろんなこと、いろんな相談

もあってそういうのを決めたということなんで

すけれども、そういった感じで、市のほうでい

かがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 空き家対策ということで、

空き家の除却についての補助制度、近隣の他の

自治体での実例などを交えて御質問いただいて

ありがとうございます。 

  ほかの自治体におきましても、実際に個人に

対しての補助ではなくて、近隣の住民の方など

が団結して対応していただくというふうな思い

の中に、何とか応えたいという形での制度設計

をされているところがあるというふうなことも

承知しているところでございます。 

  実際、空き家の対応ということでございます

が、そもそも空き家というふうなものが、それ

ぞれの個人の持ち物、財産であるというふうな

ことが大前提であるというふうなことで、先ほ

どの大仙市の案件に関しましても、所有者の方

から、壊してもいいという同意、またその所有

権の移転等の話が調うというふうなことが前提

になっているのではないかというふうなことで

認識しているところでありますが、新庄市の今

年制度設定をいたしました制度につきましては、

あくまでも所有者の方が解体をするということ

が前提となっている制度でございますので、今

現在市が運用している制度につきましては、そ

の地域の方が解体をしたいということであった

としても、今現在のままでは活用することがで

きないというふうなことで御理解いただきたい

と思います。 

  また、他自治体のほうで、地域の方々が実際

に活動されることで支援を受けられるというふ
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うな制度につきましても、新庄市の場合と併せ

まして、実際に取り組めるまでの道のりという

か、その持ち主の方とのやり取りがスムーズに

いくかどうかということも大きな課題であるか

なというふうなことも考えておりますけれども、

その内容も含めて今後研究してまいりたいと思

いますので、今後とも空き家の対策につきまし

ては、いろいろと御指導いただければと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ検討していただき

たいと思います。やっぱり、所有者が解体でき

ずに負担、解体費を負担できずにいて、そして

周りの住民の方々が本当に困っているというこ

とで、もちろん本当に個人のものということは

分かるんですけれども、でもやっぱりそういっ

た個人の方との話合いの場とか、そういったこ

とを市のほうでも入っていただきながらやって

いただいて、何とかちょっと解決に導けるよう

にしていただきたいんです。本当にちょっと不

安を抱えていて、住民の方がやっぱり困ってい

らっしゃるので、ぜひそういったことも検討し

ていただきたいと思います。 

  やっぱり、これから台風とかが来て、いつ潰

れるか、またこの冬の雪でいつ潰れるかみたい

な、そんなやっぱり時間勝負みたいなところも

ありますので、緊急措置というかそういったの

もしていただきながら、ぜひ検討していただき

たいと思います。 

  今年の、今月７日に空き家の発生を抑えて活

用を促す空き家対策特別措置法が、参院本会議

で可決したという報道もあって、やっぱり窓や

壁の一部が壊れるなど管理状態が悪い空き家に

ついて、税優遇の対象から外すというようなこ

ともできてきておりますので、やっぱり今後も

本当にこういった空き家とか増えてくると思い

ますが、空き家相談会もこの間チラシ入ってお

りましたけれども、そういったことも今後、空

き家対策も本当にしっかりまちづくりの観点か

ら見て、ちょっと頑張っていただきたいなと思

います。 

  すみません、じゃあ次、選挙についてという

ことですが、期日前投票がだんだん増えてきた

ということなんですけれども、期日前投票と実

際の投票日との投票の数とか、分かりましたら

教えてください。 

今田 新選挙管理委員会事務局長 議長、今田 

新。 

佐藤卓也議長 選挙管理委員会事務局長今田 新

さん。 

今田 新選挙管理委員会事務局長 私のほうから、

期日前投票の投票者数等の数字のお話でしたの

で、お答えさせていただきたいと思います。 

  手元では、このたびの市議会議員選挙、４月

23日執行の市議会議員選挙の数字を申し上げさ

せていただきますと、期日前投票者数が8,598

票、当日の投票者数、言わば投票日の投票者数

が8,293票、不在者の投票が132票というふうな

ことで、合計１万7,023票というふうな結果に

なっております。 

  まずは、この辺までお答えさせていただきま

す。よろしくお願います。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 期日前投票が投票日よ

りも超えたということでありますけれども、や

っぱりそれだけこの期日前投票がすごくニーズ

があるということであるんですけれども、例え

ば公報で、選挙公報なんですが、やっぱり投票

日の、もう投票終わってから来るとか、そうい

ったふうに言う方もいるんですけれども、そう

いった件はもっと早めるとか、そういったこと

はできないんでしょうか。 

今田 新選挙管理委員会事務局長 議長、今田 

新。 
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佐藤卓也議長 選挙管理委員会事務局長今田 新

さん。 

今田 新選挙管理委員会事務局長 それでは、選

挙公報のお話ですので、そのことについてお答

えいたします。 

  選挙に関しては、国政も全て投票日に投票す

ることが基準となっております。投票日がいつ

かというふうなことで、その日から期日前とい

うふうな日数が国政、市議も決まっているとい

うふうなことです。言ってみれば、告示の日か

ら、皆様方のお届けをいただいた日に順番を決

めてと、そこから印刷がスタートされるという

ふうなことは、今までもこれからも改正ない限

り変わらないと思っておりますので、例えば４

月16日に皆様からお届けいただいた、17日に印

刷をかけて18日に市民の皆さんにお届けするよ

うな形になるというふうなことで、一番近くて

市議会議員選挙は４月18日だったというふうな

ことでさせていただいておりました。ぜひよろ

しくお願いします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 分かりました。やっぱ

りいろいろちょっと国の制度とか、投票日を基

準にして考えるということで公報があるという

ことで、ちょっとなかなか厳しいと思うんです

けれども、そういう今現実その期日前投票とい

うのがすごく増えてきたということなので、や

っぱりそういった国の制度も、これからちょっ

と検討するべきところなんだと思います。 

  あと、やっぱり高齢者の方の投票率がちょっ

と下がっているというふうな声を聞きましたけ

れども、やはり前回の質問でも言ったんでした

けれども、選挙に行って、靴を脱いで、階段上

って投票するのはすごく大変だというところも

ございまして、やっぱり高齢者の方ほど、何か

投票に行くのが本当に大変だという方も多いで

すけれども、選挙管理委員会としては、どのよ

うにその高齢者の投票率が下がった理由を考え

ていらっしゃいますか。 

今田 新選挙管理委員会事務局長 議長、今田 

新。 

佐藤卓也議長 選挙管理委員会事務局長今田 新

さん。 

今田 新選挙管理委員会事務局長 高齢者層の投

票率が下がった理由というふうなお話でござい

ますけれども、委員のほうでいろいろ高齢者御

本人の方々とお話があって、このようなことを

言っていたよというふうなことはお話伺いまし

た。地区の公民館等で、靴を脱ぐことが難しい、

あるいはおっくうになっているというふうな方

のお話というのは、なるほどそうなんだろうな

と思っておりました。 

  先ほどの期日前投票の投票率の向上というふ

うな部分を兼ね合わせて考えますと、第２区期

日前投票所の市役所の会議室では、バリアフリ

ー化されたもので御案内できるというふうなこ

とを考えておりますので、今のところ地域それ

ぞれの公民館に靴を脱がないで入るということ

は、今のところはなかなか難しい話ですし、全

体的な投票所の件数も、ここ10年内に33投票所

が31投票所になっているというふうなこともご

ざいますので、全体的な兼ね合いを考えて、い

ろいろお調べしていかなくてはいけないんだろ

うなと考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ、ちょっといろい

ろ検討していただいて、投票率向上に向けて頑

張っていただきたいなと思います。９月は首長

選挙があって、必死の本当に情熱あふれる選挙

戦が繰り広げられることになるんじゃないかな

というふうに思います。県議選、市議選もそう

でしたが、街宣車が通るたびに市民の皆様が温

かい声援、特に子供たちや中高生が笑顔で手を
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振ってくれる姿を見て、すごく何か選挙ってす

ごいなと、一体感を感じることがありました。

若い方々が、選挙が新庄の未来がよりよいもの

となるために投票することが大事なんだという

ことをお伝えしながら、投票率向上に向けて頑

張っていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時５０分 休憩 

     午後３時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

鈴木啓太議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、鈴木啓太さん。 

   （４番鈴木啓太議員登壇） 

４ 番（鈴木啓太議員） ６月定例会、本日５人

目の質問者として一般質問をさせていただきま

す、議席番号４番の鈴木啓太です。 

  初めての一般質問ということ、また諸先輩方

を前に大変緊張しておりますが、一生懸命頑張

りたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。不慣れな点、至らぬ点等あると思いま

すが、その都度御指導いただきたいと思ってお

ります。 

  それでは、よろしくお願いいたします。今回

一般質問をさせていただく内容は２点です。 

  １つ目は、子育て支援についてです。 

  少子化が進む中、全国的に見ても子育て支援

が重要視されてきているように感じております。

子育て世代への支援を主軸とし、人口が増加し

ている自治体もあることから、これまで以上に

子育て支援に重点を置く自治体が増加すると予

測できます。そうした中で、本市が子育て世代

に選ばれるまちづくりをしていくためにも、第

５次新庄市総合計画の重点課題の一つでもある

子ども・子育て支援を充実させていかなければ

なりません。 

  子育て支援や子育て環境の充実は、子育て世

代の定住や移住を決める要因の一つにもなると

思っております。そこで、本市で現在実施して

いる子育て支援施策において、市内外の子育て

世代へアピールできるポイント等、今後はどの

ような部分を充実させ、子育て世代に選ばれる

まちづくりをしていくのかお伺いいたします。 

  続いて、２点目の質問ですが、本市の道の駅

事業に関することです。 

  私が選挙に出ることを聞いた同年代の仲間た

ちからは、ありがたいことに、これまで政治や

行政に興味がなかったけれども興味を持った、

頑張ってほしいといった声をかけていただくこ

とが多くありました。その中で、特に多かった

のが、本市の道の駅に関する話題です。本市の

道の駅事業については、この議場でも様々な議

論がなされた経過があります。しかし、市民の

中には、特に若年世代においては、いつ、どこ

に道の駅ができるのか、あるいはどういう経緯

でそういうふうになったのか、あんまり分から

ないといった方が一定数おられました。そこで、

エコロジーガーデン周辺の道の駅及び新庄イン

ターチェンジ付近の道の駅について、これまで

の経過と進捗状況、またそれぞれどのような利

用目的を持って事業展開をしていくのかお伺い

いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、鈴木市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  市の職員として、これまで勤めていただいた

わけでありますけれども、また内部における話
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合いの一角にまでまだなかなか入る機会がなか

ったのも事実かなというふうに思っております。

政策決定の中で、政策調整会議などで全てを一

つ一つ積み上げて、政策をつくり上げてきてい

るということもぜひ御理解いただきたいという

ふうに思います。私が全て単独でやるというこ

とは一つもないということを、ぜひ御理解いた

だければなというふうに思います。 

  初めに、本市の子育て支援についての御質問

にお答えさせていただきます。 

  本市の総人口は、令和２年の国勢調査で３万

4,430人、先ほどの山科議員の質問に対しては、

もう３万2,000人台というふうに報告している

わけであります。平成27年国勢調査と比べ

2,462人というふうなことで減少しております。

子供の減少、出生数の低下や進学に伴う若年層

の転出などが主な要因というふうに捉えており

ます。県内全ての市町村において人口が減少し、

少子化の課題は深刻さを増しております。一時

期、コロナ禍に東京から離れるというふうなお

話がありましたが、現状ではまた東京一極集中

が始まっているという状況も御存じのとおりで

あります。 

  全国的に、子育て世代への支援を主軸として

人口が増加している自治体があることは承知し

ておりますが、本市におきましても、持続可能

なまちづくりを目指し、第５次新庄市総合計画

においても子ども・子育て支援を重点課題の一

つとして取り組んでいるところであります。 

  今年度は、子育て支援策を市政運営の柱に据

えて、子育てしやすいまちづくりの実現に向け

て取組を推移しておりますが、特に子育てに係

る幅広い期間における経済的負担を軽減するこ

とが重要であると考えております。この負担軽

減策といたしましては、今年度新たに医療費の

無償化の対象を中学３年生から高校３年生まで

拡充しているものであります。また、生後６か

月の乳児から中学３年生までを対象としました

インフルエンザ予防接種費用の一部を助成する

事業なども実施しております。また、子供が２

人以上いる多子世帯への支援も大変重要であり

ますので、この取組といたしまして、学校給食

費について、義務教育期間の子供を対象として、

第２子の給食費を半額、第３子以降の全額補助

を行っております。さらには、３世代同居等の

家族の支えによる子育てしやすい環境づくりを

推進するため、３世代が同居する場合の住宅取

得費用の一部を助成する事業も、今年度新たに

実施しております。 

  今後の充実策につきましては、新庄の将来を

担う子供たちを安心して育てられるよう、多子

世帯における子育て支援を充実させていきなが

ら、多様なニーズに対応してまいりたいと考え

ております。 

  国におきましても、次元の異なる少子化対策

の実現に向けて、児童手当の拡充なども検討さ

れておりますので、今後も国の動向を注視しな

がら、人口増加している他県での事例などを参

考に、効果的な子育て支援策の充実に向けて検

討します。 

  具体的に新庄市がどんなことをやっているか

というふうなことになるかと思いますけれども、

先日の東北市長会、全国市長会においては、国

のほうに対しまして、地域間格差のない支援を

お願いしたいというふうなことを国に申し上げ

ているところであります。例えば、健康保険、

国保税なんかにおきますと、今回は新庄市も高

校生まで無料化としましたが、大きな市町村で

はそこまでいかないというところであります。

都会を中心にした大きな市では、学校給食費の

支援もないというふうなことであります。なぜ

かといいますと、当然多額の税金をつぎ込まな

ければいけないというふうなことで、１食350

円で、注文あればお分けしますというふうな制

度を取り入れているということもあります。田

舎に行けば田舎に行くほど、そのほうの手厚く
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保護されるという状況は、全国どこにいても同

じ状況になっております。 

  私が就任したときに、一番はやっぱりわらす

こ広場の再開であります。あそこは、現在今

2,000万円ほど投じておるわけでありますが、

当時再開が否か、そうでないかという議論もあ

りましたが、わらすこ広場の再開によって、北

本町通りに電気がともったということは、大変

私としてはうれしかったなと思っております。 

  あそこを利用される方、市内の方々は、あま

りどちらかというと遠ざけているのか分かりま

せん、近過ぎてなのか分かりませんけれども、

逆にここから離れた方々が、お孫さんを連れて

連休などに帰ってきますと、こんなすごい子供

広場があると思わなかったというふうな御意見、

ぜひ市長、それを大きな声で宣伝してほしいと

何人かからいただいていると思います。あれだ

けの広い子供たちが遊べる広場というのは、広

い空間というのはなかなかなくて、器具が点在

して、器具に遊ぶ、あるいは何とかに遊ぶと、

今様々な器具が導入されておるわけですけれど

も、教育論からいきますと様々な観点があって、

子供のそういう器具になじませて育てるよりも、

自然あるいは広場で工夫させる育てのほうがい

いというような学者もいるわけでありまして、

今県内で開かれている新しい遊び場については、

ほとんどが東京の教材会社、東京の方々が乗り

込んできて、これがいいですよという、提供さ

れて、指定管理者も向こうの方々が指定管理を

しているというふうな状況がある。そんなこと

で、相談体制などが充実しているかというと、

遊びには行くんですけれども、そこまでの相談

体制がないというふうなことでは、わらすこ広

場において市が管理し、そして保育士さんを常

駐させながらの相談に乗っている子育て支援が

あるということ、大変うらやましいというよう

なお話をいただきました。ぜひ、大きく声を出

して宣伝してほしいというようなことがありま

す。 

  また、今学校給食、第３子を無料にしたわけ

でありますけれども、このことにつきましても、

小学校までの給食を中学校にどう拡大するかと

いうふうなことが課題でありました。そのとき

に、親子方式というふうなことで、小学校で給

食を作り、そして中学生に運ぶという、もう既

に15年たったわけでありますが、当然のことに

なっていますけれども、学校給食をどういうふ

うに中学生まで取り入れるか、あるいは女性の

社会参加による家庭での食事の、非常に見えな

いアンバランスが増えている中で、一番食べ盛

りに対して、昼の給食は大事だろうというふう

なことで、中学生の給食を取り入れたというふ

うなことを、今考えているところであります。 

  また、子育ての人口増える中で、私が調べて

いる中で、非常に子育て世代の皆さんが移住す

るときは大変格好よく、今いい移住というふう

なことでテレビでさんざんにやっていますが、

一番のネックは高校進学です。やっぱり高校進

学と大学進学になると、教育になるとその地域

を離れるという方が大変多いということであり

ます。これは、市の税金のかけ方としてどうい

うふうにするのかと。今この子供たちいる方に、

どんどんとおかけしたと。しかし、高校生にな

るときに全て移っていってしまうと。なぜか。

地域で守るものがない、先祖がいない、親戚が

いない、田んぼも守らならくてよい、単なるそ

こでの生活というふうになることが大変多いと。

この事例は山梨県、長野県等で大変多く増えて

いるというふうなことで、結果的には子供が高

校生あるいは大学になるときに、自分たちが求

める教育環境がないということで都会に戻って

いってしまうということで、非常にそういう事

例が増えていると。この辺についても、よしあ

しは別として、新たに内部で検討、子育て推進

課なんかとも検討しなくてはいけない。子育て

の在り方ということについては検討しなくては
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いけない。 

  また、内部で話しているところでありますが、

子育て世代、子育てということはもう卵世代な

んですね、卵をふ化させるためにいろいろ手だ

てをやっているわけですけれども、卵を産む鶏

をどうするのかと、鶏が先なのか卵が先なのか

と、こういう議論もしっかりとしていかなけれ

ばいけないと。ということは、若者世代が今急

激に都会のほうに出ています、高学歴社会志向

であります。ですから、山形、仙台、関東のほ

うにどんどん出る、その方々をどうやって戻す

かという手だて、これがなければ、また卵、失

礼な言い方ですけれども、お子さんを産む確率

も低いというふうなことだというふうに思って

おります。ですから、そんな世代を、就職支援

という形で地元に戻す、そして機会を多くつく

って、出会いの機会をつくっていくというふう

なことも一つの方策であろうというふうなこと

で、内部の中の会議の中では、こういうことも

今議論しているということを、ぜひ御理解いた

だきたいなというふうに思っております。 

  世の中、20年ほど前でしょうか、女性の社会

参画という影の下に非正規化が非常に増えたと

いうことで、給与がそこまで達しない、子育て

がつらいという世代が多くいるということは承

知しているところであります。その方々への支

援と援助ということも当然必要だというふうに

考えております。正規社員をいかに増やすか、

今現状としては市内の企業、非常に正規社員を

求めております。新たな工場も増築し、あるい

は建て替えを行っている会社があるわけですけ

れども、私のところにはぜひ人を採用したいの

で、探してくれというふうなことであります。

ですから、大学に行った方々あるいは専門学校

に行った方々をいかに戻すかといったような、

そういう鶏の親となる方々をどうこちらに引き

寄せてくるかと、これ大きな問題で言いますと、

町の魅力にかかってくるんだというふうに思っ

ています。 

  そういう点でいきますと、万場町にあるのく

らしにいる地域協力隊の人が仕掛けたああいう

出来事というのは、若者にとってすごい魅力に

なっているということは当然御存じのことかな

というふうに思っております。若者が若者を呼

ばってくるということに、我々もしっかり支援

していかなければいけないというふうなことを

思っています。 

  子育てについては、今後とも議会を通しなが

ら、今後とも議論させていただければ大変あり

がたいなと。そして、一つでも地域にとっての

成果が上がるというような方策を、この議場で

お互いに議論させていただきたいなというふう

に思っております。 

  次に、道の駅事業に対する御質問であります

が、この道の駅事業につきましては、平成29年

２月、市議会より道の駅設置に関する政策提言

を受けました。本市における道の駅の可能性を

探るために、平成29年７月に学識経験者、商工

会、農業関係者、建設業者等の団体関係者で構

成する新庄市道の駅外部検討委員会を設置いた

しました。５回の検討会の中で、本市の現状分

析や、道の駅がもたらす効果などについて検証

を行い、平成30年６月、新庄市道の駅基本構想

をまとめ、具体的に４か所の候補地について、

基本コンセプトや道の駅への導入機能などとと

もにお示しいただいたところであります。 

  基本構想の策定後、さらに庁内検討を重ね、

本市としての有力な候補地として、既存施設を

活用することで過度な財政負担がなく、さらな

る誘客に向けた整備が可能なエコロジーガーデ

ン周辺と、高規格道路などの整備の進捗状況を

踏まえた、高速道路網の休憩地としてのインタ

ーチェンジ付近の２か所に絞り込みました。こ

の２つの道の駅の進め方として、令和２年３月

議会の施政方針において、第１段階として、エ

コロジーガーデン周辺へ市独自の道の駅の整備
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を行い、第２段階として、高規格道路の延伸に

伴う誘客の受入れ体制の整備について８市町村

で協議を進めるとして御説明したところであり

ます。 

  初めに、エコロジーガーデン道の駅につきま

しては、産直まゆの郷やkitokitoマルシェの活

動などにより、年々来訪者数が増加しているエ

コロジーガーデンのより一層の利活用を図ると

ともに、登録有形文化財を活用した、全国でも

珍しい、皆に親しまれる目的道の駅として整備

する方針を定め、令和４年３月にエコロジーガ

ーデン周辺道の駅整備計画としてまとめました。

この内容を基に、道路管理者である国土交通省

との協議を重ね、昨年10月、国と市による一体

型道の駅整備に関する協定書を締結したところ

であります。 

  エコロジーガーデンは、これまでの様々な活

動により、現在年間約15万人の方に御利用いた

だいており、以前からイベント時の駐車場不足

や大型バスの乗り入れができないなどの課題が

指摘され、子供連れの来訪者の方からは、北側

の臨時駐車場からの市道横断が危険との声も寄

せられていたところでありますが、道の駅整備

による大型トイレや駐車場などの設置により、

これまで不足していた既存施設の機能向上が図

られ、さらには尾花沢から雄勝までの道の駅空

白区間での休憩施設設置により、道路利用者の

利便性向上にもつながるものと考えております。 

  現在は、令和７年度のグランドオープンを目

指し、新たに整備する駐車場とトイレや休憩施

設などについて、国との協議を行いながら実施

設計を進めておりますが、これら新たな駐車場

などの施設と、まゆの郷や登録文化財である既

存施設群を効果的に接続させるため、エントラ

ンス広場など既存エリアについても整備を進め

る計画としております。 

  今後は、本市が掲げた歴史と文化のまちづく

りを推進するため、道の駅という全国のネット

ワークによるＰＲ効果を最大限活用し、市内に

点在する歴史的資源を周遊する観光の拠点とし

て、また春夏秋冬、四季を通じて楽しんでもら

える場としてエコロジーガーデン全体の整備を

進めてまいります。 

  次に、最上８市町村が検討を進めるインター

チェンジ付近の道の駅につきましては、令和元

年５月に山形県が主体となって、もがみ創生北

のゲートウェイプロジェクト検討会を設置しま

したが、事業主体が不明確であることに加え、

採算性の面でも課題が多く、道の駅に必要な機

能や施設規模、各市町村の費用負担などについ

て議論が深まらない結果となりました。このた

め、令和４年３月、新たに８市町村が主体とな

り検討を進めるため、新庄インターチェンジ付

近道の駅検討会を設置したところであります。 

  新たな検討会は、最上８市町村と商工団体、

国と県により構成され、協議の方向性といたし

ましては、最上８市町村への波及効果をもたら

す道の駅をイメージし、各市町村への回遊の拠

点、物流の中継点などの認識を共有しながら、

必要な機能や規模、設置場所、整備や運営方法

などについても検討を行うこととしており、令

和４年10月に開催した第２回目の検討会では、

整備に向けた当面の手順として、初めに基本的

な方針をまとめた基本構想を策定し、その後具

体的な設置場所や整備内容を整理した基本計画

をまとめることを確認したところであります。 

  このことを踏まえ、令和５年３月に開催した

検討会において、さらに議論を深めるため、事

務局を担う本市から５つの候補地案を提示いた

しましたが、委員から、候補地の一つである新

庄インターチェンジ南側周辺への自動車専用道

路からの接続がなければ協議を進められないと

の意見が出されたため、現在自動車専用道路に

新たに出入口を設けることについて、道路構造

上の観点及び安全上の観点から国に検討を依頼

しているところであります。今後、国から検討
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結果が示された後、改めて検討会での協議を再

開したいと考えております。 

  インターチェンジ付近道の駅の整備につきま

しては、今後の周辺道路の整備や見通しや、人

口減少などによる社会状況の変化などを踏まえ、

将来に負担を残さないためにも、整備や管理の

費用負担をはじめ、持続可能な経営手法などに

ついて十分に検討する必要があるものと考えて

おります。また、最上地域には、既に地域の玄

関口として年間150万人を超える方々が利用す

るゆめりあという既存施設があり、道の駅と同

様の物産館や食堂、大規模駐車場とのすみ分け

も考慮した上で、施設の目的や必要機能につい

て８市町村が慎重に協議し、方向性を決定して

いくことになると考えております。 

  これら２つの道の駅については、設置の目的

が異なり、エコロジーガーデン道の駅は、登録

有形文化財を活用した、本市が進める歴史まち

づくりの中核を担う目的道の駅として整備を進

めるものであり、インターチェンジ付近道の駅

については、最上地域全体への波及効果をもた

らす回遊の拠点として、８市町村と関係団体に

より検討を進めるものであります。これまでの

検討経過については、ホームページなどを活用

して広く情報提供を行っておりますが、これら

の動向につきましても引き続き丁寧な情報提供

に努めてまいります。 

  ちなみに、現在進めておりますエコロジーガ

ーデン付近の道の駅等の経費につきましては、

４対６で市が６、国が４割程度のような状況と

いうふうに、まだ正式ではないですけれども、

考えているところであります。おおよその金額、

４億5,000万円程度ということで、様々な補助

金、起債を考えますと、市の持分、負担分が１

億数千万円というふうな計画をしております。

全て最初から当初からやりますと、二十数億と

いうふうな話が先に飛んでいるわけですけれど

も、現実的にはそういうふうな調整をやってい

るということをぜひ御理解いただきたいという

ふうに思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） では、それぞれについ

て順番に再質問させていただきたいと思います。 

  まず、最初に子育て支援のほうなんですが、

今年の市報の２月や４月号にもいろいろと記載

があって、昨年度から実施している支援事業や、

今年度から新たに始めた支援事業もあって、市

長もおっしゃっていたように、経済的な支援が

徐々に充実してきているなと個人的に感じてい

ます。ただ、しかし若年層の子育て世代の中に

は、新庄はなかなか子育てがしにくいんだとい

った声があるのも事実です。こういった経済的

な支援が徐々に充実しつつある中で、もしかし

たら、まだ始まったばかりで効果を実感できて

いない部分もあるのかもしれません。ただ、も

しかしたら、どこか別の部分に子育ての不便さ

を感じていることもあるのかなと思って、それ

は分析していかなければいけないのかなと思っ

ています。 

  その中で、私がよく耳にするのが、子供の遊

ぶ場所に関することです。子供の遊ぶ場所がな

かなか足りなくて、市内ではなくて市外に連れ

ていくんだというふうな声を聞きます。ここで

言う遊ぶ場所というのは、屋内外の遊戯施設な

んかを指すんですけれども、どうしてもやっぱ

り子供たち、体を動かして遊びたい子供たちを

どこに連れていこうかとか、天気が悪くて外で

遊べないときはどうしようかと考えると、どう

してもこう市内での選択肢が少ないのかなと感

じています。いろいろ経済的な支援もある中で

はあるんですけれども、子育てしやすい環境を

整えていく、整備していくということも、広い

意味で子育て支援だと私は思っております。 

  そこで、再質問なんですけれども、現状の子
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供の遊ぶ場所について、足りているか、不足し

ているかという部分を含めてどのように捉えて

いるのか御質問させていただきます。よろしく

お願いします。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 子育て推進課長兼福祉事務所長鈴

木則勝さん。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 子供の

遊び場が充実しているかどうかといったことの

御質問かと思います。 

  まちづくり総合計画の中でも、子供の遊び場

の充実というのを一つの目標として掲げており

ます。アンケートの結果でございますけれども、

子供の遊び場が充実しているという回答のアン

ケートの数字、現状は、計画の中では11％、目

標では20％に引き上げたいというようなことを

掲げてございます。現状では、そういった満足

度といったところではないのかなと考えている

ところでございます。 

  子供の遊び場の充実に向けてでございますけ

れども、まちづくり総合計画では、主な取組と

してわらすこ広場の充実、そして屋外遊戯施設

の整備というのを目標の中では掲げております。

わらすこ広場につきましては、屋内型の遊び場

ということで、冬期間あるいは雨天時に多くの

利用をいただいているといったところでござい

ます。コロナ禍におきましては、やはり利用制

限といったことをさせていただいたというふう

なこともありまして、そういったときはちょっ

と遊び場が足りなかったというふうに思われて

いたときもあったのかと思いますが、現在は通

常の利用とさせていただいているところでござ

います。週末、天気の悪い日なんかは、多い日

で200人以上の利用だったというようなことも、

何か担当のほうから報告で受けているところで

ございます。 

  このわらすこ広場の充実といった部分につき

ましては、やはり遊具の充実とかといったこと

が一つ考えられるのではないかなと思っており

ます。乳幼児向け、あるいは利用が小学校３年

生までとなっておりますので、そういった年齢

までの年齢に応じた遊具といったものが充実し

ていれば、魅力も増してくるものではないかな

と思ってございます。令和２年度にも、遊具を

追加して充実を図ってきたところでございます。

設置当初から置いているものもありまして、古

くなってきているといったものもあるかと思い

ますが、まだ壊れて使えないといった状況でも

ございませんので、今後の検討課題というふう

に考えていきたいと考えております。 

  また、わらすこ広場につきましては、子育て

支援センターを併設しておりますので、保護者

間の交流、あるいは子育て相談、そういったと

ころにも気軽に相談に応じていただける場所と

いうふうに考えてございます。 

  また、もう１点、屋外遊戯施設の整備といっ

たこともございますが、こちらについてはちょ

っと現在まだ具体的なものは持ち合わせていな

い状況でございます。ただ、新庄市には、屋外

の公園、駅東の最上中央公園、かむてん公園で

あったり、最上公園、あるいは街区公園という

ところで、遊具を備えている公園などもござい

ますので、そういった場を利用して、ぜひ伸び

伸びと遊んでいただきたいというふうに考えて

おります。 

  また、この満足度を上げるといった面では、

やはりこういった市内にある遊べる場を知って

いただくというふうなことも大事かと思います。

令和元年度に子育てハンドブックといったもの

を発行しまして、お勧め公園などのお出かけス

ポットなどを載せているところですが、市のホ

ームページなどを見ますと、子育ての情報から

そういった公園などへの情報にはちょっとつな

がっていないようでしたので、今後そういった

ホームページなどでのお知らせ、そういったと
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ころの工夫の仕方も考えていかなければならな

いというふうに考えているところです。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 総合計画内にあるわら

すこ広場の充実、遊具を充実させるというふう

なことで、どうしても天気の悪い日なんかは屋

内施設の需要が非常に高いのかなと思っていま

す。また、最近は天気がよ過ぎても、逆にちょ

っと気温が高過ぎて熱中症の心配なんかもあっ

て、屋内で遊びたいというふうに思う方は多い

のかなと思っておりますので、こちらの遊具の

ほうを増やしたりとか、またちょっとすぐには

難しいと思うんですけれども、行く施設の種類

なんかも増えるとありがたいなと思っています。 

  屋外施設についてもあったと思うんですけれ

ども、現在具体的な計画というのはないという

ふうにお伺いしたんですけれども、ある程度や

はり規模の大きなアスレチックみたいなものが

あると、市内の方ももちろんですが、市内外か

らそういった場所を目的地にして、子育て世代

の新庄に来る人が増えるのではないかなと思っ

ています。そうすると、新庄に滞在する人たち

が増え、遊びに来た人たちが市内で食事とか買

物なんかをして、市内でお金を使うことも多く

なるのかなと思っておりますので、一番は子供

たちが伸び伸び遊べるような環境を整えること

なんですけれども、子育て世代が過ごしやすい

ような新庄になるためにも、今後も遊び場につ

いては検討していただきたいなと思っています。 

  次に、道の駅に関することですが、道の駅は、

まずは２つ造っていき、新庄、まずはエコロジ

ーガーデンのほうを整備して、インターチェン

ジ付近のほうでは８市町村で進めていくという

ふうな御回答だったと思います。 

  そこで、最初にインターチェンジ付近の道の

駅のほうについてですけれども、再質問させて

いただきますが、８市町村で実施していくとい

うことでしたので、断定的な回答は難しいのか

なとは思いますが、現段階でおよそどのくらい

の規模というか、事業費を見込んでいるのか、

お答えいただきたいと思います。また、負担率

としてはどのぐらいになるのか、どのぐらいに

なる見込みでしょうか。よろしくお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備事業について

の御質問をいただいたところです。 

  インターチェンジ付近道の駅というふうなこ

とで、市長の答弁にもございましたとおり、今

現在８市町村で協議を実施しているというふう

なことで、協議中ということも御理解いただけ

ればと思います。 

  御質問いただきました総事業費、またその整

備費用等についての負担割合というふうなこと

で御質問いただいたところでありますが、ただ

いま申し上げましたとおり、８市町村でこれか

らどのような場所に、どのような機能を持った、

どのくらいの規模を造るのかというふうなこと

についても、まだ固まっていない状況でござい

ます。ですので、実際の事業費等の規模感につ

いては、今後の協議の結果を踏まえての積算を

行った上で決まっていくものだろうというふう

に認識しておりますので、その辺は今後の協議

の経過を踏まえまして、また改めてお示しでき

る機会を持ちたいと思っているところです。 

  参考としてなんですけれども、今現在、他自

治体で実施をしている道の駅の整備事業計画と

いうふうなものを、我々としても事務局として

様々見させていただいているんですけれども、

県内の他自治体で今計画している物件でありま

すと、おおむね２ヘクタール程度の規模感で、

事業費は27億円から29億円程度というふうなこ

とで検討をされているというふうなことでござ

います。こちらについては、まだ計画段階とい
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うふうなことで、今後その運営主体や、実際の

運営方法などについてはこれから進めていくと

いうふうなことで、最終形ではないというふう

なことかとは思いますが、今現在の計画の中と

してはそのような規模感です。 

  今回、８市町村の協議検討会の中でお示しさ

せていただいた５か所の候補地につきまして、

おおむね２ヘクタール以上のところがほとんど

かと思っております。その場所だったり規模だ

ったりというふうなことに関しましては、その

規模感が増えれば増えただけ、その経費は膨ら

んでいくだろうというふうなことでも認識して

おりますし、既存の道路からの取付部分につい

ても、当然その原因者負担ということになると

思われますので、その乗り入れ口の整備に関し

ての費用についても、その場所によって大きく

変わってくるだろうというふうなことも認識し

ておりますので、その辺についてもその場所の

選定、また規模感、その必要機能については、

これから今後の持続可能な経営に向けて、必要

なものかどうかも含めて、今後８市町村で協議

をしていく必要があるというふうに認識してお

りますので、今後の協議の経過に合わせまして、

またお示しさせていただければと思っておりま

す。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 県内の例でいうと、お

おむね２ヘクタールで27から29億円ということ

で、はい、分かりました。まだ未確定要素が多

いので、現段階では分からないということも理

解しました。課題等多々あると思いますが、国

土交通省のホームページ内にある道の駅のペー

ジを見ますと、尾花沢より北側は秋田県まで道

の駅がないということもあって、今後は電気自

動車の普及率も上がっていくことが予想される

中ですので、電気自動車の充電スタンドの需要

や、旅行者の休憩場所、トイレなど、道路利用

者の交通安全の側面から見ても、インターチェ

ンジ付近の道の駅の必要性は高いのかなと思っ

ております。 

  次に、エコロジーガーデン付近の道の駅につ

いて質問させていただきたいと思います。高規

格道路が開通して交通量が少なくなると言われ

ている中で、駐車場を整備したものの需要がな

かったらどうしようというふうな不安の声も一

部あると思いますけれども、この点については

どのようにお考えでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 エコロジーガーデンへの

来場者の部分についてでございますが、実績を

申し上げますと、令和４年で約14万4,000人、

まゆの郷への来場者も含めた数字でございます。

あと、令和３年度で約13万7,000人の来場者で

ございました。 

  以上でございます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 エコロジーガーデン道の

駅に関しての駐車場の台数の確保についての必

要性というふうなことでの疑問点も挙げられて

いるというふうなことで御質問いただいたとこ

ろです。 

  ただいま商工観光課長からもございましたよ

うに、現状でのエコロジーガーデン、また産直

まゆの郷への来場者数で14万から15万人ほどと

いうふうなことでもございました。また、kito

kitoマルシェ等、またそのほかのイベントも数

多く実施しているところでございまして、その

都度臨時駐車場で、北側エリアの場所を臨時駐

車場として利用している場面も、皆さん御存じ

のとおりというふうなことで認識しております。

また、そのイベントのたびに、北側駐車場への

誘導路の渋滞と、国道にまでつながるような状
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況も休日などは見受けられるというふうなこと

もありまして、エコロジーガーデン道の駅に関

しましては、200台程度の駐車場を確保すると

いうふうなことで、これまで準備をしてきたと

ころでございます。 

  その辺につきまして、今後北側エリアの活用、

また既存の施設の改修と併せまして、利用者数

も大変多くなってきているというふうなことも

踏まえまして、今後のイベントに併せたそのほ

かの活用方法も、春夏秋冬、四季を通じて活用

するために、楽しめる場所の活用というふうな

ことで今後も進めていくことになるかと思いま

すので、できるだけその駐車場の不足を満足で

きるような形で、200台を確保したというよう

なことで御理解いただければと思っております。 

  以上でございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 御質問の点についてでありますが、

高規格道路ができたことで、調査では台数が減

り、まゆの郷の売上げも下がるだろうというふ

うな、当初の国交省の調査の中にありましたが、

今現在は逆に売上げが上がっているというよう

な状況です。安心して来られると。 

  もう１点、面白いんですが、これだけもめま

すと、関心が高くなって、行ってみたいと、ど

ういうところだということの宣伝効果というの

が実はありまして、初めての、いろいろな方々

がね、なぜなぜというようなことで、先日も舟

形の方から、まだ行ったことないんですけれど

も、kitokitoすごいらしいですね、今度行って

みたいと。そういう話題性というのは、やっぱ

り大変大きいんだなということを、逆に言うと

感じたところであります。 

  それから、昨日はソロキャンプの会場として、

多くの皆さんがソロキャンプをしていて、近く

の方が「テレビに言ったか」と言われましたけ

れども、テレビではなく新聞社が来ているとい

う程度に抑えていたんですが、寒河江市長さん

とよく話させていただくのは、隣なもんですか

ら、市長、造るなら駐車場を広く取ったほうが

いいよと、思いがけなく来るからねというよう

なお話も聞いているところであります。駐車場

が広い、狭いというのは、我々ではなかなか分

からない。しかし、新庄は雪が多いので、その

除排雪に係る経費ということも勘案しなくては

いけない、なのである程度抑えなくてはいけな

い。でなければ、北側のほうまで全部駐車場に

したほうがいいよというアドバイスなんかも受

けて、またいろいろな市町村会の中でそういう

ふうな話をさせていただきますと、閉じたいと、

やめたいというところも実際はあるというふう

なことであります。それから、経営指定管理者

を降りたいとかですね、やっぱり全てが丸くい

くわけではありませんので、魅力がないとでき

ないと。 

  私が考えている、あそこになりますと登録文

化財でありますので、将来改修が必要だという

ときには、文化財の補助を使えると。今回も、

耐震化のために文化財の補助をもって直してい

るので人が入れれるようになった、活用ができ

るようになった。そういうふうなことがあると

いうふうなことで、文化財にするという意味合

いはそういう意味合いも、新しいものを建てる

ということは、30年、40年後に解体しなくては

いけないと、また新しいものをしなくてはいけ

ない。文化財は長く、50年、100年、200年と続

く可能性があると、それは長らく持っていける、

それはまたいい意味での魅力に変わってくると

いうことがあるんだろうというふうに思ってお

ります。 

  冬、これから予定されるのは、やっぱりオー

トキャンプ場かなというふうに思っています。

あと、防災施設として、おっしゃいました電気

自動車の充電施設、当然そういうことも必要に

なってくるんだろうなというふうに思っており
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ます。ですから、今の課題は、やっぱ冬期の利

用ということが一番の利用の課題になっており

ますので、それについてはそこの利用者の方々

と十二分に担当課と話しさせていただいて、冬

期はこういうことが目玉よというふうなことで

利用を図るというようなことは、今後また議員

の皆さんからも御意見いただければ大変ありが

たいなというふうに思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 それから、インターチェンジ付近

の問題についてでありますが、国土交通省に何

度も何度も、泉田道路あるいは新庄金山道路、

湯沢道路の要望会に行っているわけです。要望

会、これだけお願いしておいて、じゃあ道路利

用者に対するサービスはどうなんだということ

になると、やっぱり最低トイレは必要だろうと

いうふうな思いです。私の気持ちは、最低トイ

レだろうと。完璧なものを造れば、市内に来ま

せん。それはどこの道の駅でも言っております。

完璧に造ってしまうと、来ないと。中に入る皆

さんが思うのは、休憩場とトイレと情報案内が

道の駅の定義なんです。そこからつくられるも

のは、別の問題なんですけれども、それが一気

に全部に広まっちゃうので、そこのところを分

けて考えていただきたいというふうなことを言

っても、なかなか道の駅もうかるのか、もうか

んないのか、もうかる、もうかんないだったら、

もうかるんだったら民間はやっているんですね。

ですから、公共に建てさせて入りたいというん

ですが、例えば物産館の売っているものの半分

は業者です。物品の、郡内で納められるものは

半分以下しかありません。そういうことも、ず

っと積み上げられてきた。やっぱりあそこは、

本当に必要なら、大型トラックの運転手と話さ

せてもらうと、要るかと。うちらは、コンビニ

があればいいというようなお話もいただいてい

るので、非常に難しいです。ですから、皆さん、

みんな思いが違います。こうだろう、こうだろ

う、でも、私として、我々の市としては、いか

に税金を少なく投資して最大の効果を上げるか

というのが我々の仕事でありますので、夢のよ

うなことを言えないというのはそこにあるとい

うこともぜひ御理解いただきたいと思います。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） エコロジーガーデンの

ほかに、インターチェンジのほうも御答弁いた

だいてありがとうございます。 

  先ほど、北側エリアの活用を含めて駐車場と

いうか利用者を上げたいというふうなお話いた

だいたんですけれども、例えばちょっと前段の

質問で子育て支援の遊び場の話をさせていただ

いたんですけれども、エコロジーガーデンのほ

うに遊び場というか、子供たちの目線で見てエ

コロジーガーデンに行きたくなるような遊具と

かアスレチックなんかがあると、これまで行か

なかった子育て世代の層が行くようになるんじ

ゃないかなと個人的には思っております。先ほ

ど、屋外遊具施設の計画がまだないというふう

なことをお伺いしましたが、こちらのエコロジ

ーガーデン内にそういった子供の遊ぶ場所の設

置というのは、今後検討というか、そういう計

画はあるのかお伺いしたいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 大型遊具のエコロジーガ

ーデンの設置についての御質問でございますが、

子育て世代の誘客には当然有効であるというふ

うに思いますけれども、エコロジーガーデンの

基本コンセプトの部分につきましては、先ほど

市長答弁等々のほうにもありましたとおり、既

存施設を利用するというのがまず基本的なコン

セプトでございます。ですので、現状の景観を

大切にしながら、自然公園的な利活用が非常に
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大切であろうというふうに考えてございまして、

大型遊具が設置されますと、他市の都市公園的

な施設との差別化の部分で重複してきてしまう

という部分への配慮も必要かというふうに考え

てございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 内部での情報が共有できなくて大

変申し訳ありません。 

  当初から、あそこは遠足村というふうなこと

で、子供たちが寄りたい村を造るというふうな

ことが北側の、また子供たちと動物が触れ合う

ような形のゾーンも造りたいということで計画

に盛られておりますので、それはなるべく早急

にというふうな市民の要望がありますので、具

体的に指示してまいりたいというふうに思って

おります。そういう意味では、子供たちが寄れ

る、本当に若干暑いときにはちょっと休めて、

逆に言えば遠足でそこで御飯も食べられるとい

うふうなゾーンも必要だというふうに考えてお

りますので、検討させていただきたいと思いま

す。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太さん。 

４ 番（鈴木啓太議員） 前向きな御答弁ありが

とうございます。 

  エコロジーガーデンは、もともと蚕糸試験場

としての歴史ある場所ですので、そういった、

例えば繭をモチーフにした遊具だったりとか、

蚕の幼虫とか成虫とか、そういったテーマのあ

るような、シンボルになるようなアスレチック

みたいなものがあると、遊びながら子供たちも

歴史に触れ、学ぶことができるような、魅力あ

る、さらに魅力ある場所になるのではないかな

と思っております。やはり、子供たちが新庄に

生まれて、四季を感じて遊べるような、そうい

った場所になってほしいと思いますので、今後

ともぜひ御検討いただきたいと思います。 

  以上で、私の６月定例会の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時４９分 休憩 

     午後３時５９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

坂本健太郎議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、坂本健太郎さん。 

   （５番坂本健太郎議員登壇） 

５ 番（坂本健太郎議員） 本日最後の質問者と

なります、６番目として、６月議会一般質問を

行います、議席番号５番、共に創る市民の会の

坂本健太郎でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  私も、土曜日、エコロジーガーデンのキャン

プを見てきました。実際泊まったわけではあり

ませんが、毎回誘われておりまして、エコロジ

ーガーデンに行ってきました。エコロジーガー

デン、とてもすばらしい場所で、その自然を感

じ、ゆったりと皆さんがキャンプをしておられ

る姿を見て、可能性があるなと思ったところで

ございます。通年の利用ということが、多分一

番の課題だと思っておりますので、そのように

様々な試行を、イベントを通じて実験的なこと

をしつつ、どのような可能性があるのかという

ことを試しているということがすばらしいなと

思いました。私も、観光のところで仕事をして

いたときもありますので、その辺はなかなか入

りづらいというような道のその狭さとか、あと

は駐車場とか、いろいろありましたので、ここ

にいろんなことが、方が来て、新庄の魅力とい
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うものが広まっていければなと思った次第です。 

  あと、日曜日なんですけれども、昨日、市の

主催ではあるんですけれども、最上公園の整備

活用を考えるワークショップに参加してきまし

た。こちらも、改めて最上公園の価値を考える

機会になりまして、久々のワークショップとい

うところで、中学生から80歳代まで幅広く市民

の方々が集まって、対話をしながら新庄のこと

を考えるという会でとても楽しい時間でした。

ありがとうございました。 

  前置きが長くなりました。通告に従って４点

ほど質問させていただきます。 

  大項目としましては２つありまして、初めに

新庄インターチェンジ付近の道の駅についてで

す。 

  初めに、新庄インターチェンジ付近の道の駅

については、先ほど鈴木議員の質問等でも様々

細かいところまでお話しいただきましたが、私

からも再度御質問いたします。 

  今回の市議会議員選挙においても、市民の関

心は大変大きなものでした。特に、新庄インタ

ーチェンジ付近の道の駅については、村山間の

その高規格道路が接続されて、道路の受入れ体

制が整いました。道の駅については、協議が進

んでいないという状況を先ほどお聞きしたとこ

ろです。ただ、新型コロナウイルスも５類に引

き下げられ、人の往来も増え、観光業やインバ

ウンド等も戻る中、経済発展、交流人口の起点

として、私はインターチェンジ付近の道の駅の

整備というものに期待しております。 

  しかしながら、道の駅といっても、それぞれ

人が思うイメージする道の駅は大きく違います。

これは、先ほど市長もおっしゃられたように、

様々な人が様々な思いで道の駅を語っているか

らだと思います。産直や飲食店、防災機能、子

供との遊び場、さらに特色ある施設の併設など

も考えると、用途を拡大すればするほど規模は

大きくなりまして、予算もそれに比例して拡大

していくと考えております。 

  私は、道の駅の運営の視点で最も大切なもの

は、持続可能性であると考えております。その

ためには、経済性、採算性を検討することが非

常に重要だと考えております。８市町村で、８

市町村だけではないですけれども、負担割合と

いうことであれば、自治体の負担割合、あとは

利用可能な補助金等を総合的に考えていかなけ

ればならないのですが、今後どのように、その

建設費用を調査され、また最上地域の北のゲー

トウェイとしてどの程度の規模感が適正と考え

るのか伺っていきたいと思います。 

  続きまして、地域を担う人づくりについて、

学校教育における取組についてお聞きしたいと

思います。 

  地域を担う人づくり、学校教育における取組

についてです。私が市議会議員を目指し、訴え

てきた中に、まちづくりは人づくりからという

ことで、人材育成の重要性を訴えてきました。

新庄市では、市内全ての小中学校において、学

校と地域住民とが力を合わせ学校運営に取り組

むコミュニティスクールと、あと地域全体で子

供たちの学びや成長を支える地域学校協働活動

との一体的な運用を行っております。私なりの

言葉で言い換えますと、学校の中だけの学びに

とどまらず、地域の大人が先生となり、様々な

方との関わりや活動を通じて子供たちの成長を

促す事業、それと同時に地域の活性化、地域の

大人の方々が生きがいにする事業と思っており

ます。 

  少子高齢化はさらに加速します。そのとき、

新庄市が新庄市としてどのような人材に地域を

担ってほしいと思うのか、そのときにどのよう

な能力、資質が必要か。私は小学校、中学校の

みならず、幼保、幼稚園・保育園、小中高それ

ぞれの段階で、一貫した人材育成のビジョン、

教育や具体的な方針が必要と考えております。

また、予算についても、これまでの教育関連の
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事業だけでなく、地方創生のまちづくり関連の

予算も、やはり教育予算だけでは足りないと考

えておりますので、まちづくり関連の予算も投

入する必要があると考えております。総合計画

や地方創生に関連する人材育成等の事業と、学

校教育での取組における連携について伺います。 

  次に、地域学校協働活動についてです。地域

学校協働活動は、学校のカリキュラム、学校行

事とも密接に関わっており、今後ますます需要

が増えると思われます。地域学校協働活動推進

員の配置については、社会教育の観点から、全

国では公民館やコミュニティセンターを中心に

配置している例もあります。先生方と連携を密

にする観点から、各学校に座席があるなど、常

駐を基本に設置したほうが効果的と私は考えて

おりますが、推進員の配置と運用、また今後ま

すます高度な業務を担うことが求められており

ます推進員の育成について、市としてどのよう

に考えているのかお伺いしたいと思います。 

  最後の質問です。令和８年度に、新庄北高等

学校と新庄南高等学校が合併し、新しい学校と

してスタートいたします。現在、高校や県教育

委員会を中心に内容を検討しているところです。

しかしながら、現在の新庄北高・南校の定員の

充足率は半分近くとなり、少子化の影響もあり

ますが、学校の魅力を伝え切れていないことも

一端にあると思います。 

  新しい高校は、教育内容が魅力的であり、入

学したい、ここで学びたいと思う学校にならな

ければ、高校の進路選択の時点で他地域に流出

するなど、最上地域全体の人材確保の点から大

きな損失になると懸念しております。将来、地

域を担う人材の確保の観点から、市としても積

極的に関わり、学校と連携しながらサポートす

る体制が必要と考えております。 

  県内では、小規模校中心ですが、小国高校や

遊佐高校では地域おこし協力隊などによる人的

サポートや、学校運営協議会で首長部局が積極

的に関わるなど、関与して支えている事例もご

ざいます。新学校に対する市としての関わり方

を伺います。 

  以上、４点について、御回答をよろしくお願

いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、坂本市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  県職員として、また地域おこしとして活躍さ

れてきた生きた意見を、今後とも述べていただ

けるものと大きく期待しているところでありま

す。よろしくお願いいたします。 

  地域を担う人材等につきましては、教育委員

会のほうから答弁させますので、よろしくお願

いいたします。 

  先ほど、鈴木市議にも答弁させていただきま

したが、新庄インターチェンジ付近で地域の活

性化を願いたいという思いは伝わってきたとこ

ろであります。行政側としてそれにどう応えて

いくかというふうなことで、これスタートとし

ては、市議会より道の駅の設置に対し要望があ

ったと。検討会を重ねて、それで４か所という

ことが、鳥越の地域の十字路の付近、それから

インターチェンジ付近、それからあとエコロジ

ーガーデン付近というふうなことで、あともう

一つは工業団地前というふうなことで、様々な

提案があったわけですけれども、当時、まだ十

字路が完成しない、道路が完成しないというよ

うなことがありまして、どこがいいだろうとい

うような、探って、一番の代表者は山大の佐藤

先生に座長としてお願いしたところであります。

結果的に、５対５というようなことで、２か所

というようなことでインターチェンジ付近とエ

コロジーガーデンと、両方の委員がそういうふ

うに分かれた。それが、そのまま今引き継がれ

ているということであります。 
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  ということで、新庄市としては、内部で検討、

将来の持続可能な形で予算をつぎ込んでいける

という範囲、一方で、８市町村でやるなら負担

金は少ないだろうというふうなことは、皆さん

普通に考えるわけでありますけれども、前例と

いいまして、ゆめりあ、新幹線ができたときの

ゆめりあの負担金、これにつきましては長年大

きな課題がありまして、新庄市が８割負担をし

ていると。例えば、お金の話を出して、そのゆ

めりあと同様の形の新庄市が８割負担だろうと

いった場合には、議会は通らないよと。これま

での前例ですというようなことです。 

  私も、広域の理事長として様々な決定、今は

最上の消防署を建てると、広域の消防署を警察

署の脇に建てるというような状況であります。

これも７年前から計画してまいりまして、よう

やくここまで来たわけでありますけれども、30

億程度の予算ですが、恐らくこの資材高騰で10

億ぐらい上がってくる可能性もあるというよう

な情報も得ているところであります。そういう

ふうなこととか、あと急遽、中部保育所の建て

替えを、雨漏りがしているので建て替えをしな

ければいけないという、緊急事態が行政の場合

はどうしても入ってくるというようなことで、

将来を見据えた場合の財政計画をどうするかと

いうふうなことで内部で検討したときには、最

低限のものでいいのではないかということで、

エコロジーガーデンも最低限のトイレと休憩場

と案内所というようなことの、駐車場と４点セ

ットになっている。インターチェンジ付近にし

ても、新庄市としての考え方としては、駐車場、

トイレ、休憩場、情報案内所のこの４点セット

のみでいいというふうな提案をしていると。 

  当初、県から提案があった場合には、ハブと

しての形ということで、８市町村の道の駅めぐ

りというふうなことが提案されたのが最初であ

ります。それに沿って最上町なんかは今やって

いるわけで、計画しています。ですから、道の

駅を８市町村を回るような計画でするというの

が当初でしたが、途中から県の計画が変更した

ということで、北のゲートウェイにしてほしい

というふうなことで、先ほど申し上げたように、

じゃあ北のゲートウェイの場所がどこがいいの

かと。場所について、皆さんにも考えていただ

き、十字路というのはどこが一番いいのかと、

ＡＢＣＤのどこが一番いいのかと、誰も答えが

出せないということであります。ここにやった

場合には、誰は使えるけれども使えない。じゃ

あインターチェンジ付近の十字路といった場合

には、土盛りをしなければいけないと。５メー

トルから７メートルの土盛り、それを２ヘクタ

ーするということは、どれだけのお金がかかる

かというふうな問題があると。 

  それに対して、高規格道路の条件として、一

旦道路から降りて道の駅というのが全国の規則

になっております。それを、規則を変えてまで

するとした場合の協議は何年かかるのかという

ふうなことが予想されます。また、農振法が外

れていないといった場合には、２ヘクタールを

超えるようなものについては県の協議、４ヘク

タールを超えるような場合は国の協議に入って

いかなくてはいけないといった場合には、１年、

２年の協議が必要であると、農振を外すと。さ

らにはこれは安全性の問題で、公安委員会との

話合いを進めるためには乗り口の問題、降り口

の問題、これもエコロジーガーデンで１年ほど

かかって指導を受けて、図面のやり直しという

ふうなことを重ねております。ですから、実際

には計画を立ててから実現するまでは最低で７

年、普通に10年がかかると。先日の東根のよっ

てけポポラ、自前で16億で建てるという、自前

でやるというふうなことでさえも、平成30年か

ら検討を開始して、オープンが令和９年だとい

うふうなことで、約10年かかるというふうな、

このことも市民の皆さんにはっきり伝えておか

ないといけないということで、今申し上げてい
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るところであります。 

  建物でも、御存じのとおり計画、土地を選び、

基本設計と実施設計やって、建物を建てるまで

４年から５年かかると。道の駅というのは、場

所あるいは経済性、持続可能な、どのような形

が一番いいのかというふうなことが一番求めら

れると。議員のおっしゃるとおり、いかに持続

可能な道の駅にするかということを十二分に検

討し、慎重には慎重を重ねないと、はい見切り

発車というわけにいかないということを、ぜひ

御理解賜りたいなというふうに思っています。 

  とにかく、道路というものの難しさというの

は、どこに造るかということ、新たな建物を造

るか、造らないかによって、そのそれの情勢が、

また広域で私が理事長をしているわけですけれ

ども、物を一つを決めるのに、大体2,000万、

3,000万円の単位であっても、新たな事業を起

こす場合には丸々１年の協議が要ると。月１回

の話合いしかできませんので、理事長決定と、

理事会決定となりますので、月１回の話合い。

ですから、事務局会議からそれが上がっていっ

たとしても、もう一回差戻しというふうなこと

で、今回の消防署を建てることに対しても７年

かかっているというような状況であります。そ

んなことを踏まえますと、みんなで話し合うと

いうことは、利点もありますけれども、負担の

利点もありますけれども、決定まで多くの時間

もかかるということも、ぜひ御理解賜りたいな

というふうに思っております。 

  インターチェンジ付近において地域の活性化

を願いたいというふうなことは、本当に願いと

しては十二分に分かるわけでありますけれども、

私は各町村の町村長に、自前の道の駅を造って

ほしいというふうなことを常に申し上げており

ます。やはり、自分のところに来なくて、あそ

この十字路で終わってしまっていいのですかと、

自分のところにそうしたら、あそこに行ってし

まったら、自分のところに来なかったという問

題が起きませんかと、こういう議論も必要だと

いうふうに考えております。 

  また、町村に行きますと、市長、道の駅造っ

てくれと。何のためにと、朝市がしたいのでと。

朝市がしたいので造ってくれということと、道

の駅、どんなに考え方が格差があるかと。朝市

をする方々が、そこに来るお客さんに売りたい

ということであれば、単なる広場でいいわけで

ありますので、だとすればどうするのかといっ

たことも議論になってくるというふうな、大変

議員おっしゃるとおり、様々な思いがあります

ので、どこで妥協し、どこで結論を出すかとい

うことを、今入り口、出口を考えているんだと

いうことを、ぜひ御理解いただければなという

ふうに思っております。 

  エコロジーガーデンにつきましては、登録文

化財ということを先ほど申し上げましたが、今

後とも文化庁の補助金をもらいながら、修復し

ながら使えるだろうというふうなことの観点で

多くの利用者に来てもらいたい。北側のところ

についても、オートキャンプ場やソロキャンプ

場、それから遠足村、それから子供のビオトー

プ、あるいはアニマルステージなども計画の中

にありますので、なるべく早く実現していきた

いというふうに思っているところであります。 

  そういう意味で、今後ともますますインター

チェンジ付近につきまして、あるいはエコロジ

ーについて、なぜ２つ造るのかというふうに言

われますと、私はもうさきに言ったように、も

う既に新庄駅にあるんだということから私はス

タートしているんです。ですから、新庄駅にあ

るということは、150万人利用する。造ったと

きに、市民の皆さんは何を、新幹線が来たらこ

んなに潤うだろう、人がどんどん降りてくるだ

ろう、何々するだろうという期待の下に、しか

し20年たってシャッター通りになっていったと。

前の総合支庁長さんから言われました。市長大

変だねと、駅の検証をし終わりましたかと。あ
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れだけのゆめりあという大きな建物が、県と一

緒にやった建物が、もう一つ造りますの前に、

駅をどう活用するかという検証をしましたかと

いうアドバイスを受けたものであります。確か

にそういうことで、今は鉄道ギャラリーという

ふうな形で、子供たち、家族でいっぱい来てい

ただいているわけですけれども、どういうふう

に利用するか、利用次第、あるいは駅長次第で

全てが変わるんだということは御存じのとおり

だと思います。造ることが目的ではなく、それ

を活用する人たちが、そこになるトップの駅長

による意識と、それがなければもう、最後はも

うむなしいものになってしまうということは御

存じのとおりだというふうに思います。 

  今後とも、まだまだ緒に就いたばかりであり

ますので、御意見をいただきながら、その参画

の中で様々な検討できることを議論させていた

だければ大変ありがたいなというふうに思って

います。行政を預かる側としては、やはり最低

の投資で最大の効果を出したいというふうに思

っておりますので、そのことをぜひ御理解いた

だきたいなというふうに思っております。 

  なかなか答えにならないような形かもしれま

せんけれども、先ほど鈴木市議にもお答えしま

したが、もう一つは人口減少ということが大き

く、10年後の想定したときも、新庄市が郡部を

超えるような人口になっていると予想されると。

全国でも、どんどんと人口減少になると、さら

には車も自動化になってくるというふうなこと

で、今大きな道路における課題は、働き方改革

であります。運転士さんの中継地点をどうする

かと、こういう話も話題にしたいところではあ

りますけれども、様々な意見がもう錯綜してお

りますので、一つ一つ積み重ねて形をつくらな

いと、次のものはまたお話はできないという状

況も、ぜひ御理解賜りたいというふうに思いま

す。様々御意見、注文あるかと思いますが、そ

れはまた意見の中で聞かせていただきまして、

今後反映できるものは反映させていただきたい

なというふうに思っています。 

  あとの答弁につきましては、教育委員会のほ

うにさせますので、よろしくお願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、地域を担う人づくり、

学校教育における連携についてお答えします。 

  本市では、義務教育期間における教育目標と

して、令和３年度に、教育、学術及び文化の振

興に関する総合的な施策の大綱として新庄市教

育大綱を策定いたしました。この教育大綱につ

いては、第５次新庄市総合計画の教育部門を教

育大綱に代えることと決定し、総合計画と一体

となってまちづくりの柱である「いのち輝き学

びあうまち」を目指し、取り組んでいるところ

であります。 

  児童生徒が変化する社会を主体的に生き抜く

ことができるよう、生きる力を育んでいく教育、

そして地域に根差した学校づくりを展開し、小

さいうちから様々な実体験を通じて地域に関わ

ることで、自分の育った地域を誇りに思い、地

域のために力を尽くすことのできる新庄への愛

着が生まれる教育を今後も進めてまいります。 

  人材育成に関しては、発達段階に応じて身に

つけたい力、人物像を掲げて、日々の保育、小

中高の教育の中で人づくりを進めております。

また、市において幼・保・小学校の職員が合同

研修を行い、情報交換を実施したり、幼稚園・

保育所の園児が小学校に入学しても安心して生

活できるような取組を行っております。そして、

小中一貫教育での取組、また中学校・高校の校

長会では、生徒の学力向上、地域で活躍する人

材育成を目的に、中高連携の最上っ子づくりに

取り組んでおります。 

  このように、幼稚園・保育所から高校までの

各関係教育機関において連携、情報交換し、切

れ目のない教育活動を進めております。その上
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で、教育とまちづくりが連携し、次代を担う人

材の育成に努めてまいります。 

  次に、地域学校協働活動推進員の配置と運用、

育成についての御質問にお答えします。 

  地域学校協働活動推進員につきましては、現

在５名を配置しており、中学校区単位での担当

制を取り、活動を展開しております。各推進員

が、それぞれの学校を随時訪問して小まめに打

合せを行うことで、地域学校協働活動に関する

学校のニーズを把握しながら、そのニーズに基

づいた地域学校協働活動のコーディネートを展

開しております。また、５名のうち１名につい

ては、市内全校を定期的に訪問しながら全ての

学校の状況を把握し、担当の推進員と情報を共

有しながら、チームとして学校との連携を深め

ているところであります。 

  地域学校協働活動推進員の育成に関しまして

は、これまでも推進会議を重ね、研修会等など

にも参加するなどして、お互いのスキルアップ

を図ってきておりますが、今後も県等が主催す

る養成講座や出前講座などを積極的に活用して

いきたいと考えております。 

  なお、推進員の皆さんには、それぞれが別の

職業に就きながら、この事業に理解を示して協

力いただいていることもあり、御指摘の各学校

への常駐は、現在の体制では難しい状況であり

ますが、学校を核とした地域づくり、人づくり

を目指し、引き続き地域と学校の協働の取組を

推進してまいりたいと考えております。 

  最後に、新庄北高等学校と新庄南高等学校が

合併し、新高校が開校することにおける市の関

わりについてお答えします。 

  令和８年度開校予定の新高校につきましては、

本市より総合政策課長と学校教育課長が、新庄

新高校開校整備委員会に委員として出席してお

ります。委員会におきましては、新高校の教育

計画や施設設備、開校に向けたスケジュールな

どについて検討しております。また、同時に令

和６年度より新庄神室産業高等学校に商業に関

する学科が設置される新庄神室産業高校整備委

員会にも委員として出席しております。 

  これまでの学校と地域のつながりからも、新

庄北高・南校の合併による新高校の開校、新庄

神室産業高等学校に商業に関する学科設置につ

いては、議員御指摘のとおり、地域を担う人材

育成の観点からも非常に期待を寄せているとこ

ろでありますので、開校整備委員会におきまし

ては、小学生が憧れる、そして保護者が子供を

入学させたいと思う、また地域の人々が誇れる

特色ある学校づくり、魅力ある学校づくりをお

願いしているところであります。 

  この特色や魅力の一つとして、地域との連携、

協働が期待されます。本市においては、高校生

が新庄まつりや地域ボランティアに主体的に参

加したり、新庄神室産業高等学校の生徒が小学

校に出向き、地元の伝承野菜の栽培を一緒に行

うなど、高校生が地域や学校と関わる活動が、

現在も様々な場面において見受けられます。今

後、高校生が地域課題の解決に探究的に取り組

み、地域との連携や協働を進めていく活動は、

将来的に地域を支える人材育成につながってま

いりますので、地域との連携、協働を今後も強

く要望してまいります。 

  そして、新庄神室産業高等学校におきまして

は、農林専門職大学の開校に伴い、農業分野を

中心とした効果的な連携が期待されております。

このことについても、整備委員会の場で要望し

てまいります。 

  一方で、最近の市内の公立学校の受験者数を

見ますと、大きく数を減らしている状況があり

ます。先ほど申し上げました特色ある学校づく

り、魅力ある学校づくりのほかに、中学生に対

する新高校のアピールを積極的に効果的に行っ

ていくことも重要であります。このことにつき

ましても、危機感を持って取り組んでいくよう

強く要望しているところでございます。 
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  以上であります。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  新庄インターチェンジ付近の道の駅について

再質問させていただきます。 

  やはり、道の駅にどのような機能を持たせる

か、町村、経済界、これから詰めていかなけれ

ばならないことが多数ありまして、それぞれ思

惑も違っていることだと思います。特に、その

取付道路などに関しては、工事費も大きく関係

してくるということで、現在では費用面、積算

はできないということをお聞きしました。 

  ただ、その計画から設置まで10年ぐらい、最

短でも７年、10年ぐらいかかるというお話でし

たが、このスピード感といいますか、道の駅が

高規格道路がつながって、これから７年、10年

かかるのは分かるんですけれども、その設置ま

でのスピードというものもやはり必要かなと考

えております。その辺は、何といいましょうか、

政治というところもあったり、私も初めての議

員で、どのようなもので、このようなその話合

いがまとまっていくのかというのは、それぞれ

の皆さんが同じような方向を向いて、一致団結

してやっていかなければなかなか難しいとは思

うんですけれども、その設置までのスピード感

ということで、どのようにこの協議、止まって

いる協議を早めていくのかということで再質問

させていただければと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 インターチェンジ付近道

の駅の協議のスピードアップというふうなこと

も思われての御発言かと思っております。 

  実際に協議の場におきまして、実際協議をさ

せていただいておりますけれども、発足からこ

れまで実際には３回ほどの検討会というふうな

ことで、なかなかそのスピード感というのが表

れてこないというところも実情かというふうに

は思っております。 

  実際に、その検討会に諮るまでの必要な資料

の取りまとめというふうなものは、事務局とし

て我々新庄市としての事務局と、作業部会とし

て各市町村、あと関係団体の代表の方、首長で

はない課長レベルの方々との協議というふうな

ものもさせていただいております。実際には、

その辺の資料の取りまとめ、また方向性の確認

というふうなことで、必要な資料の取りまとめ

が必要になるというふうなことでありますけれ

ども、今回の３回目の協議の中でも、委員の意

見の方向性から、改めてその再検討が必要だと

いうふうなことで、フィードバックするような

場面もあるというふうなこともございます。事

務局といたしましては、その辺協議に諮れる資

料をできるだけ早く取りまとめた上で検討会に

諮られるように、準備を迅速に進めるというふ

うなことは心がけながら、必要な資料を判断で

きるようなものとしての取りまとめを急ぐとい

うふうなことが大前提かなというふうに考えて

おります。 

  その後の検討のスピードというふうなことに

なりますと、それぞれの首長さん方が、それぞ

れの議会へ持ち帰っていただいて、議会の中で

御検討いただいて判断をいただくというふうな

ことも、期間として必要な時間だというふうな

ことはあるかと思われますので、その辺も単独

で進める事業以上に時間がかかるというふうな

ことは御理解いただければというふうに考えて

いるところですので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 
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  なかなか前に進まないということで、私も行

政職員でしたので、資料等の取りまとめ、あと

は作業部会ということで各市町村の課長さん方、

あとはその委員の皆様の、機関のその職員の皆

様との話合いというものがなかなか進まないと

いうか、その時点でいろんな思いがあるという

のは十分承知しております。 

  ただ、それでも、その道の駅、インターチェ

ンジ付近の道の駅に対する、経済的なその発展

のために必要だと思っている方々も多いという

のは、今回の選挙を通じてでも、市民の方々と

いろいろお話をしている中でも多々あります。

そのような中で、予算の規模に対しては持続可

能なということを言っておりますが、ただスピ

ード感を持って、建てる方向で検討しているの

であれば、スピード感を持って対応していただ

きたいと考えております。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 検討会の進め方について、

改めてスピード感を持って進めてほしいという

ふうなことで御意見いただきました。事務局と

いたしましても、できるだけ迅速な会の運営と

いうか進め方について、進めていきたいと考え

ております。ただ、今現在、国土交通省への検

討の期間というふうなことで、現在その回答が

出るまでいかんとも進められない状況だという

ことも御理解いただきながら、よろしくお願い

したいと思います。できるだけ迅速に進められ

るように、事務局として動きたいと考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  次に、教育問題ということで、総合計画、地

方創生に関する人材育成と、その学校教育での

取組における連携というところで、先ほどの１

番目に申しました、地域を担う人づくりと、学

校教育における取組について再質問させていた

だければと思います。 

  先ほどの答弁の中で、高校、中学校の校長先

生との会議なり、また教育目標、教育大綱とい

うことで、総合計画の一部から連携しているん

だというお話もありました。全国を見渡せば、

教育に力を入れている県、市、多くあります。

それだけ教育に関して関心が集まっている時代

だと思います。変化の激しい時代の中で、教育

に求められることということで、その中でも工

夫を凝らして、予算と人材確保をそれぞれの県、

市で行っております。 

  平成27年度に、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律ということ

が施行されてから、教育委員会と首長の連携強

化が図られたと思っております。私は、これが

追い風となり、市長部局も積極的に関与できる

ということで、予算面においても交付金など工

夫をしながら、積極的に獲得していく好機にな

ったと私自身は考えております。内容の要旨と

しましては、教育委員会の予算がなかなか少な

いというのは、行政部局にいると常々、鉛筆１

本、何を買うにもお金がないということを言わ

れているその教育の部門で、ほかのところから

その予算を持ってこられる機会になったと私は

思っております。この点について、どのように

お考えでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 まちづくりの総合計画の

観点で、教育部門のほうにもそういう市長部局

の地方創生の予算というふうなものが活用可能

なのではないかといったところの御質問ですけ

れども、ちょっと私のほうも勉強不足でござい

まして、そのまちづくり関係の地方創生の予算

が、教育部門のどういった事業に活用できるの

かというふうな部分につきましては、ちょっと
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そういう該当する部分というのはまだ勉強して

いないところで大変申し訳ないんですけれども、

まずは教育部門のほうで、そういう人材育成を

する上で、どういった取組がまずやりたいのか

というふうな部分、教育委員会のほうでまずあ

った中で、活用できるものについては、何とい

うんでしょうか、その教育部門と市長部局の横

断に限らず、活用できる財源につきましては県

なり国の交付金、補助金等、それぞれ職員が活

用できるかどうかというものを常に検討してや

っておりますので、そういった部分、今後教育

の子供たちを育てる上の人材育成で、そういう

地方創生の予算、活用できるのであれば、そう

いった部分を積極的に活用してまいりたいと思

っております。 

  以上でございます。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 私のほうからも補足させ

ていただきます。 

  今、総合政策課長からありましたとおり、そ

ういった予算等につきましても、まちづくりの

ほうと教育のほうと連携してという部分、進め

ているところでございます。そういった中で、

学校教育として何ができるかというふうな部分

におきましては、先ほど教育長の回答にもござ

いましたが、「いのち輝き学びあうまち」とい

う大きな柱の下に、各小学校・中学校課程にお

きましては、その様々な教育の一つとして、地

域に根差した学校づくりというものがございま

す。そういった中で、ふるさと学習ということ

で、先ほど来の話にもあるとおり、地域学校協

働本部等も含めながら、いろいろとやっている

ところでございますけれども、そういったもの

が、やはり小中で終わらずに高校まで地域に根

づいた学校づくりというものが行われていかな

いと、将来の次代を担う人材育成までつながら

ないと考えております。 

  議員のほかの質問とも関わってまいりますが、

やはりそういった意味の部分におきましても、

高校側のほうに、新高校におきましても、そう

いう地域の中で、高校生が地域の課題に探究的

に取り組んでいけるような、そういったふうな

特色を持っていただくことが、やはり市として

一貫性のある人材育成にもつながってまいると

思いますので、今後も高校側とのそういった連

携をしっかりと取ってまいりたいなと思います。

そういった中で、必要な部分については、まち

づくりのほうと積極的に連携しながらやってま

いりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  やっぱり、なかなかその縦割り行政となりま

すと、その教育は教育、まちづくり、地方創生

は地方創生ということになってきますけれども、

やはり工夫次第で縦割りを突破して、横で予算

措置なり支援を総合的に見ていくということは、

ほかの市町村でも全国の市町村でも、やはり職

員の皆様の創意工夫、あとアイデアというとこ

ろで頑張って工夫してやっぱり取っているんだ

なというところがありますので、ぜひその点、

何ができるかというところを見ていただければ

なと思います。 

  ちょっと私の質問がまずかったんですけれど

も、やはり何をするかというところで、それを

するための財源が少ないというのを、じゃあど

うするかという工夫が生まれますので、財源あ

りきとか地方創生交付金、今はちょっとデジ田

交付金に名前変わりましたけれども、そういう

ところから引っ張ってくるというのはちょっと

本末転倒というか、順序が逆だったなと思い反

省しております。 

  先ほどのその話の中で、産業高校、これも高
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校の話でちょっと申し訳ないんですけれども、

産業高校と、あとこれからできる専門職大学、

農林大学校も含めてですけれども、もし仮にそ

こで連携をして、町、地域の中で何か物を作る、

そういう農業ということであれば加工品とかお

土産とかというようなものを、もし何か作りた

いといったときに、その予算は、ではそれをど

こから持ってくるかといったときに、経産省と

か、それこそ総務省とか、あとは人材派遣とい

うことで国から人材を持ってくる、またはその

地域おこし協力隊など、やっぱり様々なところ

で、学校教育を側面から支援するその予算の獲

得とか、そういうことができると考えておりま

すので、ぜひその辺は連携していただいて、教

育に厚みを与えていただければありがたいなと

思っております。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいま議員から御指摘、

お話がございました。県の高校の話でございま

すので、まずは県のほうの事業という形にはな

ってまいりますが、やはりそういった、現在神

室産業高等学校の整備委員会にも参加させてい

ただきながら、そういう学校と行政また地域や

産業との共同体的なコンソーシアムのようなも

のが確立されていくというものは、やはり子供、

中学校とか、そういった義務教育におきまして

も期待されたり、またはそういう可能性が十分

あるものだなというふうに考えております。ぜ

ひ、そういった部分も含めまして、いろいろと

今後も勉強しながら検討してまいりたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 特に、神室産業高校に今回商業

科が行くことで話題になったのが、農工商が一

体になるこんな高校が、なかなか珍しいんじゃ

ないかというか、これこそ６次産業化のいろん

なものができるんじゃないかというふうな話ま

で、このことが新高校のいろんな教育内容を考

える上で話題になったこともございました。そ

れを実際、今度は農林大学校、専門職大学も含

めて、一緒に事業だって何かいろいろやるとき

に、その事業をやるときの経費とかなんかいろ

いろある、いろいろな問題点があるときに、そ

れに行政なりあと予算、いろんな予算を、地方

創生からも含めて考えていけば、その周りの広

がりが出ていくだろうということで、そういう

情報はこれからも市としてできる情報提供とか、

それから県やそこのところでも考えられること

は、こういうこともあるんじゃないかというふ

うなことの要望とか御意見なんかも申し上げる

ことは、これからできるのではないのかなとい

うふうに思います。 

  そんなことも含めて、先ほど坂本議員のほう

からいろいろ御提案ありましたけれども、いろ

いろ今地元大学とか、そういうふうなことも含

めて、いろいろ青年層が地域づくりに関わった

り、地域のことをいろいろ考えている、そうい

うことに、我々が、行政が何かこう支援できる

こと、そのことは何なのかということをいろい

ろ考えながらアドバイスし、物的面、それから

情報の相談役とかいろんなこともできると思い

ますので、そういうこともできる範囲で関わっ

ていければいいかなというふうなことを思って

いるところであります。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎さん。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。力強いお言葉をいただきました。 

  やはり、これからの時代、創意工夫の時代で、

どこからお金を持ってくるか、生徒がその教育

面で魅力ある学校というものをつくっていくこ

とが大事だなと思っていますので、ぜひ私も勉

強していきますので、共に学んで、いい学校、
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いい教育にしていければなと思っております。 

  県立高校なんですけれども、やっぱり所管と

いうものが、県立というだけあって県の、何と

いうんですか、県が会議等も主催して、そこに

市から行って意見を述べて、それを県のほうが

どこまで酌み取るかという問題が出てくるかと

思います。その市としての関与というのが限定

的だというものは、私も大前提で理解した上で

申し上げております。 

  ただ、それでもこのままでは、この地域を担

う人材が先細るという危機感がひしひしとあり

ます。それは、昨年私、新庄北校のＰＴＡ会長

をさせていただきまして、１年で終わったんで

すけれども、最初に娘が入った３年前の３年生

の卒業式、３年生を見ていたんですけれども、

そこは約200人程度おりました。200人若干欠け

ていたと思うんですけれども、それが今年はも

う107人ということで、なかなか思っている以

上に人は減っています。少子化以上に、ほかの

魅力的な学校があるので、そちらのほうに流れ

ていると。山形の東西南北は、人数が多分変わ

っていないというところで、人口減少と、魅力

がほかのところがあるということで、入学者が

減っていると私は思っております。 

  そこで、ただ単に県のほうの会議で、新庄の

その思いといいますか、こういうことにしたい

というのを酌み取ってくれるか分からない会議

で言うのではなく、新庄だったらこういうこと

ができる、こういうことをしたいというので、

だったら県のほうでも、何というんですかね、

協力をいただきたいというか、こういうところ

で支援をいただきたいという言い方に持ってい

くと、また変わってくるのではないかなと私は

思っております。 

  以上、私の質問は終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日13日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後４時４９分 散会 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。欠席通告者

は伊藤健一さんの１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めますが、先ほど

申し上げましたように、本日４番目に一般質問

の予定でありました伊藤健一議員より欠席届が

出ております。そのため、佐藤悦子議員の質問

の順序を繰り上げることにつきまして、御了承

をいただいておりますので、本日４番目に佐藤

悦子議員となります。 

  以上、質問者並びに答弁者の御協力をよろし

くお願いいたします。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

ときは上着を脱いでも構いません。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名です。 

  なお、質問時間は答弁を含めて１人50分以内

といたします。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

田中 功議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 最初に、田中 功さん。 

   （６番田中 功議員登壇） 

６ 番（田中 功議員） おはようございます。 

  議席番号６、共に創る市民の会、田中 功で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  このたび、多くの市民の方々の御支援をいた

だきまして、初当選をさせていただきました。

投票いただいた方々からの熱い期待、多くの期

待を寄せられていることと思い、身の引き締ま

る思いをしております。市民の目線で議員活動

を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  それでは、発言通告書に基づきまして一般質

問をさせていただきます。発言項目については

４項目でございます。 

  まず初めに、農業委員会の法の解釈の誤りに

よる手続ミスについてでございます。 

  昨年６月24日付の山形新聞で報道のあった、

「農業委員会での解釈の誤り、市民が費用負

担」という見出しと８月27日付の「新庄市農業

委員会の手続ミス」という見出しで問題が表面

化いたしましたが、この事業は農業経営基盤強

化促進法という法律に基づき、効率的な農業の

推進を目的に農地の集積を図るため、行政体が

農用地利用集積計画書を作成し、売買や使用貸

借を含め土地の異動を図るものです。 

  １つ目、法解釈の誤りとはどのような誤りだ

ったのかお伺いします。 

  ２つ目、報道の中で「昭和56年度まで遡り、

補償を行う」としておりましたが、請求の時効

とか、時効は成立しないのでしょうか。 

  ３つ目、昭和56年度以降、この事業に関する

件数など、どの程度かお聞きいたします。 

  ４つ目、この件数のうち、今回の補償対象件

数と併せて補償額をお伺いいたします。 

  ５番目、件数の把握方法と現在までの補償実

績をお伺いいたします。 

  ６番目、法律では「申出があった場合、行う

ことができる」と記されておりますが、行政上、

その周知は行ってきたのか否かお伺いいたしま

す。 
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  ７番目ですが、これまで長く放置されてきた

原因は何だったのかお伺いいたします。また、

これまでの間、行政側が行わなければならない

ことを指摘されていたと思いますが、なぜ改善

されなかったのでしょうか、お伺いいたします。 

  次に、この件の責任問題についてお伺いいた

します。 

  １つ目、この法律からいくと「嘱託登記を行

うことができる」とありますが、嘱託登記とは

どのようなことかお伺いいたします。 

  ２つ目、嘱託登記となれば、嘱託者は誰にな

るのか伺いたいと思います。 

  次に、２番目ですが、農業の現状とこれから

についてでございます。 

  農業後継者不足と農業者の高齢化に対し、新

庄市がこれまで取ってきた取組と今後の取組を

お伺いいたします。 

  農業後継者や農業者の不足は農業所得の低さ

にあると考えますが、その環境を改善するには

どのようなことを行えばよいか、どのようなお

考えがあるかお伺いしたいと思います。 

  また、小中規模農家でもやる気のある農業者

を担い手として位置づけ、農業の維持を図る必

要があると考えますが、いかがでしょうか。 

  次、３番目でございますが、農業資材の高騰

に対する農家支援施策についてでございます。 

  コロナの経過やウクライナ戦争など社会情勢

の影響により、肥料、農薬、資材が軒並み高騰

しております。肥料にあっては昨年比２倍にな

っているものも出ておりますが、このことが農

業経営を圧迫し、農業をやめる農家も出てくる

可能性がございます。 

  国や県でも支援措置を取っておりますけれど

も、新庄市として、国や県の施策に併せて独自

の施策の考えはないかお伺いいたします。地域

農業を守っていく観点から、てこ入れを行うべ

きと考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、新工業団地基本計画についてでござい

ます。 

  横根山工業団地付近に新工業団地基本計画が

示され、現在、調査設計を進めております。そ

の進捗状況と今後の計画見通しについてお伺い

いたします。具体的に、実施計画や予算規模に

ついてもお伺いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、田中市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  農業委員会の法解釈の誤りによる手続ミスに

つきましては、農業委員会より答弁いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

  次に、農業の現状とこれからについて、農業

後継者の不足についてという御質問であります

が、初めに農業後継者不足に対する取組につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

  全国的に農業従事者の高齢化、後継者不足が

進展していることから、本市においても、地域

農業を担う人材の確保、育成は喫緊の課題であ

ると認識しており、第５次総合計画に意欲ある

農業者の育成、確保を施策として掲げて取り組

んできたところであります。 

  今年度の主な取組といたしまして、担い手総

合支援対策事業により、新規就農者の早期の経

営安定化から経営改善、発展段階までの一貫し

た支援を行うこととしております。 

  事業の内容といたしましては、新規就農者経

営開始資金として現在８経営体が支援を受けて

おります。これは、新たに農業経営を営もうと

する認定新規就農者を対象として、経営開始時

の早期の経営確立を支援する資金を最大３年間

の交付を受けることができるものであります。 

  また、県の事業である山形県元気な地域農業

担い手育成支援事業においても、認定新規就農

者の初期投資、農業機械の導入に対して補助を
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行っております。 

  また、市の単独事業といたしまして、新規就

農支援事業費補助金により、認定新規就農者が

農地中間管理機構から借り受けた農地の賃借料

や農業用機械等の導入について支援を行ってお

ります。 

  今年度の新たな取組といたしましては、４月

から地域おこし協力隊１名が着任し、移住就農

推進事業として、新規就農に必要な知識、技術

を習得するための実践研修に取り組んでおり、

将来的には市内で就農することを目標として活

動を行っております。 

  今後とも新規就農者が地域農業の担い手とし

て活躍できるよう市としてもしっかり支援をし

てまいりたいと思います。 

  先週、山形県におきまして、市町村長・議長

会議で説明が県からありました。農業者、就農

者が昨年度たしか380名弱ぐらい、380名程度と

いう報告がありましたが、一方で離農者が

1,000名を超えているということで、会場にい

た首長、議長が一斉に驚きの声。確かに県ある

いは市町村でそれぞれの支援を行いながら就農

環境を整えてきているわけですが、実際には

1,000名以上の方が離農していると。この環境

をどう考えていくべきかということは大きな課

題の一つであると我々も思っているところであ

ります。 

  次に、農業資材の高騰に対する農家支援につ

いての御質問でありますが、農業資材の高騰に

つきましては、穀物需要の増加やエネルギー価

格の上昇に加えて、ロシアによるウクライナ侵

攻等の影響により化学肥料原料及び飼料原料価

格が大幅に上昇したことに伴い、農業関係資材

が急騰して高止まりしている状況となっている

ものであります。 

  このため、農業経営の影響を緩和するため、

様々な支援を実施しております。 

  肥料高騰に対する支援につきましては、昨年

度、国として肥料価格高騰対策事業で高騰分の

７割の支援を行い、県は高騰分の1.5割を国事

業と併せて支援を行ったところであります。 

  市独自の支援といたしましては、農業生産資

材高騰対策事業で肥料価格の高騰に対し、主食

米等については10アール当たり2,000円、転作

作物等については10アール当たり1,000円を合

わせて766戸の農家に対し総額6,464万円を支援

いたしました。 

  また、畜産関係では、配合飼料価格高騰対策

支援事業により、飼料価格の高騰に対して、国

及び県での支援では賄い切れない部分について、

70戸の農家を対象に総額847万円の支援を行っ

たものであります。今年度につきましては、畜

産関係の生産コストの増加に対応するため、生

産資材等の高騰に対しての支援を行いたいと考

えております。 

  今後につきましても、物価高騰の状況及び

国・県の支援の動向を注視しながら支援施策に

取り組んでまいります。 

  次に、新工業用地整備の進捗状況についての

御質問でありますが、現在、本市における工業

用地の状況につきましては、市内にある２つの

工業団地のうち新庄横根山工業団地が平成２年

に分譲が完了し、もう一つの新庄中核工業団地

についても昨年度に分譲を完了しております。 

  こうした現状を踏まえ、新たな企業進出や既

存企業の拡張による一層の産業集積、そして集

積効果による多様な雇用機会の創出を図ってい

くため、令和３年度に基本方針、令和４年度に

基本計画を策定し、新たな工業用地を整備して

いくことといたしました。 

  この基本計画では、地質調査や測量の結果に

基づいて基本整備計画を策定し、その後、用地

買収、実施設計、造成工事を経て、令和８年度

の分譲開始を目指すこととしております。 

  今年度においては、地質調査、地形・用地測

量、基本整備計画策定、不動産鑑定の各事業の
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実施を予定しており、現在は当該予定事業のう

ち、地質調査と航空測量、基本整備計画の策定

を市内業者に業務委託し、本年３月より事業着

手しております。 

  基本整備計画では、整備予定地の条件整備を

行った上で複数パターンの土地利用計画を作成

して検討を行うこととしておりますので、当該

土地利用計画案が作成された段階でその内容を

議員の皆さんに提示させていただきたいと考え

ております。 

  前回の議会におきまして「新たな工業団地に

企業誘致が可能か」というお話をいただきまし

たが、今、世の中が非常にいろいろな形で動き

出している中で、「新庄市に土地があります

か」あるいは「空き工場がありますか」という

問合せがあります。それに対して新庄市で今答

えられるのは、人材を補給することがなかなか

難しいと。様々な形で、中学校、高校生への地

元企業の紹介などを繰り返しやりながらも、な

かなか地元就職、また工業団地においても採用

していただいておりますが、その全体数が少な

いということで、非常に苦慮しているところで

あります。 

  企業誘致に関し、様々な企業、長野県等に行

ってまいりましたが、「工場を拡張したいが、

人がいるか」ということが第１番目に言われる

というところであります。 

  新たにつくる工業団地においてはどのような

工場を想定するのかということでありますが、

いろいろな方々と相談させていただいておりま

して、カーボンニュートラルという形のＣＯ２

削減の動きがこれから大変大きくなるというこ

と、そしてＥＶから水素エネルギーに変わると

いう関係の企業が動き出している、官民一体で

14兆円の仕事がこれから動き出す、そういうこ

とにターゲットを絞りながら、研究室もろとも

誘致するという考え方はどうだろうというアド

バイスもいただいているところであります。 

  また、近隣の工業団地の拡張に合わせた土地

の提供ということも考えられますので、今後

様々な企業誘致あるいは手だてを考えてまいり

たいと思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

浅沼玲子農業委員会会長 議長、浅沼玲子。 

佐藤卓也議長 農業委員会会長浅沼玲子さん。 

浅沼玲子農業委員会会長 それでは、私から、田

中市議の農業委員会における事務手続の御質問

にお答えいたします。 

  初めに、経緯でございますが、本市農業委員

会が事務を進めております農業経営基盤強化促

進法による農用地の利用権設定等促進事業に係

る所有権の移転手続に関しまして、昨年５月に

手続をされていた市民の方より事務処理に対す

る御指摘を受け、改めて関係法令等を確認しま

したところ、嘱託登記に係る経費負担の取扱い

が不適切であったことが判明いたしました。 

  内容といたしましては、農業委員会が事務委

任を受けております所有権移転の登記を嘱託す

るに当たり、申請事務を司法書士へ委任してお

りましたが、報酬に関する取決めがなかったこ

とから、長年にわたり、農業者の方が司法書士

に報酬を支払う形で登記事務が行われておりま

した。 

  この件につきましては、農業関係者へ「農業

だより」にておわびと事態の内容をお知らせさ

せていただくとともに、議会へも状況を説明さ

せていただき、昨年９月定例会におきまして、

農業者が司法書士へ支払った所有権移転登記報

酬の相当額を支払うための補償金に関する補正

予算を御可決いただいたところであります。 

  次に、補償金の支払い状況についてでありま

すが、予算措置後の10月に、該当される530名

の方に対しましておわびと補償金の支払いにつ

いての御案内をさせていただき、全員の方に総

額で2,678万7,938円のお支払いを令和４年度内

に完了しております。 
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  このたびの事務の執行において、制度の取扱

い等に対する理解が不足していたことにより、

多くの農業者及び関係者の皆様に多大なる御迷

惑をおかけしましたことに改めて心よりおわび

申し上げますとともに、職員一同、今後より一

層適正な事務の執行に努めてまいりたいと考え

ております。 

  私からの答弁は以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） それでは、再質問をさ

せていただきます。 

  まず初めに、１番のただいま農業委員会の会

長から御説明のありました経過と金額等ですけ

れども、昭和56年度まで遡り、補償を行うとな

った経緯を改めてお伺いし、請求の時効などが

成立しないのかお伺いしたいと思います。 

  それから、その当時、件数として何件の把握

があって、関係者が何件だったのか、ただいま

の話は530名の関係者に2,670万円ほどの金を支

払ったという説明でございましたけれども、件

数と関係者、補償金額を改めてお伺いします。 

  それから、現在のところ全ての方々にお支払

いができたという御発言がありましたけれども、

いつの段階で終わったのか、どういう方法で終

わらせたのかをお伺いいたします。 

  あわせて、その中で一番多い方、件数と金額

の多い方、上位５名ほど、できましたらお知ら

せをいただきたいと思います。名前は結構です。 

  法律では「申出があった場合に行うことがで

きる」と記載されておりますが、行政上、その

周知が必要かと思います。農家の方々がその法

律を理解し、申出ができますよという認識は無

理だと思うんですね、現実的に。行政側でこう

いうことができますよという御案内があってし

かるべきだと思いますけれども、その点、お答

えをいただきたいと思います。 

  それから、これまでの間、行政側に対して、

こんなことができますよという多分指摘があっ

たと思いますが、その認知と、その後の対応で

すね、お伺いしたいと思います。 

  あわせて、この法律からいきますと、ただい

ま会長も言いましたように、嘱託登記を行うこ

とができるという法律内容になっていますけれ

ども、嘱託登記とはどのようなことか、再度お

伺いいたします。嘱託登記となれば、嘱託者が

誰になるのかお伺いします。お願いします。 

叶内敏彦農業委員会事務局長 議長、叶内敏彦。 

佐藤卓也議長 農業委員会事務局長叶内敏彦さん。 

叶内敏彦農業委員会事務局長 先ほど会長からも

ありましたけれども、このたび農業委員会にお

ける事務処理に関しまして農業者はじめ多くの

皆様に御迷惑をおかけしたこと、改めておわび

申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

  今後の業務に当たりましては、法令等の趣旨、

手続につきまして確認を十二分に行い、より一

層適切な事務の執行に努めてまいりたいと思い

ます。 

  また、このたびの対応につきまして、皆様の

御理解を賜りまして、速やかに補償金の支払い

手続ができましたこと、誠にありがとうござい

ました。 

  それでは、会長の答弁に補足させていただい

た形で御質問にお答えいたします。 

  初めに、請求に関して、昭和56年まで遡った

という経過でございますけれども、このたび長

年にわたり農業者の方が司法書士へ報酬を支払

うという形で進められていた事務処理に対する

対応として、昨年度、農業者が負担した司法書

士への報酬相当額を補償金として支払うことと

し、当該補償金に係る予算を昨年９月定例会に

おいて決定していただき、該当者に対して補償

金をお支払いさせていただいております。 

  対象者につきましては、昭和56年度までの農

業委員会における総会の議案書を基に把握させ

ていただいており、対象者の考えといたしまし
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ては、公平に公的サービスを確保するというこ

とで、事務処理が行われた当初からの皆様を対

象とさせていただいております。 

  次ですけれども、件数の件になります。この

たび対象者として、件数につきましては1,069

件、複数年度にわたる方もおられましたので、

補償金対象者としてお支払いの案内をさせてい

ただいた方は530名となります。 

  補償金総額につきましては、先ほど会長答弁

にありましたとおり2,678万7,938万円となり、

対象となりました530名全員の皆様から御請求

をいただき、令和４年度中の支払いを全て完了

させていただいております。 

  そのほかでございますけれども、特例による

嘱託事務手続、事務局職員が行った件数が５件

ほどございますので、全体につきましては

1,074件と把握しております。 

  その際に、特例による手続について、農業委

員会から農業者の方に対して説明があったかと

いう部分につきましては確認できておりません

でしたが、基盤強化促進法の中では、農用地等

の権利異動を円滑に進めるといった目的を達成

するため、当事者、申請の例外として市町村の

嘱託登記を可能にするという登記令が定められ

ておりますので、そういった趣旨からいたしま

しても、説明の部分で丁寧さを欠いていたので

はないかなという点については反省すべき点か

なと考えております。 

  こちらの部分についてはおわび申し上げるし

かないんですけれども、農業経営基盤強化促進

法による不動産登記に関する特例の取扱いの認

識不足ということで、長く放置された手続だっ

たんですけれども、事務手続が前例踏襲で行わ

れていたものと認識しております。 

  事務手続を事務局職員が行った後にまた従来

の取扱いに戻している経過につきましては、前

例踏襲の中で事務が引き続きされてきた結果、

再び従前の手続になったものと考えられ、こち

らについてもおわび申し上げたいと思います。 

  次に、嘱託登記ということなんですけれども、

嘱託登記に関しましては、官公署、登記所に対

してなんですけれども、一定の内容を登記する

ことを要求する行為とされておりまして、行政

間の関係として登記の嘱託ということで呼ばれ

ております。普通の一般の方であれば登記の申

請という形で呼ばれているんですけれども、市

とかする部分については登記の嘱託ということ

で取り扱われております。 

  その際の嘱託者は誰になるのかということで

ありますけれども、市長が直接行う場合は市長

名となりますが、代理で行う場合については委

任を受けた市長代理人の名前で嘱託登記書の作

成が行われることとなっております。 

  先ほど支払いの件だったと思いますけれども、

５回に分けて支払いされているんですけれども、

最終的に支払いが終了したのが３月15日になっ

ております。 

  件数なんですけれども、上位５人の部分は手

持ち資料がございませんけれども、一番多い人

で27件、額で言いますと71万円を少し超える額

となっております。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） ありがとうございます。 

  何点か追加して質問させてください。 

  大きい方の27件71万円については承知いたし

ました。 

  ５件が嘱託登記という形で行ったということ

を今おっしゃいました。要するに1,074件中

1,069件が今回補償対象者で、５件が既に嘱託

登記を行っているという回答だと思います。 

  公平感から言いますと、その段階、５名の

方々に対しては嘱託登記を行ったわけですから、

その段階で農業委員会では嘱託登記についての

認識があったと思うんですね。あわせて、先ほ
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ども質問しましたけれども、多分、嘱託登記が

できるんだよと、委員会で認識をしておったと

思うんですが、それをなぜやらなかったのかお

伺いいたします。 

  あわせて、今回、嘱託登記は市長名で行うこ

とが一般だと、官公署が請求するんだというお

話でした。 

  市長の代理人が登記申請を行った、その代理

人というのは登記手続を行った司法書士かと認

識しますけれども、そもそも司法書士に委任し

たのは市長じゃないんですか。だから、委任状

を持って司法書士が法務局に持参、それで法務

局で受付ということになろうかと思いますので、

市長名、いわゆる市長が司法書士に委任したと

いう経緯と思われますが、いかがでしょうか。 

叶内敏彦農業委員会事務局長 議長、叶内敏彦。 

佐藤卓也議長 農業委員会事務局長叶内敏彦さん。 

叶内敏彦農業委員会事務局長 特例により職員が

した５件でございますけれども、こちらにつき

ましては農業者の方が制度を御存じであったと

いうことで、申入れがあって処理したというこ

とを職員の聞き取りで確認しております。 

  その際に、実際に経費を負担した方と嘱託登

記によって負担してない方との不公平感があっ

たのではないかという部分に関しては、職員が

行った手続は嘱託登記の手続における一つの手

法として実施したものと認識しておりますけれ

ども、議員おっしゃられるとおり、御負担され

た方につきましては公平な公的なサービスを受

けることができなかったということで理解して

おりますので、そういった公平なサービスの確

保ということも踏まえまして、このたびの補償

金の支払いという対応をさせていただいており

ますので、御理解いただければと思います。 

  あと、委任状の件になりますけれども、農業

経営基盤強化促進法の登記令につきましては、

先ほどおっしゃっていただいたとおり、所有権

を取得した者の請求があるときは市町村が登記

の事務を行うこととなっておりますけれども、

具体的な事務につきましては、農業経営基盤強

化促進法の基本要綱にあるんですけれども、農

業委員会が処理することができるとされており

ます。また、同じ要綱に定められている不動産

登記の特例についての取扱いというのもあるん

ですが、農業委員会が登記の嘱託をするとき、

嘱託書に市町村の登記の嘱託に関する委任状を

添付することとされております。 

  農業委員会においては、事務委任されている

事務手続の中においてですけれども、不動産登

記令上必要となる委任状の交付を受け、登記の

嘱託手続を実施しておりますので、その一連の

事務の中で手続上必要なものとして市長印が押

印された委任状の交付を受けて手続を行ってい

る状況にあります。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） ちょっと時間が押し迫

っていますので、聞き取りにくい部分もあった

んですが、基本的に市長の公印を農業委員会で

預かって押しているということですか、お伺い

します。 

叶内敏彦農業委員会事務局長 議長、叶内敏彦。 

佐藤卓也議長 農業委員会事務局長叶内敏彦さん。 

叶内敏彦農業委員会事務局長 公印につきまして

は、農業委員会の中の決裁を受けて、それを基

に、市長というか、総務課で押印をしていただ

いております。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 了解しました。 

  総務課ではその履歴などについてどのように

公印の扱いをしているのか。当然、この業務は

行政長が行わなければならない業務ですので、

農業委員会が全て行う要件、事務は行うでしょ
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うけれども、最終的な登記となれば新庄市の市

長が行わなければならないという内容になって

いくと思われますが、その点、公印の使用につ

いて、どういう市長の位置づけとなっているの

かお伺いします。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 まず初めに、このたびの農業

委員会での問題につきましては、司法書士との

関係で支払いに対する取決めをしていなかった

ことに起因すると認識しております。 

  そうした事務処理上の誤りということにつき

まして、職員の認識不足、それから公務につい

ての意識が希薄であったという点につきまして

は、関係者の皆様に大変御迷惑をおかけいたし

ました点につきまして、総務課としてもおわび

申し上げたいと思います。申し訳ございません

でした。 

  そして、公印についてでございますが、少し

公印について御説明させていただきます。 

  まず、公印の管守、つまり管理や使用につい

てでございますけれども、こちらにつきまして

は新庄市公印規程によって規定されております。 

  その中で、公印の種類や名称、ひな形、使用

区分等を規定されております。そして、公印の

使用の許可につきましては、押印を必要とする

文書に決裁済みの起案文書を添えて審査を受け

まして、管守責任者の承認を受ける必要があり

ます。公印の使用を承認した場合は、決裁済み

の起案文書に公印を使用したというスタンプを

押す部分があるんですけれども、使用承認印を

押印することとしております。 

  また、公印台帳を備えておりまして、それぞ

れの公印について、間違いはないか、欠けてい

る部分はないかなど、１年に１回照合するとい

うことが義務づけられておりまして、必ず行っ

ているところでございます。 

  公印については以上のような流れですけれど

も、このたびの決裁につきましては農業委員会

事務局長の決裁文書により公印を押していると

いうこととなります。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 農業委員会から議案が

回ってくれば、ほとんど問題なしということで

市長印が押されるという感じを印象として持ち

ましたけれども、時間がない中で、市長の認識

はいかがなのか、この件についての市長の責任

というのは何もないのか、そこら辺、市長にお

伺いしたいと思います。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

佐藤卓也議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 このたびの農業委員会の案件の

責任という部分でございますけれども、制度と

しましては、地方自治法の中の事務委任という

規定に基づいて包括的に農業委員会に委任され

た事項となっております。このため、決裁権に

ついては、それに含む手続も含めて農業委員会

の専権事項となっておりますので、市長部局に

おいての権限はないということになっていると

いうのが現行の制度になっております。そのた

め、この事業全体について、農業委員会の権限

と責任において進めてきた事務であると理解し

ているところであります。 

  ただ、そうはいいましても、農業者の皆様に

結果として、法的には問題はなかったところで

ありますけれども、金銭的な負担をおかけした

ということにつきましては本当に申し訳なく思

っているところであります。 

  この案件が指摘されまして直ちに農業委員会

で過去からの事務の取扱いを精査しまして、９

月議会に予算案を上程させていただいて、可決

後、速やかにお支払いの手続を進めまして、御

理解をお願いしたところでもあります。 

  今後の部分でありますけれども、市役所全体
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の中で事務を見直して、より精度の高いものと

してやっていきたいと考えておりますので、御

理解いただければと思います。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） その点については承知

いたしましたが、この業務についてはそんなに

難しい業務ではないと思うんです。基本的に委

任をしなくても新庄市自体で可能な手続だと私

は認識しております。要するに、職員ができる

内容であるのではないか。他町村ではそのよう

に行っている。新庄市は全て司法書士に委任を

かけているという状況があります。今後、改善

されて、特段、新庄市で直営といいますか、直

接行えば何も費用なんかは伴わなかったはずな

んですが、実際は委任をすることによって費用

が、補償が発生したという経過がございますの

で、その点、承知をいただきたいと思います。 

  時間がない中で、農業問題について、令和４

年の農家への対応、2,000円、1,000円、それは

承知していますので、ありがたく思っておりま

すけれども、令和５年についてもどうぞよろし

く御検討いただき、農家への援助をいただけた

らと思います。 

  最後に、新工業団地の基本計画について、基

本計画の中では、現在の横根山工業団地の隣接

地、約４メートルから６メートルぐらい低いと

ころが位置づけられていますが、この高低差の

あるところに膨大な盛土をして現在の工業団地

と同じ高さにする要件があるのか、ちょっと無

理があるのかなと私としては認識しております。 

  あわせて、現工業団地と新工業団地の間に一

級河川の最上内川が存在しておりまして、そこ

の取付け、あるいは切替えするのか、復旧にな

るのか、膨大な費用がかさむのではないかなと

考えております。 

  計画地域一帯が泉田川土地改良区の受益地17

ヘクタールほどで、優良農地なんですね。その

うち約半分の８ヘクタールを工業団地化する計

画は、残った圃場の農作業形態を損ねる可能性

があると認識いたします。 

  これから全体計画では15億円ぐらいの計画を

持っているようでございますけれども、約８ヘ

クタールを整地後、売却できる敷地を５ヘクタ

ールと見ておりまして、３ヘクタールが減歩、

要するに特段用地として提供できない形の造成

がされると。 

  例えば、過去に市道払下げ、あるいは東側の

緑地帯を造成工事して払下げをしておりますけ

れども、その単価が3,450円です。それを５ヘ

クタールに置き換えますと１億7,250万円ほど

になると。15億円かけて１億7,250万円の収益

なんですかという疑問を持ちます。その点につ

いて、時間がないんですが、答えられる範囲内

でお願いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、新工業用地の

件につきましてお答えさせていただきます。 

  まず、盛土の件につきましては、既存の横根

山工業団地とかなりの高低差があることは認識

してございます。また、整備予定地の部分につ

きましても、なだらかな、当然田んぼでござい

ますので、なだらかな傾斜があるというところ

は認識してございます。ですので、最低限、盛

土は必要になってくるものと考えてございます

が、今現在、全て既存の工業用地との段差をな

くすという考えはございません。 

  また、今段階、先ほど市長答弁にもありまし

たとおり、基本整備計画を市内業者に発注して

おりまして、その中で、約17ヘクタール分の用

地のうち最も最適であろうという形の区画割り

でしたり、それから道路の整備とか緑地の整備

等々を複数パターン提示していただくよう業者

にお願いしている状態でございます。その中か

ら最も効率的で事業費もなるだけ削減できるよ
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うな形で、総合的に勘案して適切であろうとい

う区画割り等々を後ほど議会にお示しさせてい

ただきたいと考えてございます。 

  河川、用地の部分につきましても、現在、基

本整備計画の中で土地利用計画を複数パターン

作成する予定となってございますので、その後

の検討課題という形になろうかと思います。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功さん。 

６ 番（田中 功議員） 承知しました。 

  それならば、盛土しないという考えであるな

らば、８ヘクタールのうち５ヘクタールの売却

地という計画は、３ヘクタールはどこに行くん

でしょうかねという疑問が残ります。 

  いずれにしても、この件についてはこれから

調査、計画を進めるということでございますけ

れども、私たちも十分注視をしながら見守って

いきたいと、あわせて、この事業が果たして新

庄市のためになるのか非常に疑問を持つところ

でございますので、議員の皆様も考え合わせな

がら、今後注視をしていきたいと思います。 

  終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

亀井博人議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、亀井博人さん。 

   （２番亀井博人議員登壇） 

２ 番（亀井博人議員） ６月定例会、今回初め

て一般質問をさせていただきます。議席番号２、

亀井博人です。よろしくお願いいたします。 

  市民の皆様の声、要望、希望、声なき声を受

け止め、愛着ある新庄を前に進めたいと思って

おります。 

  発言通告書の内容に沿って５項目について質

問をさせていただきます。 

  １番目、市道の舗装と区画線についてです。 

  市道の舗装や区画線を引く基準はどのように

なっているのでしょうか。春先には舗装の状態

も悪くなり、通勤通学に支障を来している場所

もあるように思います。子ども見守り隊の方や、

何年も舗装がされない地区の方からも要望をい

ただいております。ここ二、三年の実績、今後

の予定はどうなっておりますか。 

  新庄市の概要によれば、国道の延長約41キロ、

県道の延長約101キロ、市道の延長約304キロ、

合わせて446キロということで、ほぼ新庄から

東京までの道路延長があるようです。 

  令和４年度新庄市まちづくり市民アンケート

調査報告書では、安心して通行できる道路が整

備されていることが重要度の順位別の２番目と

なっております。一方、満足度では21番目であ

り、69項目中からすると低くはないものの、重

要度の高さからすると高くはないと思われます。 

  新庄市公共施設等総合管理計画では、インフ

ラ系施設の更新費用の推計があります。道路の

状況により３つの区分とし、更新についてはい

ずれも15年とし、更新単価は１平方メートル当

たり4,700円として計画しています。 

  今年度の当初予算としては、道路維持費とし

て約３億4,000万円等が予算化をされておりま

す。アンケート結果を見ると、安心して通行で

きる道路が整備されているという満足度が高く

ないのは、予算が十分ではないためではないで

しょうか。 

  次に、２番目、医療体制の充実についてです。 

  10月、新しい県立新庄病院がオープンします。

診療科は現在の20科から27科に増える予定で、
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医療体制の充実に期待が高まります。 

  さて、市内の眼科は、県立新庄病院の医師１

名、眼科が１か所ありますが、医師数に対し患

者数が多い、または医師数が少ないという声が

あります。県立新庄病院のみならず、地域の医

療体制の充実について、新庄最上地域の命のと

りでとして、継続した要望をしてはどうでしょ

うか。 

  今年度の施政方針には次のように記載があり

ます。「県立新庄病院の移転改築工事が今年度

内に完了し、新病院は令和５年10月１日に開院

予定となっています。地域医療の中核として、

住民の安全安心を守る医療体制を提供いただい

ておりますことに感謝申し上げるとともに、住

民の医療・福祉向上のための連携を深めてまい

ります」とあります。 

  また、第５次総合計画では、医療提供体制の

充実として、適正受診の維持、医師、看護師等

医療従事者の確保、この秋に移転する夜間休日

診療所の運営、救急医療体制の構築などについ

て記載があります。 

  新庄市の概要（令和４年版）では、医療体制

を見ると病院が３か所、病床数904床、医師数

84名となっております。また、診療所数は29か

所、病床数19床、医師数84名、歯科医院は18か

所、歯科医師数は25名となっております。 

  10月に県立新庄病院が開業しますが、重要な

のはこれからだと思います。産婦人科、小児科、

眼科の医師がこの地域には不足しているようで

す。診療科によっては他市の医院を紹介される

場合もあるようです。 

  平成24年２月に、医師確保対策及び山形県立

新庄病院の機能強化についてという政策提言が

議会より出されております。10月に新しく県立

新庄病院がオープンするということで、一定の

成果があったものと思われます。 

  今後も、救急医療、高度専門医療など、必要

なときに必要な医療が受けられるよう、山形県

に対し県立新庄病院のさらなる充実について要

望の継続をお願いしたいと思います。 

  最上地域の医療のとりでが手薄であれば、高

度医療を求め、さらに人口流出につながる場合

もあると思います。 

  ３番目、温泉の整備についてです。 

  市民要望の高い温泉ですが、県内35市町村の

中で本市にのみ温泉施設がないようです。ほか

にあって新庄にない。温泉が好きな人は多く、

周辺の舟形、戸沢、真室川、最上、大石田町な

どの温泉に行っているようです。「近くに欲し

い」「新庄になくて不便」という声を聞きます。 

  奥羽金沢温泉が平成29年に閉鎖、本合海の新

庄温泉どんぐりの湯が令和３年10月に閉鎖しま

した。区長と市長のまちづくり会議の中でも何

度か温泉の要望が出されてきたと思います。そ

の資料には「検討する」との回答がありますが、

実現はなかなか難しいようです。 

  県内では４月28日に寒河江市が新しく市民浴

場「湯るりさがえ」を移転オープンさせたよう

です。早速、出かけた市民も多くいるようです。 

  大江町では、温泉施設と一体となった道の駅

の再整備の中で来年の夏頃にリニューアルオー

プンする予定のようです。温泉施設は改修を終

え、複合型遊具等の整備とともに、産業振興、

交流拡大を目指して取り組んでいるとの記事を

見ました。 

  温泉の効果として、リフレッシュ効果、健康

増進、リハビリ、社交の場、くつろぎの場、医

療費の抑制、観光的な交流等も見込まれると言

われております。 

  また、山形県みどり自然課が発行している

「山形の温泉2022」によれば、コロナ禍の中、

数は減少しているようですが、山形県の温泉利

用者数は年間約1,000万人、宿泊者数は年間120

万人と、観光交流にもつながっており、温泉に

対する根強い人気がうかがえます。 

  最近ではサウナがブームのようで、サウナに
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入って温泉に入るという方もかなりいらっしゃ

るようです。 

  なお、平成30年と平成31年２月に健康増進の

ための温泉施設の活用についての政策提言が出

された経緯もあるようです。 

  市民の多くが欲しいと望んでいる施設です。

ぜひ造っていただくよう検討をお願いしたいと

思います。 

  ４番目、消防団の編成についてです。 

  消防団を取り巻く状況として、少子高齢化等

の影響もあり、消防団員が減少傾向にあるので

はないでしょうか。また、消防団の業務が休日

に実施されており、日曜日が休みでない職場も

多くなってきていると思います。また、既に団

員数が少ない班もあるなどの状況をお聞きしま

した。 

  消防団には、階級として団長外７階級あり、

組織構成として分団数が17分団、機能別団員と

してラッパ班、女性消防隊があり、現在、条例

上の定数は1,194名となっているようです。 

  消防団の今後に向けた取組として、今年度よ

り10年後の消防団体制を話し合う組織検討委員

会がスタートしていると聞きました。 

  今後の消防団の在り方として、提案となりま

すが、消防団には機動力の軸となる普通積載車

17台、軽積載車17台、合わせて34台を保有して

おり、団員確保が難しい状況が続くようであれ

ば、団の数は17分団そのものとして、積載車１

台に部長以下20名の団員で構成した班とするな

どの提案を受けております。団員数の減少を考

慮したこの案によれば、団員数が約730名ほど

となり、現在の団員数の約７割程度になるもの

と推定されます。今後の検討材料にしていただ

ければと思います 

  次に、５－１市民文化会館駐車場です。 

  市民文化会館の駐車スペースが中部保育所等

の新築に伴い狭くなるようですが、対応は検討

されていますでしょうか。 

  今年度に入り、時を同じくして、歴史センタ

ー西側広場では中部保育所の建設に伴い、文化

財の発掘作業が10月31日までの予定で行われて

います。また、文化会館東側の元営林署跡地で

は最上検診センターの移転新築工事が始まりま

した。 

  いずれもこれまで臨時駐車場として使用され、

おおよそ250台ほど駐車されてきたようです。

1,000名を収容するホールを持つ文化会館にお

いて、比較的大規模なコンサートやイベントの

ときの駐車場不足が心配されます。文化会館の

駐車台数は約170台、隣接するふるさと歴史セ

ンター、市民プラザ、雪の里情報館、市役所等

の駐車台数を合わせれば、さらに200台ほどの

収容は可能であると思います。さらに台数確保

が必要となると駅東の約1,000台の駐車場にな

りますが、文化会館まで１キロを超える距離に

なり、多くの人はできるだけ近くに駐車したい

と考えていると思います。 

  一方、県内他市の文化会館においても、収容

人数に合わせて駐車スペースを用意しているわ

けではないようです。天童市、酒田市、鶴岡市、

南陽市等は、市役所と文化会館が隣接する敷地

内にあり、駐車場を共用しているようです。望

ましい土地利用の在り方だと思います。 

  駐車場の台数を心配するほどのコンサートや

イベントが多く開催されることを望みますが、

そのときどのような対策を考えていますか。 

  次に、５－２公共施設の再配置についてです。 

  元新庄警察署や現在の県立新庄病院等の県有

地の動向に市民の方は関心を持っているようで

す。市の施設の建て替えや再配置等も考慮し、

検討してはいかがでしょうか。 

  公共施設といっても市役所をはじめ数多くあ

りますが、今後の公共施設の再配置、特に最上

公園とその周囲にある文化施設についてお尋ね

します。 

  先ほども申しましたが、文化会館の駐車場に
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ついては、以前は予想できなかったような状況

が現在起こっているのではないかと思います。

公共施設等総合管理計画の中では、市民プラザ、

市民文化会館は大規模改修と併せて複合化や集

約化を視野に検討を行い、多目的利用による施

設の有効利用を図るとされ、図書館と博物館等

についても同様に、他の施設との複合化や民間

活力の導入を主眼に検討するとされています。 

  各施設の中でも駐車場については、一般的に

利用のピーク時に合わせるか、平常時に合わせ

るか、隣接する施設や敷地があるかなど状況は

様々かと思いますが、地方都市においては車で

の移動は今後も避けられないものと思われます。 

  振り返れば、平成16年３月に営林署の新庄事

務所が廃止され、最上森林管理署に統合されま

した。様々な事情等もあったと思いますが、新

庄営林署跡地を当時新庄市が取得していれば、

駐車場などの課題が解消、解決できたのではな

いかと思ったりしております。 

  こうした中、６月１日から３回の予定で「最

上公園の未来を考える」という市民参加型のワ

ークショップが開催されています。最上公園は

これからも魅力ある場所であり、その活用につ

いて市民の関心は高いものと思われます。 

  公共施設をめぐる向こう二、三年の動きとし

て、最上広域市町村圏事務組合の松本地区新庄

警察署近くへの移転があると思います。また、

時期や内容は未定で県有地ではありますが、新

庄工業高校跡地、現在の県立新庄病院用地、県

立高校の再編に伴う用地も視野に入れた公共施

設の再配置の検討に入ることも必要と考えます。 

  土地はどこであっても１か所しかありません。

今後の公共施設の在り方についてどのようにお

考えでしょうか。 

  以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、亀井市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  文化会館周辺の駐車スペースの件につきまし

ては、教育長より答弁させますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めに、市道の舗装や白線引きの基準につい

ての御質問でありますが、特に明確に定められ

ている基準などはなく、いずれもパトロールに

よる点検により、修繕等の必要性を判断してい

るものであります。 

  舗装、補修につきましては、特に春先に降雪

期の除雪車や大型車の頻繁な往来の影響により

道路の損傷具合が顕著に現れることから、定期

的にパトロールを実施し、通行に支障を来すよ

うな箇所が発見された場合には随時修繕を行っ

ております。 

  また、路線の全面的な補修工事につきまして

は、新庄市舗装長寿命化修繕計画に基づき、計

画的に実施してきているものであります。 

  白線の補修につきましても、市が管理を行う

外側線や中央線などに関し、パトロールにより、

線が薄くなり、目視しにくい路線について、学

校周辺や買物客が多く往来する路線を優先的に

実施してきているところであります。 

  また、横断歩道や停止線につきましては、公

安委員会の管理となっておりますので、目視し

にくい状況になっている箇所については随時公

安委員会に対し補修の要請をしております。 

  近年の舗装工事としては、福田山工業団地の

重要物流道路や県立新庄病院脇の市道３号線、

北本町南本町線などの路線を実施しており、令

和２年度から令和４年度までの３年間で30路線、

延長にして約20キロメートルの改修を実施し、

５億3,000万円ほどの予算を執行しております。 

  今後も、新庄市舗装長寿命化修繕計画の優先

順位を勘案した上で、地域の方々が密接に関わ

る町内や集落の道路についても計画的な工事を

推進し、緊急的な補修事業と併せて市道の適切
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な維持管理と市民生活の安全確保に努めてまい

ります。 

  次に、医療体制の充実についての御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄最上地域の基幹病院である県立新庄病院

は、これまでの要望活動が実を結び、本年10月

に新たに開院する予定となっております。新し

い新庄病院では、緩和ケア内科や精神科・心療

内科、歯科など新たな診療科が増設され、さら

なる医療体制の充実が図られるものと期待して

おります。 

  市内の眼科医の状況につきましては、議員の

御指摘のとおり、現在２つの医療機関がござい

ますが、眼科医のみならず、最上地域における

医師や看護師の不足については大きな課題と考

えております。 

  こうした新庄最上地域の医師や看護師不足に

ついて対策を講じる目的で、本市のほか７町村、

議会、消防、警察、医師会、公立病院などから

構成される最上地域保健医療対策協議会を昭和

52年に組織し、課題解決に向けて継続的に協議

を行ってきているところであります。 

  この協議会では、地域の医師や看護師など医

療従事者の人材確保のために、医学生や看護学

生を対象とした研修会や地域医療情報の発信、

小中高校生向けの動機づけ学習会など様々な取

組を実施しております。 

  今後につきましても、安定した地域医療を確

保するため、関係機関と協力、連携を図りなが

ら継続して事業を推進してまいります。 

  次に、温泉の整備についての御質問でありま

すが、温泉は日常の保養により心身の健康を育

むとともに、疾病予防や健康の保持増進、さら

には健康寿命の延伸に寄与するものと言われて

おります。市民の健康増進を推進する観点から

温泉施設は有効であり、温泉施設を要望する市

民の声があることも認識しております。 

  温泉発掘につきましては、場所、資金、経営

方針などをしっかり定めて取り組まなければな

らないものと考えております。また、市が直接

的に温泉を経営することは、将来的に大変検討

を要することとなり、時間的にも現時点では極

めて難しいと考えております。 

  一方、燃料高騰の影響により、本年１月に閉

鎖した民間事業者の入浴施設につきまして、市

民から「再開してほしい」との声もいただいて

おります。市の支援があれば再開が可能かどう

か交渉して、できる限り早く再開できればとい

う形で交渉できればと思っております。そして、

可能であれば市民の要望に応えられないかと考

えています。 

  また、再開に当たっての大きな理由といたし

まして、健康増進のみならず、大雨などの災害

時の公衆衛生の重要性が年々増しているという

ことも大きな理由の一つであります。市として

も、市民が安心して入浴できる施設の確保が必

要であると考えております。ぜひ御理解くださ

るようお願いいたします。 

  寒河江市で改めて今回オープンした温泉につ

きましては、源泉から延長して温泉を引っ張っ

ているということで、建物だけにお金かけて、

改めて源泉は掘っていないということでありま

した。掘らないと分からないことでありますが、

寒河江市長に「今何メートルぐらい」というこ

と、「最低1,000メートルは必要だろう。しかし

場所にもよる」ということをいただいておりま

す、あと「経営についてもどのようにするかと

いうこともある」と。 

  以前、山屋の奥羽金沢温泉の件について、

前々の農業組合の会長とお話しする機会があり

ましたが、なぜあそこに掘ったかという理由を

聞かせていただきました。当時、帝国石油が戦

争前に国内での石油が必要だということで、郡

内の調査に入ったということで掘り当てられた

のが、その前にですけれども、掘り当てられた

のは大正時代ですけれども、羽根沢温泉である
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と。その後、戸沢のぽんぽ館であると。それか

ら油山温泉。そういう形で調査。東側について

は、出るか分からないけれども、可能性として

は山屋が相当出る。その前に吉沢があり、その

後に最後に金山が掘られたと。その延長線上に

舟形があるんだというお話をお聞きしました。

ということは市内で出る確率は低いんだと、そ

の当時、帝国石油の発掘調査から聞いたという

話を直接聞く機会がありました。 

  1,000メートル以上掘れば当然冷泉として出

る確率は高いわけでありますが、そうしますと

沸かさなければいけない、重油の問題であると

いうことも出てくるかなと思っています。 

  奥羽金沢温泉との協議もかなり進めたところ

があるわけでありますけれども、源泉を直接使

っていた時代ですと掛け流しで十分なわけです

が、広くすることによって多くの人に入ってい

ただきたいという大きな志が、水道でうめなけ

ればいけない、温度が下がる、そういうことに

よって重油による熱を使わなきゃいけないと、

そこが一番の大きな燃料費であるということを

お話しいただいたことがございます。 

  新庄市も株式の一員として当時300万円を投

資しておりますので、市民の税金を納めたとい

うことで、そのところはどのようになっている

のかということをお聞きした結果がそういう状

況だと。 

  その中にあっても、市民は温泉が欲しいと、

新庄市だけがないということを常々言われ、温

泉王国山形だということが言われておりますけ

れども、これが実際に経営ということになった

ときにはどうなるのかというのをもう一度議会

の皆さんとお話しする必要があるだろうと思っ

ております。 

  その間、どんぐりの湯が１業者によって開発

され、高齢者住宅とセットの温泉ができて、四

十数度の掛け流しが出たわけでありますけれど

も、コロナ禍で利用者がいないということで、

コロナ禍の再開であるということで断念したと

いう話を聞いたと。その後、民間の業者が市内

の銭湯を譲り受けまして、リニューアルを図っ

たところでありますが、やはりコロナで相当な

打撃を受けている。さらに今回の燃料の高騰に

より、どうしてもこれ以上続けられないという

お話をいただいたと。そして、それを利用して

いた市民の方からもぜひ再開していただけない

かというお話をいただいた。 

  本日、議員よりそういう提案があれば、私ど

もは、先ほどの大きな理由の一つとして市民の

健康増進、福祉増進という観点と、災害により

お風呂に入れないという御家庭が増える可能性

がある、電気が止まってしまったとかあるいは

凍結しただとか、そういう方々への対応として

銭湯の活用はどうだろうかということも検討し

なければならないと思っています。 

  議会にお諮りし、皆さんがそれを是とするの

であれば、できる限り早い段階で銭湯の開始が

必要であろうと私自身思っているところであり

ます。ぜひ御理解いただきたいと思います。 

  次に、消防団の編成についてでありますが、

消防団の体制につきましては、昭和50年に組織

を見直し、17分団、34部、95班、先ほど議員が

おっしゃったとおりであります。現在は団員定

数に対して161名の欠員が生じているところで

ありますが、１月に前消防団長が来られまして、

消防団の在り方についてということの相談を受

けたところでございます。 

  命令系統は、私が統監ということで、様々な

行事に対しては指示、命令があるわけですが、

消防団の組織としては消防団長を中心とした、

一方では自主的な組織でもあります。 

  １のアドバイスとして、若者を交えて再度検

討委員会を立てて、どんな消防団があるべきか

ということで、将来に向けた消防の在り方をぜ

ひ検討していただいてはいかがですかというお

話をさせていただいたところでございます。 
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  現在、それらの協議に向かって消防団が自ら

地域の中で、どのようなというアンケート、あ

るいは様々な話合いを設けて進めるという話を

聞いておりますので、それらの報告を待ち、さ

らに市として今後のあるべきコミュニティーも

含めて、消防団の持つ意味合いというのは大変

大きいものがありますので、今後一緒になって

検討していく、現段階としては、消防団が自主

的にあるべき姿、どうあるべきか、縮小という

ことも、どう拡張するかということも両方ある

のではないかということでお話をさせていただ

いたところでございます。 

  現在、消防団の活動については、地元負担が

過去には大変多く、そのことから消防団の廃止

ということが町内会長名で寄せられたことがご

ざいます。そうしたことを思いますと、消防団

の地域におけるこれまでの歴史と活躍から言い

ますと、これは市全体で応援しなければいけな

いということで、消防自動車の購入に関しては

町内の負担を全てなくしていると。それから活

動服についても３つぐらいに分けながら今は貸

与していると。さらには、服、長靴、それから

町内で持っているポンプ、そうしたことも全部、

全て市で買って、それで順番に貸与するという

方策を取っているところであります。 

  そういう形で消防団を支援しながら、町内会

の負担を少なくしながら、地域の安全安心のた

めに、またコミュニティーづくりに健闘してい

ただいておりますので、今後とも消防団の検討

の結果を待ってまいりたいと思っております。 

  次に、公共施設、県有地における市の施設の

考え方でありますが、以前の議会でも跡地につ

いてどのように利用するかということをお答え

させていただいたところであります。 

  松本に警察が移りまして、一番最初に神室産

業高校で、新庄工業がなくなった。今後予想さ

れるのは北高と南高の合同、合併、そして神室

産業に商業科が行くということで、新庄南高の

跡地が空いてくるということで、当時、数年前

になりますけれども、学校の統合に関して県の

教育委員会が報告に参った折には、あの跡地を

どうしますかということについては特に考えて

いないということですので、新庄市としてはで

きる限り義務教育学校の位置、希望の土地とし

て考えさせてもらえないかということは申し入

れたところです。決定とかではなく、新庄市の

流れとして、萩野学園、そして明倫学園、いず

れは新庄小中一貫校が建つわけでありますので、

このことについては、一部であそこに建て替え

をという話があったわけですけれども、県でそ

の建て替えをするというのであれば、市がそこ

に駄目ですよという権限はないということを申

し上げたところでありますが、北高をどう使う

か、南高をどうするか、これからについて県が

どう判断するかということになる。しかし、大

きな意味では新庄市全体のまちづくりの一環で

あるということも考慮しなければいけないと思

っていますので、ぜひ御理解いただきたいと思

います。 

  また、県立病院跡地につきましては、ある業

界の方にお聞きしますと、なかなか民間では手

を出しづらい土地であるということをお聞きし

ました。なぜですかと。やはり切った張ったが

あると。お亡くなりになっている方、そういう

ことがありますと、民間で経営するということ

は、必ず将来何か問題が起きたときに、あの土

地だった、この土地だったということが蒸し返

される場合があるので、なかなかそういうとこ

ろは民間では手を出しづらいというお話を聞い

たことがございます。 

  そうしますと、今後どのような公共事業がで

きるかということになっているかと思います。

新庄市役所を建て替えるということで昨年度か

ら積立てを始めたわけでありますけれども、い

ろいろな意味で、どこに、それは今後市の職員、

市民の皆さん、そして利用団体、関係者、区長
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さん方の意見をもらいながら、市役所はどこに

造るべきかということは今後議論されるのかな

と思っています。 

  一方で、逆に言いますと、今度新庄小学校、

中学校が移転したときには最上公園の脇の新中

跡地が空いてくる。さっきの御提案のそこに市

役所を持っていけば、文化会館と駐車場を一体

に使えるんじゃないかという話も確かにそうな

るのかなと思います。しかし、そうなりますと

文化会館をどこに今度建てるかという問題が出

てくるのかなということで、建物と土地の関係

は非常に今後の中で検討を要することだと考え

ております。 

  また、営林署跡地、新庄市でなぜ買わなかっ

たかということで、中部保育所の用地として交

渉させていただいたわけでありますけれども、

ほかに使う予定があるということで交渉が進ま

なかったという理由を以前の議会で御報告した

とおり、結果としてその土地の所有者がそこの

理事長であるということでありますので、そう

いう計画があったんだろうなということを今思

っているところであります。 

  今後、今ある検診センターが空きますと、そ

この土地につきましては市の土地でありますの

で、できる限り早く解体していただき、駐車場

として開放していきたいなということを思って

いるところであります。 

  全体的な土地、人口減少社会の中で、大きな

ものだけではなく、個人の土地もかなり空いて

きておりますので、これをどのように活用する

かということは様々な観点から考えていかなけ

ればならないと思っております。 

  文化会館の駐車スペースについての質問につ

きましては教育長に答弁させますので、以上、

壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、市民文化会館周辺の

駐車スペースについての御質問にお答えします。 

  市民文化会館の敷地内には障害者用駐車スペ

ースのほか174台分の駐車場を確保しておりま

すが、大規模なイベントが開催される場合は、

不足分を最上公園あじさいステージ前の敷地な

どをお借りして対応してきました。 

  今年度に入り、中部保育所建設予定地の発掘

調査などにより市民文化会館周辺での駐車場の

確保が難しくなっており、御利用の方々には大

変御迷惑をおかけしております。 

  将来的には中部保育所や検診センターの跡地

を臨時駐車場として使用することも想定してお

りますが、当面の間は近隣の公共施設駐車場を

活用したいと考えております。 

  文化会館御来場の際には、車の乗り合わせを

お願いするとともに、他の施設駐車場を利用い

ただくよう周知に努めてまいります。 

  以上であります。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 再質問させていただき

ます。 

  市道の舗装関係です。 

  先ほど回答いただきましたけれども、令和４

年度までの３年間で30路線、延長にして約20キ

ロの改修が実施されたということですけれども、

そうしますと１年当たり７キロぐらいでしょう

か、延長にして。市道延長が300キロを超えて

いる関係で、このペースを割り返すとかなりの

年数といいますか、単純に言いますと40年ぐら

いかかるのではないかという計算になりますが、

予算をもっと増やせばいいのかどうか、その辺

をお聞きしたいと思います。 

  もっとピッチを上げて、市民の方は、舗装に

力を入れているなという、何といいますか、あ

まり印象としてまだ舗装されてないなというイ

メージが私もありまして、実施された箇所を見

ると、県立新庄病院前であるとかは分かるんで



- 115 - 

すけれども、日常的な生活道路的なところはあ

まりされてないのかなと思いますけれども、ど

うでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市道の舗装関係の補修計

画について御質問をいただいたところです。 

  市道の現状につきましては、市長答弁にもご

ざいましたように、全体で300キロ以上、その

中で舗装路線が260キロほどということで現在

管理しているところでございます。 

  舗装の補修につきましては、各状況について

令和３年度に舗装の状況の調査をさせていただ

いた結果を基にしまして、舗装改修工事の年次

計画を立てさせていただいた上で、その計画に

沿った形で事業を展開しているところでござい

ます。 

  その中で、令和に入りまして近年３年間の改

修状況といたしましては、先ほど市長答弁にも

ありましたように30路線20キロということで実

施もしているところであります。 

  計画的な舗装の補修工事に関しましては、有

利な起債事業を活用して事業を展開していると

いうこともございまして、緊急輸送路、また学

校周辺の道路なども含めて、緊急な路線を重点

的にさせていただいているところもあり、市内

につきましてはなかなか目立たないところもあ

るかなと思っているところでございます。 

  その中ではございますが、学校周辺の通学路、

また市民の皆様が買物を行うような生活道路に

関しましても計画の中に盛り込みながら、緊急

輸送路と併せて生活道路に関しましても計画的

に進めていきたいと考えております。 

  全体の路線の延長、舗装の面積等を換算しま

すと、現在実施している予算額からしますとお

おむね１億4,000万円から２億円ほど、ここ数

年間、予算を執行させていただいているところ

であります。計画がこのまま進むということを

前提にして考えますと、おおむね20年程度で一

周できるのかなと考えております。その中で、

重要な路線につきましては20年を待たずに再度

行うことも必要になってくる路線はあるかと思

いますので、その辺は重要度、緊急度に合わせ

て計画を進めていきたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 続きまして、温泉につ

いて再質問させていただきたいと思います。 

  しみずの湯が再開するかもしれないという回

答をいただきまして、うれしい限りでした。ぜ

ひ再開に向けてお願いをしたいと思います。 

  次にですけれども、県立新庄病院の診療体制

の充実の関係で、夜間休日診療所機能が新しく

県立新庄病院に移転する予定となっております

けれども、保健センターから県立新庄病院に移

転するということで、これまで同様、医師の確

保は進んでおりますでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 夜間休日診療所の移転後の医

師確保の状況についての御質問にお答えいたし

ます。 

  ５月に夜間休日診療所機能移転会議を開催い

たしまして、協力医師の確保状況につきまして

議題となりました。医師会、先生方、また最上

郡内の医療機関、診療所の先生方の御協力のお

かげで、これまでと同様の規模の先生方の体制

で移行できるということを御報告させていただ

いたところでございます。 

  協力医師の確保に努めるということは本市の

役割でございますので、今後とも関係機関と協

力して、スムーズな移行と運営のために市とし

て努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 
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２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） １番の市道の舗装に戻

らせていただきたいと思います。 

  市道の舗装のみならず、市役所への要望等と

いうのはなかなか言いにくい部分があるかと思

います。舗装に関して、例えば一般市民の方が

舗装してほしいということを希望する場合に、

どのようにすればよろしいでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

佐藤卓也議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市道舗装の要望というこ

とで御質問いただいたところでありますが、市

道の管理につきましては、先ほども御答弁させ

ていただいたとおり、日常的に市の職員による

パトロールを実施しているところであります。

ただ、その中でも見落とし等、また新たに発生

する破損箇所等ございました場合には、その都

度市民の方からも御連絡いただきながら、応急

措置等の対応もさせていただいているところで

ございますので、危険な箇所、または破損箇所

等を見つけられた場合には都市整備課へ直接御

連絡いただくような形でもよろしいかと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人さん。 

２ 番（亀井博人議員） 以上で一般質問を終わ

ります。どうもありがとうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  柏倉農林課長が午後から欠席のため、農林課

より主幹兼農政企画室長杉澤直彦さんが出席し

ておりますので御了承願います。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、髙橋富美子さん。 

   （１５番髙橋富美子議員登壇） 

１５番（髙橋富美子議員） 新政・結の会、議席

№15、髙橋富美子でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  それでは、通告に従いまして、一般質問をさ

せていただきます。 

  初めに、ワクチン接種の助成についてお伺い

いたします。 

  １点目に、子宮頸がんワクチン接種への助成

について伺います。 

  子宮頸がんの発症予防を目的としたＨＰＶワ

クチンについて、定期接種対象者への積極的勧

奨が、昨年、約９年ぶりに再開されました。ま

た、積極的勧奨差し控えの期間に定期接種年齢

を過ぎてしまった女性に対しても再度接種機会

を設けるキャッチアップ制度も開始されました。 

  令和３年３月定例会にて子宮頸がんワクチン

の情報提供を提言させていただき、本市におい

ても令和４年度よりヒトパピローマウイルス感

染症に係る定期接種の対象者と保護者に対する

個別通知を実施していただいており、ＨＰＶワ

クチンに関する接種や関心が高まっていると感

じております。 

  日本では子宮頸がん予防として女子のみの定

期接種となっておりますが、海外では男女とも

に公費負担での接種が進んでおります。 

  男性へのＨＰＶワクチン接種の目的は、男性

本人のＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）感染

による病気を予防することにあります。日本で

は2020年12月に肛門がんや尖圭コンジローマの

予防を目的として、９歳以上の男性にもワクチ

ンを接種することができるようになっておりま

すが、現在、男性への接種は任意のため、接種
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費用４万円から５万円程度は全額自己負担にな

っております。男性にも接種を勧めることは、

ＨＰＶ感染リスクを減らし、社会全体の集団免

疫を獲得することになります。 

  ＨＰＶ感染は男女間で感染を繰り返すため、

男女にワクチン接種をすることにより感染が広

がることを効果的に抑えることができます。社

会全体で接種率が上がると、ワクチン接種者だ

けではなく、同じ集団のワクチン未接種者もＨ

ＰＶ感染や関連疾病が減少する集団免疫が得ら

れるとの報告がありました。 

  男性のＨＰＶワクチンの費用を一部でも助成

することは、市民への子宮頸がん撲滅を目指す

強力なメッセージとなると思いますが、市長の

御見解をお伺いいたします。 

  ２点目に、帯状疱疹ワクチン接種への助成に

ついて伺います。 

  帯状疱疹は、多くの方が子供のときに感染す

る水ぼうそうが原因で起こります。ウイルスは

体内に潜伏していて、過労やストレスなどで免

疫力が低下するとウイルスが再び活性化して発

症します。症状としては、体の左右どちらかの

神経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水膨れが多

数集まって帯状に生じます。皮膚症状に先行し

て痛みを生じ、その後、皮膚症状が現れると夜

も眠れないほどの激しい痛みが出る場合があり

ます。50代から発症率が高くなり、80歳までに

約３人に１人が発症すると言われています。 

  神経が損傷され、皮膚の症状が治った後も３

か月以上痛みが続くものを帯状疱疹後神経痛と

呼び、50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち

約２割がかかると言われております。その他に

も、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などの合併症

を引き起こすことがあります。 

  特に高齢者では発症するリスクが高く、帯状

疱疹後神経痛を防ぐためにも帯状疱疹の予防が

大切です。そのためには帯状疱疹ワクチン接種

の促進を望むところですが、特に御高齢の方よ

り、接種費用が高額なため、助成制度の要望が

ありました。帯状疱疹ワクチン接種への助成を

することは高齢者施策として非常に有効である

と思いますが、実施について、市長の御見解を

お伺いいたします。 

  次に、サニタリーボックスを男性用トイレに

設置することについてお伺いいたします。 

  近年、高齢の男性を中心に、前立腺がんや膀

胱がんになる方が増えてきております。 

  前立腺がんは、50歳頃から発症者が増え始め、

年齢を重ねるごとに発症率が上昇していきます。

１年間で新たに前立腺がんになる男性は10万人

中100人程度とされていますが、80歳以上では

520人が前立腺がんを発症するとのデータもあ

りました。 

  さらに、膀胱がんは、特に60歳以降の高齢者

に発症する例が多く、年齢が上昇するほど発症

率が高くなるのが特徴です。また、男性は女性

より３倍程度、膀胱がんの発症率が高いことが

分かっております。 

  全体としては、国立がん研究センターが2018

年にまとめた統計によると、前立腺がんと診断

された男性は約９万2,000人、膀胱がんは約１

万7,500人に上るとのデータがあります。 

  これらのがんは、手術後、頻尿や尿漏れの症

状が起きやすくなるため、尿漏れパッドを着用

することが多くあります。病気以外でも加齢に

より膀胱の容量が小さくなり、排尿をこらえる

ことが困難となったり、尿道の周りの筋肉の機

能が低下したりするなど、様々な原因で尿漏れ

が起こりやすくなるため、このようなケースに

おいても尿漏れパッドや大人用おむつを着用す

るケースがあります。 

  そのような中、使用済みのパッドなどを捨て

るところがなく、持ち帰らなければならないた

め、不便で困っているとの声もありました。市

役所庁舎内の男性用トイレにサニタリーボック

スを設置していただきましたが、市民の多くの
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皆様が利用される公共施設にはほとんど設置さ

れていない状況です。 

  そこでお伺いいたします。 

  前立腺がん、膀胱がんの治療や加齢などの影

響で日常的に尿漏れパッド等が欠かせない方が

いる中で、ぜひ公共施設の男性用トイレにサニ

タリーボックスを設置していただきたいと思い

ます。市長の御所見をお聞かせください。 

  最後に、新庄市緊急通報システム（やすらぎ

電話）の周知についてお伺いいたします。 

  独り暮らしの高齢の方や、同居人が高齢のた

め緊急事態への対応が困難な方を対象とした新

庄市緊急通報システムがあります。もしものと

きの不安にお応えするための制度で、有効性が

高いと思いますが、現在の設置状況と周知方法

等について、また課題等があればお伺いいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、子宮頸がんワクチン接種への助成に

ついての御質問でありますが、子宮頸がんワク

チンは、20歳から40歳代の妊娠、出産、子育て

期に増加している子宮頸がんを予防するために

実施しております。 

  12歳から16歳の女子を対象とした子宮頸がん

ワクチン接種につきましては、予防接種法に基

づいて市町村が主体となって実施する定期接種

となっており、本市ではワクチン接種費用の全

額を助成しております。また、子宮頸がん検診

費用への助成も行っており、子宮頸がんの早期

発見・早期治療につなげ、子宮頸がんの予防に

努めております。 

  一方、男性を対象としたＨＰＶワクチン接種

につきましては、男性自身の肛門がんなどの予

防にもつながり、またパートナーの女性に対し、

自身が感染元となることを防止する一定の効果

があるものと認識しております。 

  男性のＨＰＶワクチンは、2020年12月に任意

接種として承認されたものの、現在国の定期接

種の対象となっていないことから、市といたし

ましては国の動向を踏まえながら今後の対応に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

  次に、帯状疱疹ワクチン接種への助成につい

ての御質問でありますが、帯状疱疹ワクチンは

現在任意予防接種となっており、個人が感染症

にかかったり重症化したりすることを予防する

ために、本人の希望と主治医の判断によって行

うものとなっております。 

  現在、国では、帯状疱疹ワクチンを定期予防

接種として追加するか検討するために、ワクチ

ンの効果や持続期間、導入に最適な対象年齢、

安全性などについて検証を進めているところで

あります。 

  このため、本市では帯状疱疹ワクチンの助成

を行っておりませんが、今後の国の定期予防接

種化の動向を踏まえて判断してまいりたいと考

えております。 

  次に、男性用トイレへのサニタリーボックス

の設置についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

  議員御指摘のとおり、近年、がんの治療や加

齢などの影響で日常的に尿漏れパッドなどを使

用する方のためのサニタリーボックス設置の要

望が高まっていると認識しております。 

  市の公共施設につきましては、市庁舎のほか

市民文化会館や市民プラザ、図書館の男性用ト

イレにサニタリーボックスを設置しております

が、全ての施設への配置には現在至っていない

状況であります。 

  病気などの影響で尿漏れパッドを使う方やト

ランスジェンダーの方が市の施設を安心して利

用いただけるよう、今後、サニタリーボックス

の設置を進めてまいりたいと考えており、指定
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管理者が管理している施設も含め、設置方法や

清掃などの管理の仕方について、関係者と協議

しながら進めてまいりたいと考えております。 

  次に、緊急通報システム（やすらぎ電話）に

ついてお答えさせていただきます。 

  緊急通報システム事業は、独り暮らしの高齢

者などの家庭内での事故を防止するために、簡

単に操作できる緊急通報機器を設置し、利用い

ただいているものであります。 

  対象となる世帯は、独り暮らしの高齢者や高

齢者夫婦の世帯などで、利用者数は令和５年３

月末現在89名となっております。 

  新規の申請につきましては、高齢者の生活状

況などを一番身近に知る民生委員やケアマネジ

ャーからの相談によって設置するケースが多く、

連携を図りながら取り組んでおります。 

  また、この事業の周知の方法につきましては、

市報やホームページへの掲載などにより行って

おり、今年度は現時点で１件の申請を受け付け

ております。 

  課題としましては、近年、施設入所や死亡に

より利用を停止する件数に比べ、新規設置件数

が減少している状況がございます。携帯電話、

スマートフォンの普及と利用の増加が要因と考

えられます。しかし、一方で、緊急通報システ

ムを利用し、救急車の出動を早急に要請できた

ケースもあり、緊急時には有効な手段であると

認識しております。 

  緊急通報システムは、平成５年から少しずつ

形を変えながら継続している事業で、現在は緊

急通報に加えて、利用者の健康や医療などの相

談を受ける一般通報の機能も有した事業となっ

ております。 

  今後も、このシステムについて周知に努め、

独り暮らしの高齢者や遠方の御家族が安心して

生活を送ることができるよう引き続き取組を進

めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  子宮頸がんなどを防ぐためのＨＰＶワクチン

について、男性も定期接種を無料で受けられる

ようにしてほしいと、男子大学生らがおよそ１

万5,000人分の署名を厚生労働省に提出された

という記事がありました。署名の団体は、男女

の差別がないジェンダー平等を求める活動を行

っている学生グループでした。 

  そこで、先ほど市長から答弁あったんですが、

ＨＰＶワクチンは女性のためのワクチンと思わ

れがちですが、男性に対しての周知が必要と考

えますが、その点についてはいかがでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 それでは、子宮頸がんワクチ

ン接種、特に男性に対しての接種に係る周知に

ついてということの御質問にお答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、子宮頸がんワクチンに

つきましては、本市におきましても令和４年４

月から接種の勧奨が再開されたということで、

令和４年度の広報特集号などで周知させていた

だき、また個別勧奨も実施しており、接種を進

めているところでございます。 

  男性へのＨＰＶワクチンの接種につきまして

は、周知が特に必要であるという認識でおりま

して、女性に向けてのワクチン接種につきまし

て多様な副反応が相次いだということによりま

して、平成25年から積極的な接種の勧奨が差し

控えられたということもございますので、医療

関係の通知を見ますと、特に男性の思春期の月

齢のお子様への接種の必要性についての周知が

必要であるとの認識も発表されているところで

ございます。 

  子宮頸がんワクチンは男性向けに限らず、帯
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状疱疹ワクチンにつきましては都道府県単位で

実施しているところでもございますので、国や

県の積極的な周知、広報も含めて必要であると

考えておりますので、今後の国の評価、そうい

ったところを本市の予防接種対策事業の中で検

討してまいりたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ＨＰＶワクチンの情

報に触れることで、男性も当事者意識を持って

自ら予防接種を受ける機会となるように思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  また、ＨＰＶワクチンの男性への接種費用助

成について、昨年８月、青森県平川市をはじめ

千葉県いすみ市、また山形県内では初めて南陽

市が今月、６月から開始しております。接種料

は１万6,200円の３回分で４万8,600円、全額負

担となっております。「自分が感染源となるこ

とを防止し、大切なパートナーの健康と命を守

ることにつながります」という記書きがされて

おりました。 

  先ほどからありましたように「国の動向を見

て」ということで、昨年から厚生労働省でも定

期接種化に対する検討が始まっていると伺って

おります。なので、数年後には多分定期接種が

開始されるのではないかと思いますが、それま

での期間、全員にというわけではなく、10人と

か20人の予算化をされるということはどうでし

ょうか。よろしくお願いします。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 議員おっしゃるとおり、本県

の中では南陽市が今年度から実施されていると

ころでございます。 

  ワクチン接種対策事業につきましては、本市

において今年度新たに小児の方への予防接種を

市独自にスタートさせていただいております。

予算につきましても予防接種対策事業の中で検

討してまいりたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） よろしくお願いいた

します。 

  次に、帯状疱疹ワクチン接種について再質問

させていただきます。 

  私の周りでも数人の方が発症し、大変つらい

状況を見てきました。また、あるお母さんは、

中学生の息子さんも帯状疱疹を起こしたことが

あるという話も聞きました。 

  最近、ＣＭ等で帯状疱疹ワクチン接種がある

ということを知ったところなんですが、まだま

だワクチンの認知度が低くて、新型コロナワク

チンですと90％、インフルエンザワクチンは

86％、肺炎球菌は37％、帯状疱疹は15％程度と

いうことで、ワクチンがあるということを知ら

ない方がほとんどというデータがありました。 

  先ほど課長の答弁にもありましたけれども、

周知について、市報とか通じてという話があり

ましたけれども、まだまだ認知度については知

られていないということで、お願いしたいと思

います。 

  村山市なんですが、今月６月１日より医療機

関での予約がスタートして、７月１日から接種

費用の助成がされるとありました。接種日にお

いて65歳以上の方に生ワクチン１回で助成額

4,400円、不活化ワクチン２回、これは１万

1,000円掛ける２回までという掲載がなってお

りました。 

  これも先ほど市長答弁にあったように「国の

動向を見て」ということなんですが、ＨＰＶワ

クチン、また帯状疱疹ワクチンについて、定期

接種の位置づけを国に要望していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 
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佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 帯状疱疹ワクチンにつきまし

ての周知と、国への要望について検討されては

どうかという御質問でございます。 

  議員御指摘のとおり、帯状疱疹ワクチンにつ

きまして、本県では村山市が今年度から実施さ

れております。実施までの経過をお伺いしまし

たところ、医師会からの提案があり、市が賛同

したために実施に至ったということでございま

した。 

  対象年齢につきましては65歳以上ということ

で、７月から開始を予定されているとのことで

ございます。６月から周知を開始されるという

ことでございますが、個別の御案内については

しないということをお聞きしております。 

  議員御指摘のとおり、国においては接種化に

向けて検討を進めており、国の方針としまして

は定期接種化の方針は定まっておりますので、

実施についてはあと一歩というところまで来て

いると認識しております。 

  対象年齢につきましても、国では、議員御指

摘のとおり50歳以上に発症率が高くなるという

ことで、50歳以上、年齢に対する検討も行って

いるところでございます。 

  本当にあと一歩というところで、国において

は接種化するかどうかの判断を待っているとこ

ろと認識しておりますので、繰り返しになりま

すが、国の定期接種化に向けた動向を見極めな

がら検討してまいりたいと考えておりますので、

御理解くださいますようお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 分かりました。 

  次に、男性用トイレへのサニタリーボックス

の設置について、先ほど答弁がありましたけれ

ども、公共施設には３か所程度設置されている

というお話でありました。 

  市民文化会館に行ってみたんですが、多目的

トイレに大きめのサニタリーボックスが設置さ

れておりました。そこの上には「ごみ箱ではあ

りません」という注意書きもあり、また男性用

トイレのドアには「サニタリーボックス設置」

と貼り紙がされておりました。全て職員の手作

りだと伺いました。 

  市役所の庁舎内にもサニタリーボックスを設

置していただいたわけですが、そういったドア

に、サニタリーボックスが設置してありますよ

とかそういった表記も必要でないかと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 財政課長小関 孝さん。 

小関 孝財政課長 庁舎の管理という立場から、

私からお答えさせていただきます。 

  現在、男性用トイレ、本庁舎、東庁舎も含め

ましてボックスを設置しているところでござい

ますけれども、貼り紙の掲示につきましては、

入り口に、ボックスを設置していること、設置

してある個室内部にはボックスの使用目的など

貼り紙の掲示を進めていきたいと考えてござい

ます。どんな表現が分かりやすいのか、そちら

も含めて検討してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 早速、ありがとうご

ざいます。 

  新庄市内、どこの男性トイレに行ってもサニ

タリーボックスが設置されていれば、当事者に

優しいまちなんだな、誰一人取り残さないまち

だなと感じられると思いますので、どうかスピ

ード感をもってよろしく対処をお願いしたいと

思います。 

  最後に、新庄市緊急通報システムについて再

質問いたします。 

  周知方法等は先ほどお伺いしました。民生委
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員とかケアマネジャーということですが、民生

委員のお仕事もたくさんあって、なかなか細部

まで、周知の方法、大変苦慮されているんじゃ

ないかなと思いまして、民生委員だけに限らず、

何か手だてはないのかなと思いますが、いかが

ですか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 緊急通報

システム（やすらぎ電話）の周知の方法につい

ての御質問でございますが、確かに議員おっし

ゃるとおり、民生委員だけでの周知というのは

負担も大きく、きめ細かな広範囲にわたっての

周知というのはちょっと無理があるのかなと認

識しております。ですので、私どもは市報等を

極力活用して、さらには介護認定を受けている

方でしたらケアマネジャー等を利用して周知を

図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 最近、私の周りでも

独り暮らしの方がお亡くなりになられまして、

発見が遅かったという事例があります。本当に

いつも健康で暮らしているので、そんなことな

いなと感じていたところで、大変ショックを受

けたんですけれども、そんなときに緊急通報シ

ステムとか、もしかして設置していればなとか、

そういった、ちょっと頭をよぎりまして、今回

質問させていただきました。 

  今、民間でも見守りサービスのシステムがあ

りまして、それですと月額、サービスの内容に

よって利用料金が変わってきますので、4,000

円ぐらいから１万円相当程度とか様々あるよう

ですが、新庄市の緊急通報システムは月額190

円で利用できます。市民の方と話をしていて、

こういうのがあるんだよと言うと「そんなにい

いシステムが新庄市にもあるのか」という話を

聞きます。 

  先ほどありましたように、平成５年からとい

うことで、令和５年度は８台の設置ということ

をお伺いしました、89台ですか、すみません。

それで、今までに、ここ五、六年の設置の推移

についてお伺いしたいと思います。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 緊急通報

システムの近年の設置の状況ということで御質

問いただきましたが、先ほど市長答弁でもござ

いましたが、令和４年につきましては現在89件

ということで、令和４年度の状況は、新規が13

件、撤去が23件となっております。また、令和

３年度につきましては、新規設置が13件、撤去

が20件、令和２年度におきましては、新規18件、

撤去22件という状況になっております。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  それでは、今現在、高齢者の独り暮らしの世

帯と後期高齢者の世帯数をお願いしたいと思い

ます。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

高齢者の単身世帯数と後期高齢者世帯数という

御質問でございますので、令和５年４月１日現

在の数値で申し訳ございませんが、単身世帯で

1,648世帯、後期高齢者75歳以上の世帯が841世
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帯になっております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 高齢者の独り暮らし

の世帯が1,648世帯ということで、この世帯数

から見て、まだまだ周知というか、必要だと感

じます。また、後期高齢者の世帯も841世帯と

いうことで、本当に不安というか、私たちも高

齢者なので、不安な思いをされている方がたく

さんいると思います。 

  通報されないのが一番なんですけれども、今

までに消防の出動要請とか、それから、私も協

力員の１人になっているんですが、安全の確認

を依頼とかされた事例というのは何件ぐらいあ

りますか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 緊急出動

の御質問でございますが、令和４年度になりま

すが、緊急通報が17件、そのうち緊急搬送され

た件数が15件でございます。 

  また、協力員の出動依頼がありましたのは令

和４年度は１件という状況になっております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） 17件の通報があった

ということで、内容はよく分かりませんけれど

も、命を守ることができたんじゃないかなと感

じました。 

  まだまだ、民生委員とかに頼るのではなくて、

市報も活用とありましたけれども、もっともっ

と丁寧に、高齢者の独り暮らし世帯の方に個別

に案内というか、そういったものもしていただ

ければなと感じているんですが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者の

方への個別の案内という御質問でございますが、

可能性として今現在考えておるのは、地域での

ふれあいサロン等での周知の方法でしたり、議

員がおっしゃられたように個別の対応について

も今後検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子さん。 

１５番（髙橋富美子議員） ぜひお願いしたいと

思います。ふれあいサロンとかそういったとこ

ろに出てこられる高齢者の方とかはそこで聞く

ことができると思うんですけれども、なかなか

出てこられない人のために、本当に細やかな対

応をこれからお願いしたいと思います。 

  今日は「小さな親切の日」ということを朝テ

レビでやっていました。お互いに助け合いなが

ら、新庄市に住んでよかったというまちに皆さ

んと共にやっていきたいなと思っております。 

  市長の令和５年度施政方針の中に、「高齢者

の方、介護を必要とする方、障害がある方や生

活に困窮している方の困り事に対しては、相談

支援と自立支援体制の充実を図り、これらの

方々が孤立せずに、必要な支援を適切に受けら

れ、安定的で自立した生活ができるように取り

組んでまいります」という力強い施政方針があ

りました。 

  本当に、今、様々な問題が山積している中で

はありますが、私たちもしっかりこの４年間、

皆さんと共に新庄市の市勢発展のために頑張っ

てまいりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

  以上で一般質問を終わります。 
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佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時４６分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して、

一般質問をいたします。 

  １番として、戦争の心配のない、安心して暮

らせる新庄市にするために、大軍拡ではなく、

国として平和外交に全力で取り組むよう申入れ

をしていただきたいという質問をいたします。 

  岸田首相は、昨年暮れに、安全保障３文書を

閣議決定し、軍事費を２倍にし、敵基地攻撃能

力（相手国の領域を攻撃する反撃能力）を持つ

と決めたのです。明らかな憲法違反で、専守防

衛の原則を投げ捨てるものとなっています。 

  政府が保有しようとしている敵基地攻撃能力

としてトマホーク400発を購入、トマホークと

は、戦争が始まる火蓋を切る武器です。また、

射程2,000から3,000キロの長射程ミサイルを大

量に導入し、地上の基地や戦闘機、護衛艦、潜

水艦などを大増強するとしています。そして、

マッハ５以上で飛ぶミサイル、極超音速兵器の

開発を進めようとしています。 

  目的は、日本が攻撃をされていなくても、ア

メリカの統合防空ミサイル防衛に従って先制的

に、相手国が離陸、発射の前に、相手国のミサ

イル基地、飛行場、首相官邸などの指揮統制機

能、空港、港湾、鉄道、道路、発電所などを攻

撃するためです。 

  要は、アメリカの指揮の下で国際法違反の先

制攻撃を行うという内容です。それをやれば相

手国から厳しい報復攻撃を受ける可能性がある

と防衛大臣が認めました。そして、全国の283

ある自衛隊基地の地下に、核攻撃にも耐える施

設の計画が進められています。日本全土を火の

海とする戦場化を想定しているのです。日本を

守るためではありません。アメリカを守るため

です。 

  そのような戦争をする日本にしてよいのでし

ょうか。市民の命、暮らしを守るため、戦争を

起こさないための外交に知恵と力を尽くすこと

こそ政治の責任ではないでしょうか。 

  市民の命と暮らしを守る立場にある市長とし

て、大軍拡に反対し、平和外交に全力で取り組

むことを申し入れるべきだと思いますが、市長

の見解を伺います。 

  次に、子育て支援のためのことなんですが、

子育て支援の一番大事なのは賃金の大幅引上げ

で、全国一律で時給1,500円に国の責任で引き

上げることができれば、新庄市に若い人たちが

残ることは間違いありません。それが私は子育

て支援の第一番だと思います。 

  今回は、そのほかの教育の支援ということで、

学校給食の無償化を進め、教員の定額働かせ放

題による教職員と子供への重大な影響に対する

対策について伺います。 

  ①として、教育費軽減が子育て世代のとても

強い要求となっています。食材費の高騰による

給食費値上げに対する保護者の声、これは今年

に入った４月初めだったと思いますが、保護者

から、学校から値上げなんだそうだという話で

びっくりしたという声もありました。そういっ

た声があったんじゃないかと思いますが、その

保護者の声と、市が始めている第３子以降無料

と第２子半額の該当者数と割合について伺いま

す。また、第１子から学校給食完全無償化をす

るための必要経費は幾らになるのか伺います。 
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  ②として、国の最新の調査で、教員の精神疾

患による休職者数が過去最高になったと出てい

ました。また、子供の自殺者数、不登校者数も、

子供が少なくなっているにもかかわらず過去最

高という数字が発表されていますが、本市はど

うでしたでしょうか。 

  ③として、４月、国が公表した教職員の労働

時間調査によりますと、小中学校では１日約11

時間半とのことでした。平日です。政府の働き

方改革はほとんど効果がなかったのではないで

しょうか。１日８時間を超えた残業時間には

25％の割増し賃金が発生するというのに、教員

は僅か４％の調整給だけで、残業代は出さない

という制度が教員の健康を害し、子供の話を丁

寧に聞いたり、いい授業のための準備の時間も

十分に取れない学校にさせていると思いますが、

市は教員の労働環境改善の要望をする必要があ

ると思いますが、どうでしょうか。 

  ④として、持ち帰りも含めての残業時間を正

確に把握し、必要な教職員を配置する教育予算

を抜本的に拡充することや、少人数学級及び教

員の持つ授業時数を１日４こままでとする教職

員定数改善や、事務量を大幅に減らす改革が必

要ではないかと思いますが、市は要望する考え

はないか伺います。 

  大きな３つ目の質問は、マイナンバー制度に

関してです。 

  ①として、マイナンバーカードでのトラブル

が全国で7,000件余り発生し、大問題となって

います。本市でのトラブルはあったか、なかっ

たか、お願いします。 

  ②として、来年秋からマイナ保険証が義務化

という法律が通ったようですが、紙の保険証は

発送されないことになるようです。いろいろな

理由からマイナ保険証を持たない方がおられま

す。こういった方も含めてどのように保険証を

提供するのか伺います。 

  ③として、自分のどの情報を使われることに

同意するか、一つ一つ丁寧に確認することが人

権を守る上でとても重要ではないかと考えます

が、見解を伺います。 

  大きな４番目の質問は、高齢者支援の強化に

ついてです。 

  ①高齢者タクシー券の復活について伺います。 

  かつて80歳以上の高齢者にタクシー券があり

ました。財政難を理由になくなりました。これ

を改めて復活させるべきではないかと考えます。 

  ②として、予約型乗合タクシー制度について、

寒河江市や西川町では交通弱者の味方として大

変歓迎されているようです。本市でも再検討す

べきではないかと思いますが、どうでしょうか。 

  ③として、住宅リフォーム補助への市独自補

助について伺います。 

  高齢者のいる世帯では、床のバリアフリー化

とか、トイレとかお風呂とか、寒さ対策とか断

熱化などの工事で、一般型リフォーム補助は工

事費用の５分の１（20％）、上限24万円になっ

ていますが、これに対する市独自補助は必要で

はないかということで伺います。 

  以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

佐藤卓也議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  学校給食無償化及び教員の労働環境について

は、教育長より答弁させますので、よろしくお

願いします。 

  初めに、市民の命と暮らしを守る平和外交の

推進に関する御質問についてでありますが、本

市におきましては「永遠の平和と明るい明日の

世界の実現」を理念とする平和都市宣言を昭和

59年に行い、この宣言に関する意義を高揚する

ため、市及び関係団体により組織する新庄市平

和都市宣言推進会議を設置しております。 

  この推進会議におきましては、毎年、終戦記
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念日である８月15日に平和都市宣言旗の掲揚式

を行い、戦没者の追悼を通じて平和の重要性に

関し市民の皆様の意識の啓発を図るとともに、

各団体の平和推進活動の支援を行っております。 

  平和外交の推進につきましては、国が推進す

べき事項として認識しておりますが、市といた

しましても平和都市宣言の理念に基づいた取組

を引き続き推進してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、マイナンバー制度の御質問についてで

ありますが、初めに、マイナンバーカードのト

ラブルの件につきましては、マイナンバーカー

ドを健康保険証として使う、いわゆるマイナ保

険証において、別人の情報が誤って登録された

事例が厚生労働大臣の会見により明らかとなっ

たものであります。 

  本市におけるマイナンバーカードのトラブル

につきましては、マイナンバーカードの交付に

遅れが生じた事例などはあるものの、今回のよ

うなマイナ保険証のトラブルは確認しておりま

せん。 

  次に、マイナ保険証を持たない方への保険証

の提供についての御質問でありますが、６月２

日に改正マイナンバー法が可決され、令和６年

秋以降、新規の健康保険証の交付は行われませ

んが、発行済みの健康保険証については、健康

保険証廃止後、最長１年間、医療機関の窓口で

使用することができる経過措置を設けることと

なっております。 

  また、マイナンバーカードを取得していない

方などにつきましては、御加入の健康保険証の

保険者に申請することで、御本人の被保険者資

格の情報などを記載した資格確認書を交付して

対応する予定となっております。 

  今後も、必要な方が必要な保険診療等を受け

られるよう、国の動向を踏まえながら準備を進

めてまいります。 

  次に、マイナンバー制度における情報の使わ

れ方に対する御質問でありますが、マイナンバ

ー法において、マイナンバーの利用範囲は、社

会保障、税、災害対策に限定されており、事業

者は従業員やその扶養家族の社会保険及び税に

関する手続の書類作成を行う場合に限り、本人

などにマイナンバーの提供を求めることが可能

とされております。 

  また、本人から提供を受ける個人番号を含む

特定個人情報については、法律で限定的に明記

された場合を除き、提供してはならないとされ

ているため、事業者が特定個人情報を提供でき

るのは、社会保障、税及び災害対策に関する特

定の事務のために、従業員等の特定個人情報を

行政機関等及び健康保険組合等に提供する場合

などに限られるとされております。 

  マイナンバー制度について、法律に基づきな

がら、国の制度運営上求められる様々な措置を

十分考慮しつつ対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、高齢者の方のタクシー券についてお答

えさせていただきます。 

  高齢者の方のタクシー券につきましては、平

成16年度まで、80歳以上の高齢者の方の通院を

対象としてタクシーの利用券の交付事業を実施

しておりましたが、事業効果や財政事情等によ

り、制度を廃止したものであります。 

  高齢者の移動手段の確保につきましては、高

齢化の進行や免許返納の流れがあり、市といた

しましても重要な課題であると認識しておりま

す。市では今年度から高齢者の方の多様な外出

手段の確保を図ることを目的として、シニアカ

ーを購入または貸与を受けた方へ費用の一部を

助成する事業を新たに実施しております。 

  今後も、このような福祉サービスなども含め

多様な移動手段の確保を検討してまいります。 

  次に、予約型乗合タクシー制度についての御

質問でありますが、昨年度、市内２地区におい

てデマンド型乗合タクシー実証運行事業を実施
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したところでありますが、タクシー事業者にお

いて運転者不足による車両の確保が困難である

ことから、現行での事業拡充が難しいと判断し、

昨年度末をもって実証運行事業を終了したとこ

ろであります。 

  今後は、公共交通事業者と協議を重ねながら、

来るべき超高齢社会において真に必要な方に必

要な足の確保ができる地域公共交通サービスの

在り方を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、住宅リフォーム補助への市独自補助に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

  新庄市住宅リフォーム総合支援事業は、住宅

の質の向上と事業者の経済活性化を目的として

平成23年度より行っているもので、毎年100件

以上、多い年では200件近くの申請があり、広

く市民の皆様に利用していただいております。 

  これは、山形県住宅リフォーム支援事業に基

づき、補助内容と補助金額を最大限に活用でき

る設定として、新庄市の補助要綱を定め、実施

しており、効率的にその成果を上げられている

ものと考えております。 

  県要綱の上限額に各自治体の単独費を上乗せ

し交付額を設定している町村があることは承知

していますが、本市としては、県の制度を最大

限に活用し、できるだけ多くの方に利用してい

ただきたいと考えております。 

  今後も、県の支援事業と協調しながら、住宅

リフォームされる方々への支援と経済活性化を

促進していきたいと考えておりますので、御理

解くださるようお願い申し上げます。 

  以上、私の壇上からの答弁は以上とさせてい

ただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

佐藤卓也議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、学校給食無償化につ

いてでありますが、初めに、給食費の値上げに

対する保護者の声についての御質問にお答えし

ます。 

  令和５年３月議会において、学校給食事業運

営協議会より「小中学校とも１食当たり30円を

値上げすることが適当である」と示された旨、

答弁したところでありましたが、短期間だけで

も保護者負担を抑えたいという学校長の判断に

より、給食費の値上げはせずに給食を開始した

ところでありました。 

  このような中、令和５年度の物価高騰対策と

して地方創生臨時交付金の活用が可能となった

ことから、値上げが必要とされていた学校給食

費１食当たり30円について、単年度の補助金と

して学校運営委員会へ交付することで、このた

びの補正予算として上程しているところであり

ます。 

  次に、第３子以降無償化と第２子半額免除の

該当数と割合についてでありますが、第３子以

降無償化の該当数は100人で全体に占める割合

は４％、第２子半額免除の該当数は631人で割

合は27％、合計数は731人で割合は31％となっ

ております。 

  なお、第１子については、給食費１食当たり

小学校15円、中学生は20円の補助金を交付して

おります。 

  また、完全無償化の必要経費につきましては

約１億6,500万円と試算しております。 

  学校給食費については、国においても保護者

の費用負担についての検討が行われているとの

報道がありますので、今後の動向を注視してま

いります。 

  次に、本市における教員の精神疾患による休

職者、子供の自殺者、不登校者の状況について

の御質問にお答えします。 

  初めに、教員の精神疾患による休職者につい

てでありますが、令和４年度、精神疾患による

病気休暇を一定期間取得した教員は複数人いる

状況であります。年度ごとの人数に大きな増減

はございませんが、同じ教員が繰り返して病気

休暇を取得したり、新規の取得者が出ている状
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況がございます。 

  次に、子供の自殺者についてでありますが、

令和４年度新庄市で義務教育児童生徒の自殺者

はおりません。 

  ただし、精神的な部分で心配される児童生徒

が在籍していることも事実であり、自傷行為等

については低年齢化している傾向にあります。 

  行為の背景には様々な要因があると思われま

すが、本人や家庭環境に起因する事例が多いと

捉えております。それぞれの問題を注視すると

ともに、スクールカウンセラーや市教育相談員

なども活用しながら、児童生徒の心に寄り添っ

てまいります。 

  次に、不登校児童生徒数についてであります

が、令和４年度は小中義務教育学校合わせて34

人となっており、小学校児童の不登校者数が増

えてきております。学校だけでなく、状況や背

景に応じて関係機関と連携を図りながら対応に

努めてまいりたいと考えております。 

  次に、教員の労働環境についての御質問にお

答えします。 

  学校に求められる役割が多様化し、学校を取

り巻く環境は厳しさを増しております。働き方

改革の重要な部分である教職員の超過勤務につ

いては、本市においても例に漏れず、改善を要

する課題であると捉えております。 

  本市では、校長会などを通じて、教員の業務

の見直しや削減を図るよう依頼しております。

各校においては、働き方改革として、これまで

の会議や打合せ時間の短縮を図るとともに、行

事や諸活動については内容を見直ししている状

況であります。 

  また、市では、教員業務の補助や児童生徒の

支援を目的に、個別学習指導員や特別支援員、

教育支援員、部活動指導員を配置したり、保護

者や特別な支援を必要とする児童生徒のために

教育相談員や特別支援指導員を配置するなど、

教員の負担軽減を図るとともに、児童生徒や保

護者に対する支援の充実を図っております。 

  今後も、教職員の多忙化解消に向けた取組を

推進する必要性を示し、教職員が一人一人の児

童生徒と向き合う時間を確保し、効果的な学習

活動を行うことができるように支援していくと

ともに、教員の労働環境の改善に向けて国や県

に要望してまいります。 

  最後に、教職員定数改善や事務量を減らす改

革についての御質問にお答えします。 

  教員が担当する授業時数につきましては、学

校規模や担当学年、担当教科等によって異なっ

ており、小学校では担任外の教員が特定の教科

を受け持つことで、担任の空き時間を確保して

おります。中学校では、時間割の作成の仕方を

工夫し、教員が１日の中で空き時間を確保でき

るようにすることで、生徒に向き合う時間の確

保に努めております。このように、各校におい

て教員の時間をつくり出す工夫が進められてお

ります。 

  教員定数につきましては、教員が一人一人の

児童生徒に向き合い、充実した教育活動を展開

することができるように、これまでも適切な配

置を要望してまいりました。 

  今後も、学校や教員に寄り添いながら、一層

の負担軽減を図ることができるよう国や県に要

望してまいります。 

  事務量の削減につきましては、これまでも校

長会などを通じて、学校業務の見直しや削減を

図り、教員の働き方改革を推進していくよう依

頼してまいりました。 

  各校においては、会議の回数削減や時間短縮、

行事や部活動の見直しなどの工夫が見られ、以

前より業務の削減が進んでおります。 

  今後も、学校における業務改善の必要性を示

し、教員の多忙化解消につなげていきたいと考

えております。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） １番ですが、新庄市の

平和都市宣言の中で、平和憲法に沿ってやるん

だと、その立場でやると書いてあります。 

  平和憲法、憲法第９条こそが日本を守ってき

たのではないかと私は思います。 

  それで、平和憲法、憲法第９条ができたこと

で日本の現実がどうなったのかということを考

えてみます。そうしますと、平和憲法ができる

前は、第２次大戦、太平洋戦争があり、命を失

った人の人数はアジア太平洋で2,000万人です。

日本国内で300万人です。これが、憲法第９条、

平和憲法ができたことで、日本が戦争を起こさ

なくなった。そして、日本の戦争で亡くなった

人の人数を見るとゼロ人です。憲法ができて以

来76年間、ゼロ人です。憲法第９条を変えよう

という動きはありましたが、国民の９条を守る

運動で変えさせなかった。それが日本国民の命

を守ってきたのではないでしょうか。 

  平和都市宣言の立場から、平和憲法を踏み破

る大軍拡に反対、そして平和外交をと、市長と

して言っていく必要があると思うんですが、ど

うでしょうか。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 平和都市宣言ですが、平和都

市宣言の冒頭は「世界の恒久平和は人類共通の

願いである」という文章でございます。その理

念に基づきまして、先ほども市長答弁にありま

したように、昭和59年に平和都市宣言を行って

おります。この事業を継続し、またこれからも

長く継続していくことで、次世代につなげ、平

和を願っていくということは非常に大切なこと

だと思っておりますので、御理解いただきます

ようお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 平和都市宣言を続けて

いく、このことは本当に大事なことだと思いま

す。そして同時に、地方自治という立場で、国

に対して物を言っていくことが私は大事だと思

います。そのことを市長からお聞きしたいと思

います。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 総務課長西田裕子さん。 

西田裕子総務課長 このことにつきましては、国

が行う平和外交であることもありまして、当市

としましては意見を申し上げる立場にないと思

っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 明治憲法は地方自治と

いうのがなかったんです。上から、国のものは

全てやらねばならないというのが明治憲法の精

神だったと思います。でも、日本国憲法は違う

んです。地方自治が保障され、そこから国民一

人一人の人権を守る立場で意見を言う、そのこ

とが平和を守る基本になるという立場で憲法が

つくられています。 

  そういう意味では、国が行うことだから言え

ないんだというのは、地方自治を軽く見ている

というか、そういう気がいたします。 

  私は、憲法の立場での地方自治の立場で、市

民の命を守る責任者として平和憲法を守るべき

だと、軍拡で戦争をするようなことはやめてい

ただきたいと言うべきだろうと私は思います。 

  次に、２番目ですが、学校給食についてです。 

  学校給食は教育の一環です。しかし保護者の

負担が重いです。どの子にもお金の心配なく給

食を提供するためにも、学校給食の完全無償化

が必要ではないでしょうか。本市の一般会計の

１％の財源でできるんです。 

  隣の韓国では約７割の自治体が学校給食無償

化を実施しています。あの大都市のソウルでは

高校まで2021年から学校給食完全無償化をやっ
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ています。 

  親が給食費を払うか払わないかにかかわらず、

子供の給食に差が生まれてはいけないはずです。

給食無償化は、現金負担の軽減ではなく、現物

給付による援助です。学校で教育、授業という

現物が無償で提供されているのと同じく、給食

も無償で提供されることが子供の人間として育

つ人権を保障する教育ではないかと考えますが、

どうですか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの質問にお答え

いたします。 

  以前から議員からは給食費について無償化に

ついてのお話をいただいておりました。前から

申し上げておりますが、給食費につきましては

学校給食法におきまして受益者負担が基本とな

っております。ただし、そういった中でも、昨

今の状況を鑑みれば、保護者負担の軽減という

ものがやはり必要となっております。 

  そういった中におきまして、本市は第１子、

第２子、第３子、全ての児童生徒におきまして

それぞれの補助を、支援を行っております。ま

た、今年度からは新しく多子世帯の支援という

ことで、第２子半額、第３子無償化ということ

で新しい試みも行っておりますので、こちらを

進めてまいりながら、新しい事業でもございま

すので、しっかりとその辺も評価をしながら今

後につなげてまいりたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） なぜ学校給食の無償化

かといいますと、親の労働環境が低賃金で働く

非正規雇用が拡大しているということで、親、

保護者の賃金が減っていること、また教育費の

負担が逆に大きく増えているという現状があり

ます。 

  文科省の2022年12月公表の調査によりますと、

公立だけで574万円、幼稚園から高校までとい

う形で見たときです、全て私立だと1,838万円。

さらに大学４年間では大学だけで800万円です。 

  そういう中で、育児支援の最重要課題は教育

費の支援、軽減だと答えている方が69.7％にな

っています。給食費は年間１人５万円強です。 

  子育てを自己責任ではなく、社会全体で支え

る政策にしていくべきではないでしょうか。そ

ういう意味で、もう一度、学校給食無償化に向

けての気持ちなど、検討などについてお聞かせ

ください。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいま御指摘いただい

た点についてお答えしたいと思います。 

  先ほども申し上げましたとおり、保護者支援

という部分におきましては、やはり必要な支援

だと考えております。 

  そういった中で、完全無償化となりますと、

先ほど教育長の答弁にもありましたように、多

大な金額がかかるということもございます。財

政については総合的に判断されるものでござい

ますので、そちらも加味しながら今後検討して

いく部分だと考えます。また、昨今の報道にも

ありますが、国としても給食費についての様々

な検討がなされているようでございますので、

そちらも注視しながら、市としてもしっかりと

考えてまいりたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 教員の労働時間が長い

ことが、子供に関わる時間が少なくなっていた

り、授業の準備もなかなかできないという実態

になっているということで、先生、教員がいじ

められていると同時に、その影響が子供たちに

も出ているんじゃないかと私は思います。教育



- 131 - 

長は、先ほど国に労働環境を改善するように要

望するという、いい答えをいただきまして、本

当にありがたいと思います。 

  さらに、その労働環境が悪い原因については、

法律があります。教員には４％という僅かな調

整給だけで、これをもっと増やしてかという話

もされていますが、しかしそれをちょっと増や

しただけでは、労働時間の果てしないほど働か

されている現状を変えることにはならない。た

だ働きを増やすことになってしまう。この法律

を変えて、残業代をちゃんと出せと、そういう

状況を要望していく必要があると思うんです。 

  そして、残業代があまりにも膨大な金額にな

ることは間違いないし、これでは体を壊すとい

うのは先生たちが実感しているわけですから、

増やさねばならないという話にもなるわけです。 

  そういう意味で、残業代を、ただ働きではな

く、きちんと払えという要求をしていく、そう

いう改善が必要だと思うんですが、どうですか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの質問について

お答えいたします。 

  確かに、給特法におきまして４％の調整額と

いう部分について、昨今、マスコミ等も含めて

議論がなされております。 

  しかしながら、こちらの部分についてはなか

なか学校または市で解決できていくものではご

ざいませんので、今後ともしっかりと県や国に、

こういった要望等も出ておりましたので、ぜひ

話す機会を設けていきたいと思っております。 

  そういった中で、何ができるかという部分に

ついて、本市として、そして各学校の中で働き

方改革を進めてまいりました。議員が先ほどお

っしゃいましたように、働き方改革の一番重要

な部分は、単に時間をつくるだけではなくて、

教員が子供に関わる時間というものを確保する

こと、また教員が子供の前で元気な姿でいられ

ること、そういった部分が何よりも重要でござ

いますので、これまでもやってきましたとおり、

各学校、工夫を様々重ねながら時間をつくり出

すという部分をしっかりとやってまいりたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  次に、マイナンバー制度、マイナ保険証につ

いてです。 

  マイナ保険証は、誤った登録を繰り返す制度

的欠陥があったのではないでしょうか。2020年

12月時点で3.5万件の誤った登録がされている

ことが報告されています。さらに、2021年10月

から2022年11月までの１年ぐらいで7,312件の

誤った登録がされていることが発見されました。 

  これは命に関わる大問題ではないでしょうか。

人の医療保険関係のことが載っているようなも

のになっていたら、薬が全然違うものが来てし

まい、本当に命に関わると、関係者は心配の声

を上げています。 

  そういう意味では、間違ったマイナ保険証が

出たときの対応として、紙の保険証があれば改

善できるという状況です。市の対応として、マ

イナ保険証が間違いないという内容になるまで

紙の保険証を全員に発送すべきではないかと考

えますが、どうですか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 健康課長佐藤朋子さん。 

佐藤朋子健康課長 マイナ保険証に係るトラブル

等につきましては、議員御指摘のとおりである

と認識しております。 

  改正法案の中での経過措置としまして、保険

者が必要と認める場合は、本人からの申請によ

らずに資格確認書を交付できるものとされてご

ざいます。ただ、経過措置がいつまでなのかと

いう部分と保険者の裁量の部分につきましては

まだ詳細不明とされております。 
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  本市における保険証に係るトラブルは現在の

ところ確認されておりませんが、今後とも国の

通知に基づき、しっかりとした対応を取ってま

いりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） マイナ保険証というの

が誤った登録が全然なくなったと確認されるま

で、私は紙の保険証を併せて出すという立場が

市民の命を守る重要なことだと考えます。 

  もう一度お願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 マイナンバーカードのト

ラブル、制度上のトラブルということで、私か

ら答弁申し上げたいと思いますけれども、ただ

いま議員から御意見がありましたマイナンバー

カードのマイナ保険証での別人の誤情報の登録

というのが7,300件ほどあると報道等で今出さ

れておりますけれども、この原因等につきまし

て言われておりますのが、同姓同名のケースを

誤ってやったということでありますとか、あと

は生年月日を誤って入力してしまったといった

ような、それぞれ行政機関における手続上のヒ

ューマンエラー、人的なミスということを言わ

れておりまして、そちらについては報道等でな

されておりますけれども、しっかりとマイナン

バーと名前、生年月日だけでなく、住所とか、

漢字、片仮名表記でも確認するといった、マイ

ナンバー制度、デジタル化に安心していたよう

な簡単な入力作業になっているところが国にあ

りますので、そういったことではなくて、徹底

して、人間がやるべきところについては徹底し

て注意していこうということで、国で指示が出

されているようでございますので、今後、マイ

ナンバー、そういうインフラ整備として導入し

ている過渡期でありますので、そういったとこ

ろを見据えた形で、今後、市としても業務に取

り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 分かりました。 

  今、マイナ保険証はそういう状態で、誤った

内容で、医療現場は混乱していると言われてお

りますので、今現在同時に進んでいることでも

ありますので、大変危険な内容があると感じて

おります。 

  次に、高齢者支援の強化についてです。 

  運転免許証自主返納者には確かに１回だけ、

バス券、タクシー券が出ています。これを１回

限りでなく、車の免許のない75歳以上全員に、

障害者の福祉タクシー券と同じように出しては

どうかと思いますが、どうでしょうか。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 環境課長岸 聡さん。 

岸 聡環境課長 免許証自主返納の方へのタクシ

ー券等の支給でございますけれども、議員おっ

しゃるとおり１回限りとなってございます。た

だし、交付しているものにつきましては使用期

限を定めておりませんので、支給したものに関

しましてはお持ちの限り使っていただける、た

だ２万円限度となっておりますけれども、それ

以上のものについては予定してございませんの

で、今現在ある制度につきまして、啓発して利

用していただきたいと考えてございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 使用期限はない、それ

はいいことです。２万円までということなんで

すが、使ってしまえばなくなるわけです。 

  そういう点で、舟形町では80歳以上の方に

700円のタクシー券を24枚交付しているそうで

す。戸沢村では75歳以上の免許がなくなった方
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には、５年間、500円券掛ける120枚の交付、６

年目以降は500円掛ける40枚交付でやっていま

す。東根市では70歳以上の免許のない方に500

円掛ける30枚を交付しています。 

  こういうふうに新庄市でもやってもいいんじ

ゃないかと思うんですけれども、どうですか、

市長、お願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 タクシー券ということで

すけれども、公共交通的な意味合いもございま

すので、私から答弁させていただきます。 

  先ほど市長も答弁申し上げましたけれども、

タクシー券の復活の御質問につきましては、今

年度においてはシニアカーの補助というところ

で新たな高齢者の交通対策の取組、補助を実施

しているということでございます。 

  このようなサービスも含めまして、デマンド

での御質問、乗合タクシーの御質問がありまし

たけれども、こちらは実証運行で廃止、終了と

いうことを議会に対して説明させていただいた

ところですけれども、これに代わるもの等を含

めて、タクシー券も含めて制度設計していきた

いという形で、高齢者の交通、足の確保をして

まいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 分かりました。 

  住宅リフォーム補助についてですが、真室川

町の補助対象工事が少しありまして、町独自の

補助が上限12万円ついているという話もありま

した。また、介護保険の活用で、畳替えを９割

給付でできる自治体もあるようです。衝撃緩和

機能つき畳、けがの軽減、けがが防止できると

いうか、そういう畳の補助もやっていると聞い

ております。 

  そういったことなどを市でも考えるべきと思

いますが、どうですか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保険

を利用した住宅改修についての補助という御質

問でございますが、衝撃を緩める、緩和する畳

についてはただいま初めてお聞きしました。 

  今後、そういうものがあるということを研究

しながら検討してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日６月14日から６月

19日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を６月14日から６月19日ま

で休会し、６月20日午前10時から本会議を再開

しますので御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時３７分 散会 
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令和５年６月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和５年６月２０日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １４番   山  科  正  仁  議員    １５番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   小  野  周  一  議員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １３番   伊  藤  健  一  議員 

 

 欠 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

市 民 課 長 伊 藤 リ カ  環 境 課 長 岸     聡 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 

健 康 課 長 佐 藤 朋 子  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀 
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学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 伊 藤 幸 枝 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 大 江   周 

選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 今 田   新 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 叶 内 敏 彦 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和５年６月２０日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 １ 請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、大増税反対についての請願 

 

   （産業厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ２ 議案第６０号新庄市消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第６１号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第６２号新庄市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 ５ 請願第２号食料・農業・農村基本法の見直しに関する請願について 

日程第 ６ 請願第３号食料・農業・農村基本法の見直しに関する請願について 

 

   （質疑、討論、採決） 

日程第 ７ 議案第３３号令和５年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第３４号令和５年度新庄市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第 ９ 議案第６４号財産の取得について 

日程第１０ 議案第６５号明倫学園グラウンド整備工事請負契約（令和４年議案第３６号）の一部変更

について 

日程第１１ 議案第６６号明倫学園建物周辺外構工事請負契約（令和４年議案第５０号）の一部変更に

ついて 
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日程第１２ 議案第６３号令和５年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議会案第２号食料・農業・農村基本法の見直しに関する意見書の提出について 

日程第１４ 議員派遣について 

日程第１５ 閉会中の継続調査申し出について 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。欠席通告者

は伊藤健一さんの１名です。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

ときは上着を脱いでも構いません。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１請願第１号平和、命、暮

らしを壊す大軍拡、大増税反対についての請願

を議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁さん。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  総務文教常任委員長山科です。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果についての御報告を申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  当委員会に付託されました案件は、請願１件

であります。 

  審査のために、６月14日午前10時より議員協

議会室において委員８名出席の下に審査を行い

ました。 

  請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、

大増税反対についての請願は、総務課職員の出

席を求め、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、今回の軍事費拡大の

予算について増額分の財源は、歳出改革または

決算の剰余金、そして税外収入で捻出し、足り

ない分を法人・所得・たばこ税の３税の増税等

で賄うと報道されているようだが、どういうこ

となのかといった質疑があり、総務課からは、

国のそういった方針についてはまだ決定したこ

とではないと認識している。今後、国の動向を

注視していくとの説明がありました。 

  また、ほかの委員より、この請願は、平和を

壊す大軍拡は駄目であり、そのための財源とし

て、命、暮らしに関わる財源が削られたり、大

増税になるようなことは駄目であるとの趣旨だ

と思う。憲法第９条や新庄市平和都市宣言の願

いそのものであることから、この請願に賛成す

るとの意見があり、他の委員からも、憲法第９

条を持つ国として戦争のない平和な日本にする

ことには異存がないために、請願本体に賛成す

るとの意見がありました。 

  ほかの委員からは、防衛費の増額を確保する

措置法など国の動向を注視し、それから議論し

てもよいのではないか。継続審査にすべきと思

うとの意見や、請願事項にある「幅広い協同を

広げ」という部分、これが不明である。請願者

から話を聞くことも含め、もう少し議論が必要

と思うとの意見がありました。 

  また、ほかの委員からは、自分の国は自分で

守るのが大原則、ある程度の自主防衛力が必要

と思う。今の日本が大軍拡になっているのか。

大軍拡という言葉の中身を慎重に聞いて判断す

る必要があるのではないかといった意見が出さ

れました。 

  その他、委員間で討議されましたが、継続審

査とすることに関して採決した結果、請願第１

号については継続審査すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 
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佐藤卓也議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対し、質疑に入ります。 

  請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、

大増税反対についての請願について、質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 賛成ですか、反対ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 継続審査に反対で、請

願に賛成です。 

佐藤卓也議長 ただいまの討論は、継続について

反対か賛成かの討論です。どちらでしょうか、

もう一度お伺いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 継続審査には反対です。

請願に賛成です。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員に申し上げますが、

討論の対象は、委員長報告にあった継続審査に

反対か賛成かに限られますので、継続に反対の

討論か賛成の討論かをお答えいただきたいと思

います。 

  佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） もう一度言います。 

  継続審査に反対です。 

佐藤卓也議長 それでは、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は、総務文教常任委

員長の報告が継続審査となっていますが、これ

に反対です。 

  私は、請願は採択すべきだと考えます。 

  「前衛」2023年６月号に載っていた「室蘭工

業大学大学院教授清末愛砂さんに聞く」という

文から学びつつ述べさせていただきます。 

  理由は、軍事力に依存する政治を許してはい

けないということです。 

  昨年12月に発表された３文書は、国家安全保

障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という

文書です。これは明らかな大軍拡、軍事費拡大、

防衛費大増強を宣言したものです。中でも防衛

力整備計画では「2023年度から2027年度までの

５年間における本計画の実施に必要な防衛力整

備の水準に係る金額は43兆円程度とする」と書

いてあります。この計画でスタンド・オフ防衛

能力、つまり敵とみなした相手国の対空ミサイ

ルの射程圏の外から砲撃できる能力を反撃能力

として打ち出しています。反撃能力と書いてい

ますが、先制攻撃につながり得るものです。反

撃能力と称して日本が先制攻撃を加えていくこ

とで、戦争になり得るものです。 

  南西諸島が強く懸念の声を上げています。石

垣島では、今進められている他国の基地が射程

距離に入るような敵基地攻撃能力のある長距離

ミサイルの配備を認めない意見書を市議会で可

決しています。長距離ミサイルで容易に届く距

離のところにミサイルを配備するわけですから、

まさに南西諸島の人々は戦争が極めて近い状況

を常に強いられるということになります。これ

は大変危ない状況です。 

  軍事力で日本を守れるのか。この３文書の大

きな狙いは、日本の軍事的優位性を確保するこ

とにあります。これだけ莫大な大金をかけて、

日本を実際に守れるのか。軍備で国防というの

は無理なことです。 

  抑止力の強化というのは、軍事的な優位性、

自分たちが強いということを見せつけて、それ

によって相手を攻撃できなくさせる、つまり服

従させるという発想です。それは安全保障のジ

レンマとして、軍備を増強すると相手方も軍拡

が進み、緊張が高まり、どうにもならなくなる

ということです。 

  こうした軍事力に依拠して自分の威力を見せ

つける発想は、ＤＶ（ドメスティックバイオレ

ンス）と一緒です。自分の意に沿わないことを
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したら攻撃してたたくということです。ＤＶ被

害を受けている人は、いつパンチが飛んでくる

か分からない、いつ言葉による暴力が飛んでく

るか分からないので、家の中は戦場と同じです。 

  日本国憲法は、戦争や暴力のない社会をつく

ることを目指しています。私的な人間関係にお

いても、非暴力の発想が社会に広がらなければ、

職場や学校でいじめをなくすことができません。 

  平和的生存権をうたう憲法を持つ国として、

ウクライナに首相は「必勝しゃもじ」を贈った

そうですが、そうではなく、ロシアに対して、

軍事侵略はやめろ、即時撤退しろと、きちんと

言わなければいけません。 

  韓国や北朝鮮や中国と丁寧な話合いを持つべ

きです。話合いを繰り返すことで、東南アジア

諸国連合は50年以上、戦争のない地域をつくっ

てきました。東南アジア諸国連合と日本が結ん

だＡＯＩＰ構想には、包摂的に、つまり包み込

んで協力し合うということで、日本も中国もア

メリカもこれに参加しています。この立場で話

合いをする外交が必要です。 

  私たちの大切な子供や孫が戦争で傷ついたり

死んだりすることを誰も望まないのではないで

しょうか。 

  そういう意味からも、私は請願を採択すべき

だと考えます。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第１号平和、命、暮らしを壊す大軍拡、

大増税反対についての請願については、総務文

教常任委員長より継続審査の申出がなされてお

りますので、継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  請願第１号について、委員長報告のとおり継

続審査とすることに賛成の方は賛成のボタンを、

反対の方は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成15票、反対１票、賛成多

数であります。よって、請願第１号は委員長報

告のとおり継続審査となりました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第２議案第60号新庄市消防団

条例の一部を改正する条例についてから日程第

６請願第３号食料・農業・農村基本法の見直し

に関する請願についてまでの５件を一括議題と

いたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長新田道尋さん。 

   （新田道尋産業厚生常任委員長登壇） 

新田道尋産業厚生常任委員長 それでは、私から、

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案３件、

請願２件です。 

  審査のため、６月15日午前10時より議員協議

会室において委員８名出席の下、審査を行いま

した。 



- 141 - 

  議案第60号新庄市消防団条例の一部を改正す

る条例については、環境課職員の出席を求め、

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、今回の改正は何年

ぶりの改正となるのかとの質疑がありました。

環境課からは、前回は平成27年度に報酬額を引

き上げる改正をしているとの説明がありました。 

  ほかに報酬等の団員個人への直接支払いにつ

いての質疑がありましたが、採決の結果、議案

第60号については全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議案第61号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例については、成人福祉課及び税

務課職員の出席を求め、補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、これまで制度の周

知はどのようにしているのかとの質疑がありま

した。税務課からは、市報やホームページで周

知を図り、納税相談であったり申告相談におい

て対応しているとの説明がありました。 

  また、令和４年度は１人しか減免の該当がな

いが、対象となった方はどのぐらいいたのかと

の質疑がありました。税務課からは、申請があ

り、対象となったのは１件であるとの説明があ

りました。 

  ほかに制度の周知方法についてなどの質疑が

ありましたが、採決の結果、議案第61号につい

ては全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  続いて、議案第62号新庄市農業集落排水処理

施設の管理に関する条例の一部を改正する条例

については、上下水道課職員の出席を求め、審

査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、県内の状況として、

従量制を取っているところはどのぐらいかとの

質疑がありました。上下水道課からは、農業集

落排水事業を行っている10市のうち７市が従量

制を取っているとの説明がありました。 

  また、従量制に移行すると経費回収率は改善

される見込みかとの質疑がありました。上下水

道課からは、定額制から従量制にした場合、年

間で950万円ほど増収になるのではないかと試

算しているところである。３年間の特例措置を

設けるため、４年目からになろうかと思うが、

経費回収率としては90％近くまで行くのではな

いかと見込んでいるとの説明がありました。 

  また、他の委員からは、水道のみ使用・井戸

水のみ使用・併用と分類されているが、使用料

はどのように変わるのかとの質疑がありました。

上下水道課からは、水道のみの場合については

水道メーターの検針値を基準とした使用料体系

となり、井戸水のみの場合では１人当たり６立

方メートル掛ける世帯人数となる。併用の場合

は水道メーターの検針値と１人当たり３立方メ

ートル掛ける世帯人数が加算されるとの説明が

ありました。 

  また、井戸水のみ使用の場合、６立方メート

ルに換算するとのことだが、不公平感は発生し

ないのかとの質疑がありました。上下水道課か

らは、昨年の６月から10月にかけて井戸水・水

道水の使用実態調査をさせてもらったところ、

１人当たり6.9立方メートルという計算値とな

ることから、妥当な数字ではないかと捉えてい

るとの説明がありました。 

  ほかに住民への周知についての質疑がありま

したが、採決の結果、議案第62号については全

員異議なく原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  続いて、請願第２号食料・農業・農村基本法

の見直しに関する請願について及び請願第３号

食料・農業・農村基本法の見直しに関する請願

については、件名及び内容が同じであることか

ら一括審査することとし、請願第２号及び第３

号の紹介議員と農林課の職員の出席を求め、紹

介議員からの趣旨説明の後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、認定農業者以外の
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多様な担い手とはどういった方が対象となるの

かとの確認があり、紹介議員からは、兼業農家

の関係の方々を示していると考えるとの説明が

ありました。 

  また、他の委員からは、この請願については

必要だと思う。これから農村基本法の見直しを

行おうとしている矢先であるため、ぜひともよ

ろしくお願いしたいといった意見が出されまし

た。 

  その他、委員間で討議をした後、採決した結

果、請願第２号及び請願第３号については全員

異議なく採択すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまの産業厚生常任委員長の

報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第60号新庄市消防団条例の一部

を改正する条例について、質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号新庄市消防団条例の一部を改正す

る条例については、委員長報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第61号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例について、質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第62号新庄市農業集落排水処理施

設の管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長の丁寧な報告、

大変勉強になりました。 

  その中で経費回収率というお話がありまして、

答えとして950万円増収と試算しているという

ことでした。 

  ３年の緩和措置があるようなんですが、特例

措置とも言っていますが、これは毎年950万円

増収になるのか、それとも３年の特例措置及び

緩和措置の間はそれに沿って少しずつ上がって

いって、４年目から950万円の増収となるので
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しょうか。 

  この増収というのは、結局、使用料が大幅に

値上げになるということではないかと思います

が、どうですか。 

新田道尋産業厚生常任委員長 議長、新田道尋。 

佐藤卓也議長 産業厚生常任委員長新田道尋さん。 

新田道尋産業厚生常任委員長 ３年後の４年目か

ら、さきに報告申し上げましたけれども、950

万円の増収となるということで、段階的に毎年

少しずつ上がっていくわけです。経過措置が３

年間ございますので、その間の数字は特に出し

ていませんが、順を追ってだんだんその950万

円に近づいていくという計算になります。そう

いうことでありました。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） よく分かりました。４

年目から950万円の増収になるということで、

つまり、今の農業集落排水事業に参加し、お金

を払っている方々は950万円負担が上がるとい

うことになります。 

  本会議の最初の総括質疑のときに私が申し上

げました。ある６人世帯のお宅では4,500円、

月々上がるということで、大変困っている状態

です。電気料とかほかのものも大変な物価値上

げの中で、どうやって暮らしていったらいいの

かと悩んでいるときに、市の公共料金がこのよ

うに上がるというのは、暮らしていけなくなる。

農家をやっている方が集落排水の地域は多いの

で、農家を続けられないと考えている上に上乗

せして生活が厳しくなっていく、何を削ったら

いいのか、食料を削るのかと、こういうふうに

して生きておられるわけです。 

  こういうところに市が負担増を押しつけてし

まうというのは、その地域に住んでいられなく

してしまうことなる、つまり人口減少に拍車が

かかる、そういうことではないかと思うんです

が、そういう議論はなかったでしょうか。 

新田道尋産業厚生常任委員長 議長、新田道尋。 

佐藤卓也議長 産業厚生常任委員長新田道尋さん。 

新田道尋産業厚生常任委員長 農集を使っていら

っしゃる方から見れば増額になるということで

家計に影響する、これは分かりますが、今まで

農集以外の人は同じように下水道料金を払って

いるわけで、それに肩を並べるということで、

逆に言えば、今まで安いものを使って使用料を

払っていたということになるんじゃないか。 

  さっき報告申し上げましたとおり、10市中７

市が従量制を取っている、定額制から一般の下

水道料金に変えているという状況から見て、今

後も各県に肩を並べてやっていくということで、

平等性を保っていくということから改正したと

いうことでございますので、御理解いただきた

いと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 農業集落排水関係の地

域にいらっしゃる方々というのは、多くは田ん

ぼなどを持っており、この地域の環境を守って

きた立場にある大切な、地域に住んでいてくだ

さっている方々なんです。そういう農村の水を

守る、きれいな水を守るという立場から、今ま

でこのように比較的下水道に比べれば安価な料

金で設定して、その地域に住み続けられるよう

に支援してきた、これは私はいい考えだと思う

し、これを改めてまちなかの下水道と同じよう

にしていくということは、農村地域に住みづら

くしていく一つではないかと、また家族をばら

ばらにしていく一つではないかと私は考えるん

ですが、そういう議論はなかったでしょうか。 

新田道尋産業厚生常任委員長 議長、新田道尋。 

佐藤卓也議長 産業厚生常任委員長新田道尋さん。 

新田道尋産業厚生常任委員長 農村の方々におい

ては、今までの努力は、おっしゃるとおり大変

いいことをやってくれていたと思いますけれど

も、市全体として今後どういう方向でいくかと
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なれば、やはり皆さんと同じような方法で一緒

にやっていくということで、今までの安い分は

得したんじゃないかと考えられることから、こ

の料金にぜひ慣れていただきたいと思います。 

  特にそういう議論はありませんでした。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号新庄市農業集落排水処理施設の管

理に関する条例の一部を改正する条例について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第62号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の

方は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成15票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第62号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、請願第２号及び請願第３号については、

件名、内容が同じ請願でありますので、一括し

て質疑、討論、採決を行います。 

  それでは、請願第２号及び請願第３号食料・

農業・農村基本法の見直しに関する請願につい

て、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第２号及び請願第３号食料・農業・農村

基本法の見直しに関する請願については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第２号及び請願第３号食料・農業・農村基

本法の見直しに関する請願については、委員長

報告のとおり採択されました。 

 

 

日程第７議案第３３号令和５年度

新庄市一般会計補正予算（第１

号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第７議案第33号令和５年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 
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７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ２つについて質問させ

ていただきます。 

  予算書８ページ、15款国庫支出金２項国庫補

助金１目総務費国庫補助金の地方創生臨時交付

金について、もう一つが予算書11ページ、２款

総務費１項総務管理費７目企画費の地域づくり

支援事業費について質問させていただきます。 

  初めに、地方創生臨時交付金なんですけれど

も、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給

付金支給事業をはじめとする各種物価高対策事

業の財源として充てるということで２億756万

4,000円が交付されておりますけれども、具体

的にこの交付金を通して活用される事業につい

てお聞かせください。 

  あともう一つなんですけれども、地域づくり

支援事業費ということですが、こちらは地域住

民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図

って、地域の連帯感とか自治意識を高揚させる

ためのコミュニティ活動を行っている団体に助

成金を交付しているものだと思うんですが、今

年度はどちらの団体に交付される予定なのか、

それぞれの交付金額と内容も含めて教えてくだ

さい。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、地方創生臨時

交付金の活用項目という御質問でございますの

で、私からお答え申し上げます。 

  こちらにつきましては、今、議員おっしゃっ

たような物価高騰対策ということで、国の予算

が１兆2,000億円、予算化されている中で、そ

のうち5,000億円が低所得者支援枠、7,000億円

が物価高騰対策の様々なメニューに充当できる

ものとなっております。 

  歳出を読み上げて、活用しております事業を

御説明申し上げます。 

  初めに、11ページになります。 

  ３款１項１目社会福祉総務費ですけれども、

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援という

ことでの１億1,055万5,000円、こちらが低所得

者支援枠の5,000億円の分を活用した事業とな

っております。 

  続きまして、その下の障がい福祉サービス事

業所物価高騰対策支援給付金525万円、今から

申し上げますのは普通の一般メニューの活用の

分になります。 

  続きまして、めくっていただきまして12ペー

ジ、老人福祉事業費の介護保険事業所等の物価

高騰対策支援給付金625万円。 

  続きまして、14ページ、畜産業費になります。

畜産経営継続支援給付金1,180万円になります。 

  続きまして、15ページの商工振興費の物価高

騰対策の生活応援商品券支給業務委託料１億

1,698万5,000円。 

  最後になりますが、17ページから18ページに

かけて、小中・義務教育学校の学校給食の高騰

対策の支援業務補助金ということで、小中・義

務教育学校を合わせまして1,370万円ほど活用

しているということになっております。 

  各課に事業が分散して充当しているという活

用内容になっております。 

  続きまして、コミュニティ助成事業補助金に

つきまして230万円の補正予算とさせていただ

いておりますけれども、こちらにつきましては

自治総合センターの宝くじの収益金を充ててい

る、助成金を頂戴して、対象となる団体に補助

しているところになりまして、今年度は大正町

と飛田の町内会にはっぴ等の活動備品を整備す

るための補助を行うということになっておりま

す。当初予算で250万円ついておりますけれど

も、内示額が480万円ということで、２団体分

の内示がありましたので、不足分を追加するも

のであります。 

  以上でございます。 
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７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 具体的に交付金を活用

する事業を教えていただいて、ありがとうござ

います。 

  こちらの地方創生臨時交付金は、これで全部

予算化されているということなんでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 こちらにつきましては、

低所得者枠につきましては、内示、限度額で来

ている金額よりも実際にかかる金額が多くなっ

てございまして、１億1,055万5,000円というの

は枠配分で来ている金額よりも多く充当してお

ります。これにつきましては、かかった金額が

後ほど交付される見込みだということで、ちょ

っと多めにしているところでございます。 

  一方の様々なメニューにつきましては、残り

2,830万円ほどまだ枠があるという状況になっ

ております。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 2,800万円の枠がある

ということですので、市民の皆さんにとって一

番いい形で活用していただきたいと思います。 

  また、商品券に一般財源も入れているという

ことですので、物価高に皆さん本当に苦しんで

いるところもありますので、ぜひ活用していた

だきたいと思います。 

  コミュニティ助成事業補助金について、こち

らは毎回２団体ということで、各町内の輪番制

みたいな形になっているんでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 輪番制と申しますか、要

望されている団体がございまして、交付される

金額に応じて、優先順位といいますか、早く要

望されているところから交付しているような状

況になっております。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの山科春美議

員のお話の中で出された内容に関わって、もう

少し、市民にとって、どういう方々がどのぐら

いなのかということでお聞きします。 

  11ページ、３の１の１の電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金の内容は、どういう

方々にどのぐらい、どのように支給されるのか。 

  それから、同じページ、11ページの３の１の

３の障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支

援給付金の内容も、どういう内容で、どのぐら

い支援されるのか。 

  それから、12ページの３の１の５で介護保険

事業所等物価高騰対策支援給付金、これもどの

ような事業所にどのぐらいずつ給付されるのか。 

  それから、これは先ほど話になっていません

でしたが、12ページの３の２の２で子育て世帯

生活支援特別給付金（独り親世帯分）3,000万

円と出ていますが、これは１世帯当たりどのぐ

らい給付されるのか、お願いします。 

  また、12ページの３の２の５、子育て世帯生

活支援特別給付金、これについても、どのよう

な方々に幾らぐらい支援されるのか。 

  また、14ページの６の１の４の畜産経営継続

支援給付金、これもどのような方々に幾ら、ど

のようにして支援給付されるのか。 

  また、15ページの７の１の２、原油価格・物

価高騰対策生活応援商品券支給業務委託料、こ

れは市独自の商品券で、全市民１人3,000円ま

では聞きましたが、そのほか説明があればお願

いします。 

  そして、17ページから18ページの10款に学校

給食物価高騰対策支援事業費補助金が出ていま
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すが、小学校、中学校、義務教育学校が出てい

ますが、１人１食当たり幾らぐらい上がったの

か。また、もう一つお聞きしたいのは、就学前

の教育・保育施設の給食費負担増はどうなって

いるのか、お願いします。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 成人福祉課長兼福祉事務所長横山 

浩さん。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

新庄市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援

給付金の事業内容ということで御説明させてい

ただきます。 

  このたびの事業は、エネルギー・食料品等の

物価高騰による影響を受けている非課税世帯の

生活を支援する目的で、１世帯当たり３万円の

給付になります。 

  対象者としては、令和５年６月１日現在にお

いて新庄市の住民基本台帳に登録され、かつ世

帯全員の令和５年度住民税均等割額が非課税で

ある世帯を対象としております。 

  支給の方法でございますが、補正予算可決後

に対象者に案内を通知し、申請書等を世帯主宛

てに送付し、申請書を受理後、順次支給を開始

していきたいと考えております。 

  次に、障がい福祉サービス事業所の給付金関

係でございますが、障がいの施設を運営してい

る事業所に対して、事業経営の負担を軽減し、

安定的なサービスを提供できる体制を維持する

ための給付金でございます。 

  １事業所当たり、各事業の体系がございます

が、訪問、相談等の事業所に対しては５万円、

通所系の事業所に対しては10万円、居住系の施

設に対して10万円を給付するものでございます。 

  対象者は、令和５年６月１日時点において新

庄市内に所在し、事業を実施している施設に対

しての給付になります。 

  給付の方法でございますが、先ほどと同様に

補正予算可決後に案内を通知し、申請書を受理、

決定し、順次給付を開始していきたいと考えて

おります。 

  同様に、介護保険事業所等でございますが、

こちらも新庄市内で事業所を経営している施設

に対しての給付になりますが、１事業所当たり、

訪問、居宅支援事業関係の事業所に対しては５

万円、通所系、小規模多機能及び入所系の50人

未満の施設に対しては10万円、入所系で50人以

上の施設に対しては20万円を交付するものでご

ざいます。 

  支給方法、対象者等は、障がいと同様になっ

ております。 

  以上でございます。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 子育て推進課長兼福祉事務所長鈴

木則勝さん。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

世帯生活支援特別給付金についてでございます。 

  独り親世帯分、独り親世帯以外分とございま

すが、いずれも国の事業として昨年度に引き続

き実施するものとなってございます。 

  食品等の物価高騰に直面し、影響を特に受け

ます低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支

給することにより生活の支援を行うものでござ

います。児童１人当たり５万円の支給となって

ございます。 

  対象者につきましてですけれども、独り親世

帯につきましては、令和５年３月分の児童扶養

手当の受給の対象となっている方、あるいは児

童扶養手当を受給してございませんが、食品等

の物価高騰の影響により直近の収入が急変し、

児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収

入になる方を対象としてございます。 

  独り親世帯以外分につきましては、令和４年

度同様の特別給付金（独り親世帯分）を受給さ

れた方、住民税非課税相当の方となります。 
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  そのほか、令和５年３月31日時点で18歳未満

の児童、障害児の場合は20歳未満の方を養育さ

れている方で、直近の収入が急変し、住民税非

課税相当の収入になられた方を対象としてござ

います。 

  支給の方法につきましては、補正予算を可決

いただいた後、速やかに通知、連絡して支給の

手続を進めさせていただきたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 それでは、補正予算書14ペー

ジ、畜産業費、畜産経営継続支援給付金につい

て御説明申し上げます。 

  こちらにつきましては、市内で畜産業、乳用

牛、肉用牛の生産経営を営む方に対しまして、

経営を継続するために支援金を給付するもので

ございます。 

  こちらにつきましては、１頭当たり１万円と

いうことで、乳用牛、肉用牛それぞれにおのお

の１万円を支払うもので、対象としましては約

80件を想定しております。 

  現在想定しております頭数につきましては、

毎年２月１日現在で統計を取っておりますけれ

ども、この定例会補正予算の可決後に、直近の

７月１日現在の頭数を把握しまして、その頭数

で給付したいと考えてございます。可決後に対

象農業者に通知をいたしまして、給付金の申請

をいただき、速やかに給付したいと考えてござ

います。よろしくお願いしたいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、私から、物価

高騰対策事業費の物価高騰対策生活応援商品券

支給業務委託料の内容について御説明します。 

  まず目的といたしましては、エネルギー・食

料品価格等の物価高騰の影響を受けております

市民生活を支援するため、１人当たり3,000円

の商品券を配布し、市民生活の支援を行うもの

でございます。 

  対象者は、６月１日時点で市内に住民登録が

ある方、今のところは約３万3,000人を想定し

てございます。 

  スケジュールといたしましては、補正予算可

決後、８月１日より郵便にて各世帯へ商品券を

配布、商品券の使用期間は９月１日から12月末

までの４か月間を想定してございます。 

  以上でございます。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 学校教育課長杉沼一史さん。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、17ページ、18

ページにございます学校給食物価高騰対策支援

事業費補助金について御説明いたします。 

  先日の一般質問におきましても議員の御質問

の中で説明させていただいておりますけれども、

学校給食運営協議会におきまして、今年度、昨

今の物価高騰におきまして１食当たり30円の値

上げが必要だという話が出されておりました。

それにつきまして、今回、こちらを活用させて

いただくことによりまして、１食30円、小学校

は１食当たり300円だったものが330円に、中学

校は１食当たり360円だったものが390円という

ことで、学校給食の運営ができるようになりま

した。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最後の学校給食の１食

当たり30円値上げが必要だという部分を支援す

るということは分かりました。大変よかったと

思います。 

  就学前の教育・保育施設でも給食を提供して

いるわけですが、その負担増についての市の対

策はどうなっているでしょうか。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 
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佐藤卓也議長 子育て推進課長兼福祉事務所長鈴

木則勝さん。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 保育施

設につきましては、まだ現状を把握しておりま

せんので、今後必要があるかどうか等を踏まえ

ながら、必要があれば必要な対応等を検討しな

ければいけないかと思っていますが、現段階の

ところではまだ手当てするということは考えて

いないところでございました。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 子供が栄養を取るとい

うことと安全な食料を保障するということから

も、安かろう悪かろうになっては子供たちがか

わいそうだというか、子供の健康、精神的にも

肉体的にも不健康なことになっては大変なこと

になりますので、私はすぐ調査をし、足りない

分は就学前の教育・保育施設について対策すべ

きだと思うんですが、どうですか。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 子育て推進課長兼福祉事務所長鈴

木則勝さん。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 保育施

設にお伺いして、状況等をお聞きしていきたい

と考えております。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号令和５年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第８議案第３４号令和５年度

新庄市下水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第８議案第34号令和５年度新

庄市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号令和５年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第１号）については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第34号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反

対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成15票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第34号は原案のと

おり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時１１分 休憩 

     午前１１時２９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

佐藤卓也議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長八鍬長一さん。 

   （八鍬長一議会運営委員長登壇） 

八鍬長一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告申

し上げます。 

  本日、先ほど午前11時17分から議会運営委員

６名出席の下、執行部から副市長、関係課長並

びに議会事務局職員の出席を求めて議会運営委

員会を開催し、本日の本会議における議事日程

の追加について協議をしたところであります。 

  協議の結果、議案第63号令和５年度新庄市一

般会計補正予算（第２号）、議案第64号財産の

取得について、議案第65号明倫学園グラウンド

整備工事請負契約（令和４年議案第36号）の一

部変更について、議案第66号明倫学園建物周辺

外構工事請負契約（令和４年議案第50号）の一

部変更について、以上の議案４件と議会案第２

号食料・農業・農村基本法の見直しに関する意

見書の提出についての議会案１件並びに議員派

遣について及び閉会中の継続調査申し出につい

ての計７件、以上を本日の議事日程に追加する

ことにいたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。

よろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 ただいま議会運営委員長から報告

がありました補正予算１件、議案３件、議会案

１件、議員派遣について、閉会中の継続調査申

し出についてを本日の議事日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算１件、議案３件、議会案１件、議員派

遣について、閉会中の継続調査申し出について

を本日の議事日程に追加することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１１時３３分 休憩 

     午前１１時４０分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、追加日程に入ります。 
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日程第９議案第６４号財産の取得

について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第９議案第64号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第64号財産の取得

について御説明申し上げます。 

  本案は、ロータリー除雪車を取得するに当た

り、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により提案

するものであります。 

  取得する財産は1.5メートルクラスのロータ

リー除雪車であり、財源につきましては緊急自

然災害防止対策事業債を活用することといたし

ます。 

  契約方法は指名競争入札による物品購入契約

とし、本市に本店または営業所を有する業者及

びこれまで本市で納入実績のある業者を含む５

者を指名し入札を行った結果、新庄市大字鳥越

字熊ノ沢1496番地の31、寒河江重車輛株式会社

新庄営業所から3,168万9,570円で取得するもの

であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

64号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号財産の取得については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議案第６５号明倫学園

グラウンド整備工事請負契約（令

和４年議案第３６号）の一部変更

について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第10議案第65号明倫学園グラ

ウンド整備工事請負契約（令和４年議案第36

号）の一部変更についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第65号明倫学園グラウンド整

備工事請負契約（令和４年議案第36号）の一部

変更について御説明申し上げます。 

  本案につきましては、令和４年７月臨時会に

おいて御可決いただき、作業を進めております

明倫学園グラウンド整備工事請負契約につきま
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して、契約内容を変更する必要が生じたため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により御提案申

し上げるものであります。 

  変更の内容につきましては、契約金額を３億

7,937万7,900円とするものであります。 

  主な変更の理由といたしましては、近年多発

しているゲリラ豪雨などが今後も発生すること

を想定し、より早く排水を行い、安全性を確保

するため、１か所を予定していた排水箇所に加

え、旧沼田小学校プールの排水経路も再利用す

ることとしたためであります。 

  排水箇所の増加に伴い、排水経路の一部を変

更する必要が生じ、掘削、側溝の追加、残土の

運搬処分等の費用を要することとなったため、

契約金額の変更を行うものであります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

65号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号明倫学園グラウンド整備工事請負

契約（令和４年議案第36号）の一部変更につい

ては、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１議案第６６号明倫学園

建物周辺外構工事請負契約（令和

４年議案第５０号）の一部変更に

ついて 

 

 

佐藤卓也議長 日程第11議案第66号明倫学園建物

周辺外構工事請負契約（令和４年議案第50号）

の一部変更についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第66号明倫学園建物周辺外構

工事請負契約（令和４年議案第50号）の一部変

更について御説明申し上げます。 

  本案につきましては、令和４年９月定例会に

おいて御可決いただき、作業を進めております

明倫学園建物周辺外構工事請負契約につきまし

て、契約内容を変更する必要が生じたため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により御提案申し

上げるものであります。 

  変更の内容につきましては、契約金額を２億

6,517万2,600円とするものであります。 

  主な変更の理由といたしましては、駐車場と

なる部分の掘削後の土壌が必要な強度を確保で

きない軟らかい土壌であったため、改良が必要

となり、採石材料、敷鉄板などの仮設、残土の
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運搬処分等にかかる費用が燃料をはじめとする

資材の高騰により増加したため、契約金額の変

更を行うものであります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明がありました議案第

66号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今回の理由を聞けば、

駐車場の土壌改良の資材高騰のためということ

で、仕方ないかな、やむを得ないかなと思う内

容でございます。 

  そこで、明倫学園の当初の計画の全体の建設

予定額は幾らだったのか。そして今、完成しよ

うとしているわけですが、最後の合計金額は幾

らになるということになっているでしょうか、

お願いします。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 教育次長兼教育総務課長渡辺政紀

さん。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 明倫学園、当

初設計時というか、事業開始時の予定の総事業

費といたしましては57億円程度を見込んでいた

ところでございます。 

  今現在、外構工事、グラウンド工事終了を見

込んだ上で、最終的な工事費といたしましては

64億5,000万円程度になるかと思っているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一つ一つのときには、

仕方がないかな、仕方がないかなと感じるとこ

ろはあります。でも最初の入札のときから、高

値落札であったり、そしてさらに１者だったり

したような気もしますし、そういう経過の中で

契約変更、契約変更が行われ、このように大き

くならざるを、一つ一つはならざるを得ないの

かなと、認めざるを得ないのかなと感じてきた

ような気がしますが、しかしこのように毎回の

ように上がっていく、負担が上がっていくとい

うことは、市民全体に向ける市民のお金がなく

なっていくということでもあるわけだろうし、

こういうことを繰り返さないように、今後の公

共事業の在り方として、学ぶべき点というか、

今後に生かす点というか、そういうことはどの

ように考えていらっしゃるでしょうか。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 教育次長兼教育総務課長渡辺政紀

さん。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 学校建設に当

たっての部分でございますけれども、今回のこ

とを受けまして、様々な契約の変更などを受け

まして、様々検証していかなければいけない部

分が多々あったのかなと思っておりますので、

そこを検証の上、今後の建設事業などに当たっ

ては進めていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 財政課長小関 孝さん。 

小関 孝財政課長 このたびの明倫学園、その他

今後に係ることでございますけれども、財政課

としましては、適正な入札の執行、かかる費用

の詳細な精査、その経費が将来にわたってどの

ぐらい、例えば起債の償還ですとか影響を及ぼ

すのか精査いたしまして、今後の参考に、また
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適正な財政運営に努めてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号明倫学園建物周辺外構工事請負契

約（令和４年議案第50号）の一部変更について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２議案第６３号令和５年

度新庄市一般会計補正予算（第２

号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第12議案第63号令和５年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第63号令和５年度新庄市一般

会計補正予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第63号令和５年度

一般会計補正予算でありますが、歳入歳出それ

ぞれ203万1,000円を追加し、補正後の予算総額

を195億6,670万1,000円とするものであります。 

  このたびの補正の内容につきましては、明倫

学園建設工事において発生した残土の処分など

の必要な費用を補正するものであります。 

  財源といたしましては、市債及び前年度繰越

金を充て、対応してまいります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

63号については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号令和５年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１３議会案第２号食料・農

業・農村基本法の見直しに関する

意見書の提出について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第13議会案第２号食料・農

業・農村基本法の見直しに関する意見書の提出

についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長新田道尋さん。 

   （新田道尋産業厚生常任委員長登壇） 

新田道尋産業厚生常任委員長 それでは、議会案

第２号食料・農業・農村基本法の見直しに関す

る意見書の提出について、上記の議案を別紙の

とおり、会議規則第14条第２項の規定により提

出いたします。 

  令和５年６月20日、新庄市議会議長佐藤卓也

殿、提出者新庄市議会産業厚生常任委員会委員

長新田道尋。 

  食料・農業・農村基本法の見直しに関する意

見書。 

  政府・与党による食料・農業・農村基本法の

見直しは、法案の具体化や見直しに即した基本

計画の検討を前に山場を迎えており、食料安全

保障の強化、再生産に配慮した適正な価格形成、

その実現に向けた国民理解の醸成・行動変容、

農業の持続的な発展に関する施策および農村の

活性化に関する施策など、多岐にわたる論点を

ふまえた法整備、関連施策の拡充・再構築、万

全な予算措置が必要となる。 

  その一方で、人口減少・高齢化が深刻化する

なか、持続可能な農業生産には、その基盤とな

る農村の振興は欠かすことができず、農業振興

と農村振興は両輪として一体的に進めるべきで

あり、基本法の見直しにあたっては、農業・農

村施策のフレームワーク全体の見直しも求めら

れる。 

  つきましては、将来にわたり国民へ安定的に

食料を供給していくため、多岐にわたる基本法

の見直しに際し、特に下記の事項について、生

産現場の声として強く要望する。 

 １．認定農業者等の担い手はもとより、「多様

な担い手」が果たす役割は極めて大きいため、

農村振興のみならず、農業振興の観点からも

「多様な担い手」を基本法にしっかりと位置付

けること。 

 ２．水田活用の直接支払交付金の見直しに止ま

らず、ゲタ対策等の経営所得安定対策や、個々

の農家に対する新たな直接支払制度の導入を含

めた施策全般にわたる見直しを行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、財務大臣宛、農林水産大臣宛。 

  以上でございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議会案

第２号食料・農業・農村基本法の見直しに関す

る意見書の提出については、会議則第37条第２

項の規定により委員会への付託を省略したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ
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れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号食料・農業・農村基本法の見直

しに関する意見書の提出については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１４議員派遣について 

 

 

佐藤卓也議長 次に、日程第14議員派遣について

を議題とします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

配付しております名簿のとおり、全議員を山形

県市議会議長会主催の議員研修会に派遣したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議員研修会に全議員

を派遣することに決しました。 

 

 

日程第１５閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

佐藤卓也議長 次に、日程第15閉会中の継続調査

申し出についてを議題といたします。 

  各常任委員会及び議会運営委員会の活動につ

いて、各委員長より閉会中の継続調査の申出が

ありますので、申出のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については、各委員長の申出

のとおり決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

佐藤卓也議長 ここで、市長より御挨拶がござい

ます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月定例会、本会議の慎重審議を

いただきまして、誠にありがとうございます。 

  今回は４月における統一地方選挙後というこ

とで、新しい議員の皆さんを入れての本議会と

いうことで、互いに緊張感のある議会ではなか

ったかと思っております。 

  様々いただいた意見については、これまで同

様、真摯に受け止めながら市民生活の向上に向

けて努力してまいりたいと思います。 

  最後に明倫学園の御質問がございました。当

初よりもかなり多くの金額がかさんだのではな

いかと。私も大変危惧しているところで、現場

と話しさせていただいております。 

  思い出しますと、この間３年余り、忘れてし

まうわけでありますが、ウッドショックという

ことがありまして、資材が入らない、企業も企

業活動ができないということで、入札不調、不

調ということから始まったような気がしており

ます。また、ここに来まして昨年からのウクラ

イナへの侵攻における資材高騰、燃料高騰、現

場における大変な要因が生じていると。 

  さらに、今言われている働き方改革というこ

とで、土日の業務、あるいは時間外が制約され

るなど、様々な条件が増している時代になって

いるなと。 



- 157 - 

  当初からそこの膨らみを含めて予算をつくる

こともできず、途中の一つ一つの見直しによっ

て、それが最適な高騰理由なのかということを

吟味しながらしてきたわけでありますけれども、

今後もこうしたことが継続していくのかなと思

っているところであります。 

  そんな中にありましても、決まった予算の中

で、いかに少ない予算で最大の効果を上げるか

という大きな課題もございますので、そこはし

っかりと受け止めながら今後も進めてまいりた

いと思っております。 

  また、今回の議会において私の進退について

の伺いもございました。答弁させていただいた

ように、市民の皆さんの御判断を仰ぎたいとい

うつもりであります。議会を通して、議会と議

論を重ねながら、市民の生活の向上に向けて今

後も努力してまいりたいと思っております。 

  議会における皆様方の御意見をさらに真摯に

受け止めながら努めてまいることをお約束しま

して、６月議会での御礼の挨拶とさせていただ

きます。誠にありがとうございました。 

佐藤卓也議長 以上をもちまして、令和５年６月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後０時０５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  佐 藤 卓 也 

 

   会議録署名議員  亀 井 博 人 

 

    〃    〃   髙 橋 富美子 

 




